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序 文

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故から本年３

月で 12 年を迎えます。これまで本県は、被災した地域の難しい状況を踏まえ、避難された方々の帰還に向

けた環境整備を始め、被災地の自立した地域・生活を取り戻すための復興支援に取り組んでまいりました。

令和３年度からの 10 年間は、第２期福島県復興計画期間として「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」を

スローガンに掲げ、自然、歴史、伝統文化に彩られる「ふるさと」を回復させるとともに、未来へ継承し、

誇りや愛着が持てる地域づくりを目指し、様々な施策を進めております。そうした中で、地域の歴史、文化

を豊かに物語る埋蔵文化財の取扱いについても、被災地の状況を考慮しながら、復興事業の円滑な推進と埋

蔵文化財の適切な保護の両立を図るべく、関係機関との調整にあたっているところです。

　県教育委員会では、平成 24 年度以降、他自治体職員の派遣を頂きながら、県主体の復興事業に伴う埋蔵

文化財調査や被災した市町村への調査支援を進めてまいりました。本県の復興はまだその途上にあり、中長

期の体制で取り組まなければなりません。今後とも、文化庁を始め関係機関等の御支援を頂きながら、調査

の円滑かつ迅速な実施にあたってまいります。

　本書は、令和３年度に実施した東日本大震災復興関連の分布調査、試掘・確認調査の成果をまとめたもの

です。本書が広く活用され、埋蔵文化財保護と「ふるさと」の回復、継承に役立てば幸いに存じます。

　結びに、調査及び報告書作成に御指導と御協力を頂きました関係諸機関、関係各位に厚く御礼申し上げま

す。

　　令和５年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福島県教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　大 沼　博 文



緒 言

１　本書は、令和３年度に実施した東日本大震災に伴う災害復興関連の各事業予定地内の埋蔵文化財分布

調査並びに周知の埋蔵文化財包蔵地及び遺跡推定地（試掘調査により遺跡の存否を確認する範囲）の

試掘・確認調査、工事立会の報告書である。なお、過年度分の調査に関わる報告については、調査年

次を明記して掲載した。

　２　環境省が所管する中間貯蔵土壌貯蔵施設等建設事業に伴う埋蔵文化財調査については、前年度まで単

独で業務報告書を刊行してきたが、今年度以降は本シリーズに収録する。

３　この調査は、福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）基金及び文化庁の埋蔵文化財緊急調査費

国庫補助金を受けて福島県教育委員会が実施した。

４　福島県教育委員会は、下記の職員を配置して調査を実施した。

　　文化財課長　　　　本田　智枝　　　　　　　　副課長兼専門文化財主査　 木村　直之

　　専門文化財主査　　轡田　克史　　　　　　　　文化財主査　　　　　　篠田　有希

　　文化財主査　　　　岡部　睦美　　　　　　　　文化財副主査　　　　　入倉　徳裕

　　文化財副主査　　　渡部　紀　　　　　　　　　文化財副主査　　　　　大栗　行貴

　　文化財主事　　　　安藤　淳

５　本書は、福島県教育庁文化財課職員が執筆した。　

６　調査にあたっては、地元地権者、行政区長をはじめ、下記の機関に協力をいただいた（順不同）。

　　南相馬市教育委員会、浪江町教育委員会、葛尾村教育委員会、双葉町教育委員会、大熊町教育委員会、

富岡町教育委員会、川内村教育委員会、田村市教育委員会、南相馬市（土木課）、浪江町（農林水産課）、

川内村（産業振興課）、福島県土木部（相双建設事務所、富岡土木事務所）、福島県農林水産部（相双農

林事務所、県中農林事務所）、公益財団法人福島県文化振興財団、福島送電株式会社、東北電力ネッ

トワーク株式会社、福島復興風力合同会社、東日本高速道路株式会社東北支社いわき工事事務所、文

化庁、環境省福島地方環境事務所

７　試掘・確認調査に係る面積については、復興事業計画の変更や調査結果による遺跡範囲の変更増補等

の事由によって増減したものがある。また、既報告分についても再計測を実施して必要な訂正を行っ

た。

８　本書に使用した遺跡の調査記録及び出土資料は、福島県教育委員会が保管している。



用 例

１　本書における用例は、次のとおりである。

（1） 遺跡及び遺跡推定地の位置図は、国土交通省国土地理院発行縮尺1/25,000及び1/50,000の地形図

を複製したものを使用している。

（2） トレンチ配置図は、基本的に各市町村及び事業主体作成の縮尺1/2,000、2,500地形図を使用した。

２　本書第１章～第３章における遺跡、遺跡推定地及びトレンチ配置の用例は次のとおりである。

（1） ：分布調査の結果、試掘・確認調査を要すると判断した遺跡、遺跡推定地の範囲

（2）　　 ：周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲

（3）　 ：遺跡推定地の範囲

（4） ：令和３年度に調査を実施した範囲

（5） ：保存協議を要すると判断した範囲

（6） ：遺構又は遺物を確認したトレンチ

（7） ：遺構又は遺物を確認しなかったトレンチ

（8） ：事業予定範囲（令和４年３月時点）

（9） ：未調査範囲

３　遺跡推定地の名称は便宜上アルファベットの「Ｂ」と算用数字を組合せて表記するが、試掘・確認調

査によって遺跡であることが確定すれば所在地の字名や地名をとり、新たに遺跡名称を付している。

４　各遺跡の呼び方は、『日本地名大辞典７福島県』（角川書店）収録の「小字一覧」にならったが、通称が

定着しているときは、それに従った。

５　遺構図の用例は、次のとおりである。

（1） 平面図の縮尺は、基本的に各挿図のスケール右側に記した。

（2） 図中の方位は、国土地理院発行の地形図を使用したものは真北、各市町村等が作成した地形図は方

眼北を示す。トレンチ平面図中の方位は、現地で測定した磁北を真北に補正した方向を示す（相双

地区における磁北は真北に対し７°10′西偏）。

６　本書で使用した略号は、次のとおりである。

保　存保　存

Ｔ：トレンチ、Ｌ：遺構外堆積土、ℓ：遺構内堆積土、SD：溝、SI：竪穴住居、SK：土坑、SX：性格不明遺構、P：柱穴・小穴、

MSC-MN：南相馬市西真野地区、MSC-TC：南相馬市高平中部地区、MSC-SK：南相馬市原町川俣線、MSC-HO：南相馬市広野小高線、

MSC-OS：南相馬市小高スマートＩＣ、NE-NM：浪江町浪江南地区、NE-KK：浪江町加倉地区、NE-KO：浪江町幾世橋小高線、NE-NK：

浪江町浪江鹿島線、KO-SKO：葛尾村葛尾地区（下葛尾工区）、KU-SNM:川内村川内地区（三合田・中里工区）、KU-KR：川内村広域

連系線
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序 章 　 調 査 の 概 要

第１節　調査に至る経緯

　平成 23 年３月 11 日に東日本大震災が発生し、福島県浜通り地方の市町村では、津波のほか東京電力福島

第一原子力発電所事故の影響で未曽有の被害となった。このような状況を受け、各地で大規模かつ一斉に復

興事業へ着手する状況が考えられたことから、震災後の当該事業に伴う埋蔵文化財の取扱いにおいては、復

興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護との両立を図ることが急務となった。

　発災の翌月には、文化庁から埋蔵文化財について弾力的な取扱いを求める通知（平成 23 年４月 28 日付け

庁財第 61 号）が、翌年度には本格化した復興事業に対応するための留意点に係る通知（平成 24 年４月 17

日付け庁財第 65 号）などが発出された。

　上記の文化庁通知を受け、福島県教育委員会では、県内各市町村教育委員会及び主な関係機関へ、復旧復

興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて通知した（平成 24 年６月 1 日付け 24 教文第 65 号）。この中で、

現状回復を行う場合は原則として本発掘調査を要しないこと、新たな施設整備を行う場合は掘削が及ぶ工事

範囲のみ本発掘調査を行うことなどを柱とした取扱い方針を示した。

　福島県教育委員会は、復興事業の増加に応じて、平成 24 年度から文化庁へ地方自治法第 252 条の 17 第１

項の規定に基づく専門職員の派遣を依頼した。さらには、財団法人福島県文化振興財団（現公益財団法人福

島県文化振興財団、平成 26 年４月から改称。以下「県文化振興財団」という。）からの出向職員、福島県立

博物館、県内市町村教育委員会の協力を得るとともに、福島県でも専門職員の採用を行い、調査体制を整えた。

　以上のような方針と体制で、被災した浜通り地方の市町村を中心に、埋蔵文化財の分布調査及び試掘・確

認調査を実施した。この調査結果は、『東日本大震災復興関連遺跡調査報告』と題してシリーズ化し、令和

４年３月までに８冊を刊行した。
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　図１　福島県内市町村位置
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第２節　調 査 体 制

　福島県教育委員会では、発災直後に、県内市町村教育委員会へ復旧工事に係る埋蔵文化財の当面の取扱い

について（平成 23 年３月 24 日付け 22 教文第 1083 号）、及び県内の埋蔵文化財包蔵地（以下「遺跡」という。）

内の放射線軽減措置（除染作業）への対応指針（平成 23 年 9 月 29 日付け 23 教文第 605 号）を示すとともに、

関係諸機関から復旧、復興事業に関する情報収集を行った。

　平成 24 年度には、復興に向けた産業、生活基盤（インフラ）整備と復興支援事業（道路整備など）が本

格的に始動した。福島県教育委員会では、早期復興のための大規模事業の急速な展開に対応することの重要

性から、県が行う復興事業に伴う分布調査及び試掘・確認調査を、文化財課（以下「当課」という。）の専

門職員が行う体制づくりを進めることとした。さらに、文化庁へ専門職員の派遣を依頼し、全国からの専門

職員の派遣と県文化振興財団の出向職員を得るとともに、県内の市町村教育委員会からも随時協力を得て調

査体制の強化を図った。その際、関係各位の協力により、県有施設内や南相馬市教育委員会及びいわき市教

育委員会の埋蔵文化財関連施設の一部を利用して、執務や整理作業等を行った。

　平成 25 年度は、福島市内を拠点とした「文化財課復興チーム」をつくり、全国からの派遣専門職員、県

文化振興財団からの出向職員のほか、福島県立博物館、県内市町村教育委員会の協力を得て、分布調査及び

試掘・確認調査を実施した。

　平成 26、27 年度は、復興事業の進展に即応するため、調整担当と調査担当に改めて組織した。調整担当

当課職員 自治法派遣職員
県内市町村
教育委員会

福島県立
博物館

県文化振興
財団

人数 形態 人数 形態 人数 形態 人数 形態 人数 形態

平成 24 年度 ５名
専任１名、その他随
時

５名
通年：兵庫県
10 ～３月：青森県、長野県、
京都府、さいたま市

４名 随時 ０名 ０名

平成 25 年度 ４名 専任 12 名

通年：茨城県、長野県、京都府、
福岡県、兵庫県、沖縄県、さい
たま市
４か月毎各１名：富山県
４～ 10 月：和歌山県
12 ～３月：高知県

13 名 随時 - 随時 ２名 通年

平成 26 年度 ７名
本庁２名、渡利分室
３名（内新採用１
名）、駐在２名

６名
通年：茨城県、高知県、福岡県、
沖縄県、京都府、さいたま市

０名 ０名 １名 通年

平成 27 年度 ７名
本庁２名、自治会館
３名、駐在２名

7名

通年：埼玉県、愛知県、長崎県
４～９月：鳥取県
11 月：香川県
12 月：青森県
１～２月：熊本県

０名 ０名 ２名 通年

平成 28 年度 ５名
本庁２名、駐在３名

（内新採用１名）
５名

通年：北海道、山梨県、愛知県、
鳥取県、神戸市

０名 ２名 短期 １名 通年

平成 29 年度 ５名 本庁２名、駐在３名 ７名
通年：青森県、埼玉県、静岡県、
兵庫県、神戸市
半年毎各１名：新潟県

０名 ０名 １名 通年

平成 30 年度 ５名 本庁２名、駐在３名 ３名 通年：青森県、岩手県、新潟県 ０名 ０名 ２名 通年

平成 31・令
和元年度

７名
本庁２名、駐在５名

（内新採用２名）
２名 通年：岩手県、新潟県 ０名 ０名 ２名 通年

令和２年度 ７名
本庁２名、駐在５名

（内新採用１名）
０名 - ０名 ０名 １名 通年

令和３年度 ８名
本庁２名、駐在６名

（内新採用１名）
０名 - ０名 ０名 ０名

表１　福島県における自治法派遣等職員数一覧
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は当課職員３名で構成し、平成 26 年度は福島市内の県有施設、平成 27 年度は福島市内の福島県自治会館を

拠点とした。調査担当は当課職員及び全国からの派遣専門職員、県文化振興財団出向職員とで構成し、「文

化財課南相馬市駐在」として南相馬市を拠点とした。

　平成 28 年度からは両者を統合し、「文化財課南相馬市駐在」として業務に当たっている。

　なお、25 年度以降、派遣専門職員の中から南相馬市教育委員会へ通年で支援を実施していたが、事業量

の変化に伴い、平成 30 年度上半期までの実施とした。

第３節　調 査 方 法

　福島県教育委員会では、復興事業の円滑な推進と埋蔵文化財の適切な保護との両立を図るため、分布調査

及び試掘・確認調査の実施にあたり、次の２点に主眼を置いた。

１　復興事業では分布調査を可能な限り速やかに実施し、埋蔵文化財の所在、内容を把握し、開発事業計

画が周知の埋蔵文化財包蔵地を対象とすることを可能な限り回避するよう、調整に努める。

２　復興事業に伴う埋蔵文化財の取扱いを判断する際は、当該地や周辺地における既存データ（分布調査、

本発掘調査の結果など）を活用する。試掘・確認調査の実施は、既存データがない場合及び本発掘調

査に係る作業量を積算する場合に限ることとする。

　分布調査は、過去の調査事例の有無や調査報告書を確認した後、埋蔵文化財専門職員が事業対象地を現地

踏査することにより行った。遺物を採集したときは、遺物カードに必要データを記入した。なお、除染によ

り表土が除去された土地などは、汚染土とともに遺物を除去されてしまった可能性があるため、地形による

判断を積極的に実施した。

　試掘・確認調査は、基本的に２× 10 ｍのトレンチを設定して実施した。土地の利用や地形、地中の状況

により、随時、トレンチ規模を変更した。トレンチの掘削は、現表土の除去は重機を用い、遺構検出作業は

人力により行った。出土遺物は、層位ごとに取り上げた。遺構の内容をより正確に把握するために、必要に

応じてトレンチ内の遺構の掘り込みを行った。耕作地における調査では、その後の作付けへの影響を最小限

にするため、掘削の際は表土と下層土を分別して掘り上げ、調査終了後は最初に下層土を戻して機械転圧を

行った後、表土を戻す作業を行った。

　トレンチ調査の記録は、トレンチカードとトレンチ一覧（カード）への記入と写真撮影により行った。ト

レンチ一覧には、全トレンチの基本データ（トレンチの大きさ、方位、深さ、基本土層等）を記入した。遺

構が検出された場合にはトレンチカードを用い、遺構の検出状況や規模、種別、数、掘り込みを行った際の

状況、出土遺物の種別、出土状況、遺構の平面図、断面図、所見等を記載した。土層の記載方法は、遺構外

堆積土は表土から下位へＬⅠ、ＬⅡ…、遺構内堆積土は検出面から下位へℓ１、ℓ２…の記号により分層し、

各土層の特徴を記録した。写真は、カラーデジタルカメラを使用した。

　調査記録・出土資料などは『出土品の取扱い基準』（福島県教育委員会、平成 12 年４月）に則って整理し、

報告書刊行後、福島県文化財センター白河館に収蔵する予定である。
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（１）

福田地区福田地区

作田前地区作田前地区

赤柴中島線赤柴中島線

　　　　　　　　相馬大内線　　　　　　　　相馬大内線

和田地区和田地区
相馬地区（岩子）相馬地区（岩子）

相馬地区（磯部）相馬地区（磯部）

相馬地区（古磯部）相馬地区（古磯部）

相馬地区（蒲庭）相馬地区（蒲庭）

相馬地区（八沢）相馬地区（八沢）

鹿島地区（真野）鹿島地区（真野）

原町地区（金沢・北泉）原町地区（金沢・北泉）

県道北泉小高線県道北泉小高線

今田地区今田地区
八沢地区八沢地区 古磯部地区海岸古磯部地区海岸

深野北地区深野北地区

右田・海老地区右田・海老地区

金沢・北泉地区金沢・北泉地区

渋佐萱浜地区海岸渋佐萱浜地区海岸

県道原町海老相馬線県道原町海老相馬線

馬場西地区馬場西地区
矢川原地区矢川原地区

南屋形地区南屋形地区

浪江鹿島線浪江鹿島線

浪江鹿島線浪江鹿島線

西玉野沢筋西玉野沢筋

宮田川筋宮田川筋

棚塩地区海岸棚塩地区海岸

請戸・中浜・中野地区海岸請戸・中浜・中野地区海岸前田川筋
・中田川筋
前田川筋
・中田川筋

請戸川筋請戸川筋 棚塩地区棚塩地区

中浜地区中浜地区

中野地区中野地区

岡田・村上福岡地区岡田・村上福岡地区

紅葉川紅葉川

富岡川富岡川

浪倉地区浪倉地区

復興公
営住宅
復興公
営住宅

原子力災害対策センター原子力災害対策センター

真野川筋真野川筋

広野小高線広野小高線

国
道
６
号

国
道
６
号

常
磐
自
動
車
道

常
磐
自
動
車
道

常
磐
線

常
磐
線

相馬浪江線相馬浪江線

請戸地区請戸地区

小山田地区小山田地区

栃窪地区栃窪地区

深野南地区深野南地区

橲原地区橲原地区 真野地区真野地区

広野小高線（毛萱）広野小高線（毛萱）

原町東地区原町東地区
原町地区（渋佐萱浜）原町地区（渋佐萱浜）

南幹線地区南幹線地区

高瀬川筋高瀬川筋

復興祈念公園復興祈念公園

双葉北部線・双葉浪江線双葉北部線・双葉浪江線

山木屋地区山木屋地区

国道114号
（椚平工区）
国道114号
（椚平工区）

鹿島地区（右田・海老地区）鹿島地区（右田・海老地区）

小高地区（小沢）小高地区（小沢）
小高地区（塚原）小高地区（塚原）
新川筋新川筋
広野小高線（角部内）広野小高線（角部内）
小高地区（角部内）小高地区（角部内）

小高地区（浦尻）小高地区（浦尻）小高地区（浦尻）

広野小高線（棚塩）広野小高線（棚塩）

神山地区神山地区

上栃窪地区上栃窪地区

浪江三春線（湯殿）浪江三春線（湯殿）

葛尾地区
（下葛尾工区）
葛尾地区

（下葛尾工区）

古道地区
（呼石工区）
古道地区
（呼石工区）

楢葉地区
（井手工区）
楢葉地区
（井手工区）

楢葉地区
（上繁岡工区）
楢葉地区

（上繁岡工区）

川内地区川内地区

（後谷地工区）（後谷地工区）

（三合田・中里工区）（三合田・中里工区）

北移地区北移地区

八木沢風力八木沢風力

鹿島西部地区鹿島西部地区

西真野地区西真野地区

熊川地区海岸熊川地区海岸

加倉地区加倉地区

藤橋地区藤橋地区

高平中部地区高平中部地区

県道相馬亘理線県道相馬亘理線

鶴谷地区鶴谷地区

片草地区片草地区

富岡地区富岡地区

小谷地区小谷地区

小屋木地区小屋木地区

葛尾地区
（大放工区）
葛尾地区
（大放工区）

小野富岡線
（高津戸工区）
小野富岡線
（高津戸工区）

小塙上郡山線（浄光）小塙上郡山線（浄光）

梅川筋梅川筋

太田地区太田地区

鳩原地区鳩原地区

小高東部地区小高東部地区
井田川地区井田川地区

葛尾地区
（広谷地工区）
葛尾地区

（広谷地工区）

古道地区古道地区
西向地区西向地区

山口地区山口地区

永谷地区永谷地区

原町川俣線（下高平）原町川俣線（下高平）

笹部川筋笹部川筋

小野富岡線
（早渡工区）
小野富岡線
（早渡工区）

原町南部地区原町南部地区

広野小高線（浦尻）広野小高線（浦尻）

浪江南地区浪江南地区

上飯樋地区上飯樋地区

佐須地区佐須地区

浪江鹿島線（西台）浪江鹿島線（西台）

夫沢地区海岸夫沢地区海岸

共用送電網共用送電網

東北東京間連系線
（相馬双葉幹線）
東北東京間連系線
（相馬双葉幹線）

飯崎地区飯崎地区

小野富岡線
（五枚沢工区）
小野富岡線
（五枚沢工区）

小高スマートIC小高スマートIC
阿武隈風力発電阿武隈風力発電

中間貯蔵施設中間貯蔵施設

井出長塚線井出長塚線

幾世橋小高線幾世橋小高線
長塚請戸浪江線長塚請戸浪江線

新地町

相馬市

南相馬市

飯館村

川俣町

浪江町葛尾村

田村市

双葉町

川内村

大熊町

富岡町

…農地整備事業
…海岸防災林造成事業
…土砂採取事業
…河川海岸・堤防整備事業
…道路整備事業
…発電・送電（イノベ含む）事業
…その他
…令和３年度調査地区・工区赤文字

図２　令和３年度実施の復興事業（富岡町以北）
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磐越西線
磐越西線

国道４９号

国道４９号

夏井地区夏井地区

四倉・下仁井田地区四倉・下仁井田地区

錦・関田地区錦・関田地区
岩間佐糠地区海岸岩間佐糠地区海岸

泉岩間上田線泉岩間上田線

広野小高線広野小高線

末続地区海岸末続地区海岸

いわき浪江線いわき浪江線

豊間四倉線豊間四倉線
豊間地区海岸豊間地区海岸
諏訪川諏訪川

いわき石川線いわき石川線

前田川筋
・中田川筋
前田川筋
・中田川筋 中野地区中野地区

広野地区広野地区

紅葉川紅葉川

富岡川富岡川

楢葉地区楢葉地区

浪倉地区浪倉地区

国道399号
（戸渡工区）
国道399号
（戸渡工区）

国道399号
（十文字工区）
国道399号

（十文字工区）

広野小高線広野小高線

国
道
６
号

国
道
６
号

常
磐
自
動
車
道

常
磐
自
動
車
道

常
磐
線

常
磐
線

磐
越
自
動
車
道

磐
越
自
動
車
道

広野小高線（毛萱）広野小高線（毛萱）

復興祈念公園復興祈念公園

あぶくま南部風力あぶくま南部風力

古道地区
（呼石工区）
古道地区
（呼石工区）

前原地区前原地区

楢葉地区
（大谷工区）
楢葉地区
（大谷工区）

楢葉地区
（井手工区）
楢葉地区
（井手工区）

楢葉地区
（上繁岡工区）
楢葉地区

（上繁岡工区）

共用送電網共用送電網

川内地区川内地区

（後谷地工区）（後谷地工区）

（三合田・中里工区）（三合田・中里工区）

熊川地区海岸熊川地区海岸

下井出地区下井出地区

富岡地区富岡地区

山田浜地区山田浜地区

小野富岡線
（高津戸工区）
小野富岡線
（高津戸工区）

小塙上郡山線（浄光）小塙上郡山線（浄光）

古道地区古道地区

山口地区山口地区

永谷地区永谷地区

小野富岡線
（早渡工区）
小野富岡線
（早渡工区）

楢葉地区
（上下小塙工区）
楢葉地区

（上下小塙工区）

夫沢地区海岸夫沢地区海岸

東北東京間連系線
（相馬双葉幹線）
東北東京間連系線
（相馬双葉幹線）

小野富岡線
（五枚沢工区）
小野富岡線
（五枚沢工区）

中間貯蔵施設中間貯蔵施設
双葉町

川内村

楢葉町

広野町

いわき市

大熊町

富岡町

…農地整備事業
…海岸防災林造成事業
…土砂採取事業
…河川海岸・堤防整備事業
…道路整備事業
…発電・送電（イノベ含む）事業
…その他
…令和３年度調査地区・工区赤文字

図３　令和３年度実施の復興事業（富岡町以南）
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第１章　分布調査

第１節　概 要

　令和３年度の分布調査は、農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）、主要地方道原町川俣線整備事業、

一般県道幾世橋小高線整備事業、一般県道長塚請戸浪江線整備事業、主要地方道小野富岡線整備事業、東北

東京間連携線事業、阿武隈風力発電事業、中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業の８事業につ

いて行った。

表２　令和３年度の復興事業に係る分布調査一覧

事業名 地区名 市町村
分布調査
面積
（㎡）

試掘・確認
調査必要面積

(㎡ )

遺跡数
（箇所）

遺跡
推定地数
（箇所）

農山村地域復興基盤総合整備事業
（農地整備）

西真野地区 南相馬市 41,000 30,010 3 2

深野南地区 南相馬市 40,000 0 0 0

飯崎地区 南相馬市 67,446 0 0 0

井田川地区 南相馬市 5,510 0 0 0

葛尾地区下葛尾工区 双葉郡葛尾村 147,000 5,050 1 1

葛尾地区大放工区 双葉郡葛尾村 25,000 0 0 0

川内地区三合田・中里工区 双葉郡川内村 39,000 0 0 0

主要地方道原町川俣線整備事業 下高平工区 南相馬市 5,800 700 0 1

一般県道幾世橋小高線整備事業 北幾世橋工区 双葉郡浪江町 14,220 3,900 2 2

一般県道長塚請戸浪江線整備事業 幾世橋工区 双葉郡浪江町 1,570 260 1 0

主要地方道小野富岡線整備事業 五枚沢２工区
双葉郡川内村
双葉郡富岡町

17,200 0 0 0

東北東京間連系線事業 相馬双葉幹線接続変更
田村市
双葉郡大熊町
双葉郡川内村

39,429 4,632 2 1

阿武隈風力発電事業 葛尾村工区 双葉郡葛尾村 13,200 0 0 0

中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵
施設）建設事業

双葉町 双葉郡双葉町 35,140 20,000 1 6

大熊町 双葉郡大熊町 50,400 23,440 1 2

農山村地域復興基盤総合整備事業
（農地整備）

計 364,956 35,060 4 3

主要地方道原町川俣線整備事業 計 5,800 700 0 1

一般県道幾世橋小高線整備事業 計 14,220 3,900 2 2

一般県道長塚請戸浪江線整備事業 計 1,570 260 1 0

主要地方道小野富岡線整備事業 計 17,200 0 0 0

東北東京間連携線事業 計 39,429 4,632 2 1

阿武隈風力発電事業 計 13,200 0 0 0

中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業 計 85,540 43,440 2 8

総計 541,915 87,992 11 15
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第２節　農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）

　本事業は福島県農林水産部の所管で、津波被災農地の再整備に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故

発生以来作付けを休止したため荒廃が進んだ農地を再整備することにより、住民の帰還を促進する事業であ

る。相双農林事務所管内で６地区（７工区）、合計 364,956 ㎡を対象に分布調査を実施した。なお、このう

ち葛
かつらお

尾地区大
おおはなち

放工区と川内地区三
さんごうだ

合田・中
なかざと

里工区は、過年度の調査範囲と重複していることが確認できた

ので報告は割愛する。

１　南相馬市西
に し ま の

真野地区（図４、表３）

　西真野地区は、南相馬市鹿島区に所在し、事業地北部が真
ま の

野川右岸の谷底平野、同南部が潤
うるがい

谷川の開

析谷とそれに面した丘陵裾に位置する。事業地内に大
だいろくてん

六天遺跡、柚
ゆ は ら

原古墳群、熊
くまのまえ

野前遺跡、小
お し ま だ た て あ と

島田館跡、

新
しんじょうたてあと

城館跡、高
た か だ

田遺跡が存在するほか、隣接して天
てんじんざわ

神沢遺跡、大
おおくぼ

窪横穴墓群等多くの遺跡が存在する。平成

25 年度に分布調査、平成 27 年度から試掘・確認調査を実施している。今回、新たに追加された 41,000 ㎡

を対象として、令和３年５月 30 日と６月３日に分布調査を実施した。調査対象地の現況は田、畑、荒蕪地

及び宅地である。

　調査の結果、調査対象地の一部が、周知の埋蔵文化財包蔵地である大六天遺跡、新城館跡、小島田館跡と

重複することを確認した。また、地形的な連続性から、大六天遺跡の北及び東隣接地を遺跡推定地 MSC-MN.

B9 とし、新城館跡の東隣接地を同 MSC-MN.B10 とした。

表３　西真野地区の遺跡・遺跡推定地一覧

遺跡名
遺跡推定地名

所在地
試掘対象面積

（㎡）

大六天遺跡 南相馬市鹿島区江垂字堂前 1,040

新城館跡 南相馬市鹿島区江垂字新城 1,930

小島田館跡 南相馬市鹿島区小島田字東立谷 16,780

MSC-MN.B9 南相馬市鹿島区江垂字堂前 4,890

MSC-MN.B10 南相馬市鹿島区江垂字新城 5,370

計 30,010
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M
SC
-M
N.
B9

M
SC
-M
N.
B9 M
SC
-M
N.
B1
0

M
SC
-M
N.
B1
0

小
島
田
館
跡

小
島
田
館
跡

柚
原

古
墳

群
柚

原
古

墳
群

熊
野

前
遺

跡
熊

野
前

遺
跡

高
田

遺
跡

高
田

遺
跡

新
城
館
跡

新
城
館
跡

大
六
天
遺
跡

大
六
天
遺
跡

新
城
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２　南相馬市深
ふこうのみなみ

野南地区（図５）

　深野南地区は、南相馬市原町区の北部、

新
に い だ

田川右岸の谷底平野に位置する。周辺に

は、新田川右岸に北
きたはらだ

原田Ａ遺跡、北原田Ｂ

遺跡、台
だい

遺跡等、新田川左岸に宮
みやだいら

平遺跡、

深
ふこうのみやまえ

野宮前遺跡、館
たて

遺跡、高
たかまつ

松Ｂ遺跡等が所

在する。当地区は、平成 29 年度に分布調査、

平成 30 年度に試掘・確認調査を実施してい

る。今回、新たに追加された 40,000 ㎡を対

象として、令和３年６月 17 日に分布調査を

実施した。現況は田及び畑である。

　調査の結果、調査対象地内に周知の埋蔵

文化財包蔵地は存在せず、遺跡と推定され

る土地も含まれないことを確認した。

３　南相馬市飯
はんさき

崎地区（図６）

　飯崎地区は、南相馬市小高区大字飯崎の段丘を取りまく谷底平野に位置する。地区の北部に中
なかじまたてあと

島館跡、

仲
なかおき

沖遺跡が所在し、周辺の段丘上に十
とおかばやし

日林古墳、十日林遺跡、杉
すぎだいら

平古墳群、杉平遺跡、飯
はんさきたてあと

崎館跡等が分布し

ている。当地区については、平成 19 ～ 20 年度に南相馬市教育委員会が分布調査、試掘・確認調査を実施し

ている。今回、新たに追加された 67,446 ㎡を対象として、令和３年６月 17 日に分布調査を実施した。調査

対象地の現況は、田及び畑である。

　調査の結果、調査対象地内に周知の埋蔵文化財包蔵地は存在せず、遺跡と推定される土地も含まれないこ

とを確認した。

４　南相馬市井
い だ が わ

田川地区（図７）

　井田川地区は、南相馬市小高区蛯
えびさわ

沢の宮田川流域の谷底平野に位置する。周辺には川
かわわき

脇・半
はんがい

谷遺跡、

北
きたしんでんえんでんあと

新田塩田跡、浦
うらじり

尻貝塚等が所在する。本地区は、平成 27 年度に分布調査、平成 30 年度に試掘・確認調査、

令和２年度に地区編入箇所の分布調査及び試掘・確認調査を実施している。今回、地区に新たに追加された

範囲 5,510 ㎡を対象に、令和３年 11 月 11 日に分布調査を行った。現況は田である。

　調査の結果、調査対象地内に周知の埋蔵文化財包蔵地は存在せず、遺跡と推定される土地も含まれないこ

とを確認した。

５　葛尾村葛尾地区（下葛尾工区）（図８、表４）

　葛尾地区下葛尾工区は、葛尾村役場の北西約３km、葛尾川沿いの谷底平野及び段丘に位置する。周辺には、

湯
ゆぐち

口遺跡、北
きただいら

平Ａ遺跡、北平Ｂ遺跡、北平Ｃ遺跡、北平Ｄ遺跡、葛
かつらおだいじんやしきあと

尾大尽屋敷跡、敷
しきいはた

井畑Ａ遺跡、敷井畑Ｂ

遺跡等多くの遺跡が存在する。平成 30 年度に分布調査、令和元年度に試掘・確認調査を実施している。今

MSC-FNM.B3MSC-FNM.B3 除 外
(H30)
除 外
(H30)

高松Ｂ遺跡高松Ｂ遺跡

深野館跡深野館跡館遺跡館遺跡

深野宮前遺跡深野宮前遺跡

宮平遺跡宮平遺跡

事業地境事業地境

事業地境

事業地境

0 500ｍ

（1/15,000）

　図５　深野南地区の遺跡
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中島館跡中島館跡
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　図６　飯崎地区の遺跡
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　図７　井田川地区の遺跡
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回、新たに追加された 147,000 ㎡を対象として、令和３年８月 11 日と 16 日に分布調査を実施した。現況は

田、畑及び荒蕪地である。

　調査の結果、調査対象地の一部が、周知の埋蔵文化財包蔵地である北平Ｄ遺跡、及び遺跡推定地 KO-SKO.

B3 と重複することを確認した（いずれも平成 30 年度の分布調査後地区除外となっていたが、今回再編入）。

なお、事業地北西部の隣接地で鉄滓を採集したが、調査対象地内では遺跡は確認できなかった。

表４　葛尾地区（下葛尾工区）の遺跡・遺跡推定地一覧

北平Ｂ遺跡北平Ｂ遺跡

北平Ａ遺跡北平Ａ遺跡

北平Ｄ遺跡北平Ｄ遺跡
北平Ｃ遺跡北平Ｃ遺跡

湯口遺跡湯口遺跡

東平遺跡東平遺跡葛尾大尽屋敷跡葛尾大尽屋敷跡

敷井畑Ａ遺跡敷井畑Ａ遺跡
葛尾大尽の磨崖仏葛尾大尽の磨崖仏

敷井畑Ｂ遺跡敷井畑Ｂ遺跡

小坂遺跡小坂遺跡

KO-SKO.B1KO-SKO.B1除 外
（R1）
除 外

（R1）

KO-SKO.B2KO-SKO.B2

KO-SKO.B3KO-SKO.B3

鉄
滓
採
集
地
点

鉄
滓
採
集
地
点

葛尾大尽墓碑葛尾大尽墓碑

0 1000ｍ

（1/20,000）

　図８　葛尾地区（下葛尾工区）の遺跡・遺跡推定地

遺跡名
遺跡推定地名

所在地
試掘対象面積

（㎡）

北平Ｄ遺跡 双葉郡葛尾村葛尾字北平 850

KO-SKO.B3 双葉郡葛尾村葛尾字北平 4,200

計 5,050
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第３節　主要地方道原町川俣線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、南相馬インターチェンジから市街地やロボットテストフィールド、復興

工業団地、主要観光地にアクセスする道路整備事業である。相双建設事務所管内で１工区、面積 5,800 ㎡を

対象に分布調査を実施した。　

１　下
しもたかひら

高平工区（図９・10、表５）

　下高平工区は、南相馬市原町区長野字杢
もくしょううち

正内を起点として、新
に い だ

田川を挟み、下高平字谷
や な か

中に至る全長約

4.8km の工区である。今回、南相馬市原町区北長野字南原田（１区、図９）、及び南相馬市原町区下高平字

杉
すぎうち

内から字谷中にかけて（２区、図 10）の２ヶ所で道路拡幅が計画されたため、合計 5,800 ㎡を対象として、

令和４年２月１日に分布調査を実施した。１区は、新田川右岸の低位段丘に位置し、現況は宅地及び畑であ

る。２区は新田川左岸の谷底平野に位置し、現況は田、畑、道路敷及び宅地である。

　調査の結果、２区の北部が周囲よりやや高く地形的に杉内遺跡と連続性をもつことから、遺跡推定地

MSC-SK.B7 とした。

東殿館跡東殿館跡

谷中遺跡谷中遺跡

杉内遺跡杉内遺跡
MSC-SK.B7MSC-SK.B7

R1 調査範囲R1 調査範囲

0 100ｍ

（1/5,000）

　図 10　下高平工区（２区）の遺跡・遺跡推定地

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て

　 同院所管の測量成果を使用して得たものである

（承認番号）　平２６　東公　第３１０号」
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0 100ｍ
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　図９　下高平工区（１区）の遺跡

表５　下高平工区の遺跡推定地一覧

遺跡推定地名 所在地
試掘対象面積

（㎡）

MSC-SK.B7 南相馬市原町区下北高平字杉内 700

計 700
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第４節　一般県道幾
き よ は し お だ か

世橋小高線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、浪江町北幾世橋から南相馬市小高区南町に至る一般県道整備事業である。

相双建設事務所管内で１工区、面積 14,220 ㎡を対象に分布調査を実施した。

１　北
き た き よ は し

幾世橋工区（図 11・12、表６）

　北幾世橋工区は、浪江町東部の北幾世橋から南相

馬市南東部の小高区浦
うらじり

尻に至る区間で、浪江町北幾

世橋字植
うえのはた

ノ畑から字中
な か や ち

谷地にかけて（１区、図 11）、

及び浪江町棚
たなしお

塩字北
きたたな

棚から南相馬市小高区浦尻字

中
なかはやしざき

林崎にかけて（２区、図 12）の２か所において、

道路拡幅が計画されたため、合計に 14,220 ㎡を対象

として令和３年９月 17 日に分布調査を実施した。いずれも、南相馬市と浪江町にまたがる段丘上に位置し、

現況は道路敷、宅地、畑、山林である。１区周辺には鹿
しかやしき

屋敷遺跡、植
うえはた

畑遺跡、北
きたはら

原遺跡、北
きたはらごてんあと

原御殿跡等、２

区周辺には北
きたはら

原貝塚、赤
あかさか

坂Ａ遺跡、赤坂Ｂ遺跡、大
だいはら

原遺跡等多くの遺跡が所在している。

　調査の結果、１区では周知の埋蔵文化財包蔵地である植畑遺跡、鹿屋敷遺跡が調査対象地と重複している

ことを確認し、地形的な連続性から両遺跡の間を遺跡推定地 NE-KO.B2 とした。また、２区では中央部で縄

文土器、土師器を採集したことから、その周辺を遺跡推定地 NE-KO.B1 とした。

表６　北幾世橋工区の遺跡・遺跡推定地一覧

遺跡名
遺跡推定地名

所在地
試掘対象面積

（㎡）

植畑遺跡 双葉郡浪江町北幾世橋字植ノ畑 1,200

鹿屋敷遺跡 双葉郡浪江町北幾世橋字中谷地 1,300

NE-KO.B1 双葉郡浪江町棚塩字北棚 1,000

NE-KO.B2 双葉郡浪江町北幾世橋字中谷地 400

計 3,900

北原御殿跡北原御殿跡

植畑遺跡植畑遺跡

北原遺跡北原遺跡

鹿屋敷遺跡鹿屋敷遺跡

NE-KO.B2
NE-KO.B2

0 100ｍ

（1/5,000）

　図 11　北幾世橋工区（１区）の遺跡・遺跡推定地
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赤坂Ａ遺跡

大原遺跡

赤坂Ｂ遺跡

NE-KO.B1NE-KO.B1

0 100ｍ

（1/5,000）

　図 12　北幾世橋工区（２区）の遺跡・遺跡推定地
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第５節　一般県道長
ながつか

塚請
うけど

戸浪
なみえ

江線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、双葉町長塚から浪江町請戸を経て同町幾
き よ は し

世橋に至る一般県道整備事業で

ある。相双建設事務所管内で１工区、面積 1,570 ㎡を対象に分布調査を実施した。

１　幾世橋工区（図 13、表７）

　幾世橋工区は、浪江町幾世橋知
ち め い じ

命寺交差点から請戸川に至る区間である。請戸川右岸の谷底平野に位置し、

沿道に辻
つじまえ

前遺跡、請戸川左岸の段丘縁辺には、本
もとやしき

屋敷遺跡、渋
しぶい

井遺跡、泉
いずみだふるたてあと

田古館跡等多くの遺跡が所在して

いる。今回、現道南側で拡幅工事が計画されたため、

1,570 ㎡を対象として令和３年８月３日に分布調査を

実施した。現況は大半が宅地である。

　調査の結果、調査対象地東部の約 90 ｍが、周知の

埋蔵文化財包蔵地である辻前遺跡と重複していること

を確認した。

第６節　主要地方道小
お の

野富
とみおか

岡線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、三春郡小野町と双葉郡富岡町を結ぶ延長約 50 ㎞に及ぶ道路で、「ふくし

ま復興再生道路」の一路線として整備が進められている。相双建設事務所管内で１工区、面積 17,200 ㎡を

対象に分布調査を実施した。

１　五
ごまいざわ

枚沢２工区（図 14・15）

　五枚沢２工区は富岡町と川内村にまたがり、富岡川左岸の阿武隈山地に位置する。周辺には井
い ど じ り

戸尻遺跡、

滝
たきがわ

川製鉄遺跡、滝川製鉄Ｂ遺跡等が所在する。現況は、道路、山林である。川内村側を起点、富岡町側を終

辻前遺跡辻前遺跡

0 100ｍ

（1/2,000）

　図 13　幾世橋工区の遺跡

表７　幾世橋工区の遺跡一覧

遺跡名 所在地
試掘対象面積

（㎡）

辻前遺跡 双葉郡浪江町幾世橋字辻前 260

計 260
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点とするトンネル工事が計画されており、トンネルの出入り口部分 17,200 ㎡を対象に令和３年 10 月５日に

分布調査を実施した。

調査の結果、調査対象地内に周知の埋蔵文化財包蔵地は存在せず、遺跡と推定される土地も含まれない

ことを確認した。

第７節　東北東京間連系線事業

　本事業は、東北電力管内と東京電力管内を結ぶ 50 万ボルト地域間連系送電線を新設する事業で、東北電

力ネットワーク株式会社が事業主体である。田村市、大熊町、川内村にまたがり、面積 39,429 ㎡を対象に

分布調査を実施した。

１　相馬双葉幹線接続変更（図 16 ～ 19、表８）

　事業に係る分布調査は令和元年度と令和２年度に実施している。今回、事業計画の一部変更に伴い、事業

面積 39,429 ㎡を対象に、令和３年６月９日に分布調査を実施した。調査に当り、地形図の判読により現地

調査対象範囲を絞り込んだうえで現地調査を行った。

　調査の結果、変更された工事用道路計画地に野
のがみぼうかたいあと

上防火帯跡（大熊町）、吉
よ し の た わ

野田和遺跡（川内村）が含まれ

ることを確認した。

　また、川内村大字下川内字糠
ぬかづか

塚地内で鉄滓の散布を確認したため、遺跡推定地 KU-KR.B3 とした。

0 100m

（1/5,000）

　図 14　五枚沢２工区（起点側）

0 100m

（1/5,000）

　図 15　五枚沢２工区（終点側）

表８　相馬双葉幹線接続変更の遺跡・遺跡推定地一覧

遺跡名
遺跡推定地名

所在地
試掘対象面積

（㎡）

野上防火帯跡 双葉郡大熊町野上字旭ヶ丘 40

吉野田和遺跡 双葉郡川内村下川内字吉野田和 350

KU-KR.B3 双葉郡川内村下川内字糠塚 4,242

計 4,632
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野上防火帯跡

0 100ｍ

（1/5,000）

　図 17　相馬双葉幹線接続変更の遺跡・遺跡推定地（大熊町）

吉野田和遺跡

0 100ｍ

（1/5,000）

　図 18　相馬双葉幹線接続変更の遺跡・遺跡推定地（川内村１）
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第８節　阿武隈風力発電事業

　阿武隈風力発電事業は、田村市・大熊町・浪江町・

葛尾村・川内村の阿武隈高地山中に風力発電所を建

設する事業である。風力発電所の建設と管理用道路

の整備が計画されている。葛尾村の面積 13,200 ㎡を

対象に分布調査を実施した。　

１　葛尾村工区（図20）

　事業対象地は、葛尾村字野
の ゆ き

行の小
こ で や

出谷川左岸の山

地に位置する。周辺には野行Ｂ遺跡、野行Ｄ遺跡等

が所在する。本事業に係る分布調査は平成 28 年度に

実施しているが、管理用道路の計画が一部変更され

たため、事業面積 13,200 ㎡を対象に令和３年 11 月

８日に分布調査を実施した。調査に当り、事前に地

形図の判読により遺跡が存在する可能性がある範囲

を絞り込んだうえ現地調査を実施した。その結果、

調査対象地内に周知の埋蔵文化財包蔵地は存在せず、

遺跡と推定される土地も含まれないことを確認した。

狐窪製鉄跡

KU-KR.B3

0 100m

（1/5,000）

　図19　相馬双葉幹線接続変更の遺跡・遺跡推定地

　　　　（川内村２）

野行Ｂ遺跡

野行Ｄ遺跡

0 100m

（1/5,000）

　図 20　葛尾村工区の遺跡
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第９節　中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業

１　事業の概要

　福島県内では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所（以下「福島第一原子力発電所」という。）の事故に

より拡散した放射性物質を除去する作業が行われ、大量の汚染土壌等が発生した。中間貯蔵土壌貯蔵施設等

（以下「中間貯蔵施設」という。）工事は環境省福島地方環境事務所の所管で、汚染土壌等を県外で最終処分す

るまでの期間、安全に管理・保管するための施設を建設する事業である。

　中間貯蔵施設建設予定地は、福島県浜通り地方中央部の双葉町と大熊町の２町にまたがり、およそ一般国

道６号から福島第一原子力発電所の周囲までを取り囲む約1,600㏊の範囲である。

　平成28年度から令和３年度までの期間に実施した中間貯蔵施設工事関連の埋蔵文化財調査は、分布調査

が計13,126,490㎡、試掘・確認調査が計883,220㎡である。分布調査は、同建設予定地約1,600㏊に対して

約82％の範囲を調査した計算になる。

２　令和３年度の分布調査

　令和３年度の分布調査は、双葉町で 10 か所、大熊町で 7か所の合計 85,540 ㎡を対象として実施し、その

うち 43,440 ㎡の範囲を協議必要と判断した。

（１）双葉町（図 21、表９）

　令和３年 12 月 20 日に、新
しんざん

山地区７か所、郡
こおりやま

山地区２か所、細
ほ そ や

谷地区１か所の計 35,140 ㎡を対象に分布

調査を実施した。調査の結果、５か所、計 20,000 ㎡の範囲を協議必要と判断した。

　①－１は南側に弓
ゆみさく

迫Ａ横穴墓群が位置する丘陵の北端部である。①－２・３は、国道６号をはさんだ西側

に清
きよとさく

戸迫横穴墓群が位置する丘陵の南西斜面である。①－８は陳
じんばざわ

場沢Ａ遺跡とその周辺である。①－ 10 は

北向きの緩い斜面であり、地形の改変が少ないとみられる。

　①－ 10 の北側隣接地で、鉄滓の散布を確認した。平成 29 年 10 月４日に実施した分布調査により協議不

要としていたが、今回の調査結果を踏まえて図 17 のＡとした面積 940 ㎡について、協議が必要な範囲に変

更する。

表９　双葉町における協議必要範囲一覧

地　点 面積（㎡） 所在地 備　　考

①－１ 8,330 大字新山字漆廹

①－２ 3,400 大字新山字漆廹、字高万廹

①－３ 730 大字新山字高万廹

①－８ 2,340 大字郡山字陣場沢 陳場沢Ａ遺跡（40 ㎡）と重複

①－ 10 4,260 大字細谷字熊ノ沢

Ａ 940 大字細谷字熊ノ沢 H29.10.4 の分布調査で協議不要とした範囲の一部を変更

計 20,000
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（２）大熊町（図 22、表 10）

　令和３年 12 月 22 日、夫
おっとざわ

沢地区５か所、熊
くまがわ

川地区２か所の計 50,400 ㎡を対象に分布調査を実施した。調

査の結果、２か所、計 23,440 ㎡の範囲を協議必要と判断した。

　①－６・７は、旧
きゅうへんしょうじあと

遍照寺跡とその周辺である。

南久保谷地 A南久保谷地 A
久保谷地Ｂ久保谷地Ｂ楢無楢無

森ノ内森ノ内

細谷木通沢細谷木通沢

大森大森

長者原・大森長者原・大森

細谷陳場沢細谷陳場沢

陳場沢Ａ陳場沢Ａ

陳場沢Ｂ陳場沢Ｂ
島島

後迫Ａ後迫Ａ
久保谷地Ａ久保谷地Ａ

久保谷地Ｂ久保谷地Ｂ
陳場沢窯跡群陳場沢窯跡群

弓迫Ｂ横穴墓群弓迫Ｂ横穴墓群

弓迫Ｃ横穴墓群弓迫Ｃ横穴墓群

尾浸沢尾浸沢

弓迫Ａ横穴墓群弓迫Ａ横穴墓群

漆迫漆迫

弓迫Ｄ横穴墓群弓迫Ｄ横穴墓群

西原Ｃ西原Ｃ
権現塚古墳権現塚古墳

西原Ｂ西原Ｂ 西原Ａ西原Ａ

西原沼西原沼

郡山貝塚郡山貝塚

塚ノ腰古墳群塚ノ腰古墳群

塚ノ腰塚ノ腰

本風呂本風呂

満福寺跡満福寺跡

郡山五番郡山五番

堂ノ上堂ノ上 鹿島原鹿島原

鹿島神社跡鹿島神社跡 台Ａ台Ａ
台Ｂ台Ｂ

馬場Ｃ馬場Ｃ
馬場Ｂ馬場Ｂ

馬場Ｄ馬場Ｄ
馬場Ａ馬場Ａ

沼ノ沢Ｂ沼ノ沢Ｂ

東原Ａ東原Ａ
東原Ｂ東原Ｂ

四郎田Ｂ四郎田Ｂ

四郎田Ａ四郎田Ａ

小沢古墳群小沢古墳群

沼ノ沢古墳群沼ノ沢古墳群

沼ノ沢沼ノ沢

後廹Ｂ

銅谷廹

東西郷内横穴墓群東西郷内横穴墓群

清戸迫横穴墓群清戸迫横穴墓群

清戸迫古墳群清戸迫古墳群
武沢館跡武沢館跡

大畑前大畑前

新山城跡新山城跡
東館東館

寺内前寺内前

南標葉郷陣屋跡南標葉郷陣屋跡

深谷横穴墓群深谷横穴墓群

深谷Ｂ深谷Ｂ深谷Ａ深谷Ａ

深谷古墳群・安養院跡深谷古墳群・安養院跡

①-1①-1
①-4①-4

ＡＡ

①-10①-10

①-5①-5
①-6①-6

①-2①-2

①-3①-3
①-7①-7

①-8①-8①-9①-9

周知の埋蔵文化財包蔵地周知の埋蔵文化財包蔵地

協議必要範囲協議必要範囲

協議不要範囲協議不要範囲

協議不要から協議必要と
変更した範囲
協議不要から協議必要と
変更した範囲

0 500m

（1/25,000）

　図 21　双葉町分布調査箇所

表10　大熊町における協議必要範囲一覧

地　点 面積（㎡） 所在地 備　　考

①－６ 21,260 大字熊川字古舘、字寺下 旧遍照寺跡（4,320 ㎡）と重複

①－７ 2,180 大字熊川字寺下

計 23,440
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5353

●

大森大森

長者原・大森長者原・大森

下団子橋下団子橋

棚和子Ａ・棚和子古墳棚和子Ａ・棚和子古墳

棚和子Ｂ棚和子Ｂ

前谷地前谷地

札打松札打松

南大和久南大和久

南沢北南沢北

平の腰平の腰

東台東台

北台北台

和尚前和尚前

南原南原

梨木平梨木平

南沢南沢

越巻越巻

北原日向北原日向

北原横穴墓群北原横穴墓群

女迫女迫

熊川六丁目条里熊川六丁目条里

六丁目横穴墓群六丁目横穴墓群熊川館跡熊川館跡

熊川古墳熊川古墳
古館館跡古館館跡

小舘小舘
小舘西小舘西

焼舘舘跡焼舘舘跡

旧遍照寺跡旧遍照寺跡

古舘・東平古舘・東平

寺家の上寺家の上

寺家の上塚跡寺家の上塚跡

熊町一里塚熊町一里塚

町後町後

相馬藩御殿屋敷跡相馬藩御殿屋敷跡

塚ノ草塚ノ草

内城内城

佐山館跡佐山館跡

佐山館塚群佐山館塚群

佐山舘佐山舘

中央台中央台

火ノ見塚古墳火ノ見塚古墳

長者原長者原

熊ノ澤古墳熊ノ澤古墳

長者原横穴墓長者原横穴墓 賽の神古墳賽の神古墳

西大和久窯跡西大和久窯跡

大熊町大熊町

双葉町双葉町

①-1①-1

①-2①-2

①-3①-3

①-4①-4

①-5①-5

①-6①-6

①-7①-7

周知の埋蔵文化財包蔵地周知の埋蔵文化財包蔵地

協議必要範囲協議必要範囲

協議不要範囲協議不要範囲

0 1km

（1/25,000）

　図 22　大熊町分布調査箇所
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第２章　試 掘 ・ 確 認 調 査

第１節　概 要

　令和３年度の試掘・確認調査は、農山村復興基盤総合整備事業（農地整備）、主要地方道原町川俣線整備事業、

一般県道広野小高線整備事業、一般県道浪江鹿島線整備事業、一般県道長塚請戸浪江線整備事業、常磐自動

車道整備事業、東北東京間連携線事業、中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業の８事業、合計

249,288 ㎡について実施した。なお、中間貯蔵施設建設事業に係る試掘・確認調査の結果は、令和４年２月

刊行の『令和３年度中間貯蔵土壌貯蔵施設等工事予定地等における埋蔵文化財調査業務　業務報告書』に収

録済みであるため、本書には掲載しない。

事業名 地区名 市町村名
試掘・確認
面積（㎡）

保存面積
（㎡）

保存箇所
(箇所）

農山村地域復興基盤総合設備事業（農地整備）

南屋形地区 南相馬市 28 0 0

西真野地区 南相馬市 44,210 10,020 3

高平中部地区 南相馬市 21,630 0 0

浪江南地区 双葉郡浪江町 125,700 ＊ 1 0

加倉地区 双葉郡浪江町 7,400 840 1

川内地区 双葉郡川内村 5,800 1,300 1

北移地区 田村市 310 0 0

主要地方道原町川俣線整備事業 下高平工区 南相馬市 20,900 1,800 1

一般県道広野小高線整備事業
角部内工区 南相馬市 5,200 0 0

浦尻工区 南相馬市 3,990 1,360 1

一般県道浪江鹿島線整備事業 西台工区 双葉郡浪江町 480 ＊２ 1

一般県道県道長塚請戸浪江線整備事業 幾世橋工区 双葉郡浪江町 260 0 0

常磐自動車道整備事業 小高スマートＩＣ 南相馬市 5,860 5,300 1

東北東京間連系線事業 相馬双葉幹線接続変更 双葉郡川内村 3,680 930 1

中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業 大熊町 双葉郡大熊町 3,840 0 0

農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備） 計 205,078 12,160 5

主要地方道原町川俣線整備事業 計 20,900 1,800 1

一般県道広野小高線整備事業 計 9,190 1,360 1

一般県道浪江鹿島線整備事業 計 480 ＊２ 1

一般県道県道長塚請戸浪江線整備事業 計 260 0 0

常磐自動車道整備事業 計 5,860 5,300 1

東北東京間連系線事業 計 3,680 930 1

中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事業 計 3,840 0 0

総計 249,288 21,550 10

＊１　NE-NM.B6 の 100 ㎡について判断保留

＊２　保存範囲は次年度調査結果と合わせて判断

表11　令和３年度の復興事業に係る試掘・確認調査一覧
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遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔南屋形地区〕　調査期間：R3.12.9 ～ 10

反町遺跡
(21250686)

南相馬市鹿島区南
屋形字反町

28 0 5 18.4 65.7 なし なし

〔西真野地区〕　調査期間：R3.5.6 ～ 14、9.6 ～ 14、12.6 ～ 7、12.13 ～ 16

小島田館跡
（21250074）

南相馬市鹿島区小
島田字東立谷

16,780 3,420 20 382 2.3 溝、小穴 羽口

大六天遺跡
(21250043)
MSC-MN.B9

南相馬市鹿島区江
垂字大六天、字堂
前

5,930 3,900 9 86 1.5 溝、土坑、小穴 土師器、須恵器
MSC-MN.B9 の一部を大六天遺跡に変
更増補。

新城館跡
(21250113)
天神沢遺跡
(21250069)
MSC-MN.B10

南相馬市鹿島区江
垂字天神沢

18,800 0 12 55 0.3 なし なし

船着横穴墓群
(21250055)

南相馬市鹿島区塩
崎字船着、江垂字
塚田

2,700 2,700 3 89 3.3 なし なし

〔高平中部地区〕　調査期間：R3.4.26 ～ 28、5.31 ～ 6.11

貝餅遺跡
(21250160)

南相馬市原町区上
北高平字貝餅

1,300 0 3 27 2.1 なし なし

MSC-TC.B9
南相馬市原町区上
北高平字曲田、字
堂下

18,230 0 25 401.8 2.1 なし なし

MSC-TC.B12
南相馬市原町区上
北高平字貝餅

1,000 0 2 40 4 なし なし

MSC-TC.B13
南相馬市原町区上
北高平字杉内

1,100 0 2 40 3.6 なし なし

〔浪江南地区〕　調査期間：R3.9.21 ～ 10.7、10.18 ～ 29、R4.2.7 ～ 25

NE-NM.B1
双葉郡浪江町川添
字瀬田前

6,400 0 12 69.5 1.1 なし なし

NE-NM.B2
双葉郡浪江町川添
字二叉、樋渡字土
渕川原

100,800 0 70 664.2 0.7 なし なし

NE-NM.B3
双葉郡浪江町川添
字中ノ目

7,100 0 10 135 1.9 なし なし

NE-NM.B5
双葉郡浪江町樋渡
字田和津田

6,600 0 10 200 3 なし なし

NE-NM.B6 浪江町樋渡字舞台 4,800 0 8 147.2 3.1 なし なし
旧磨墨神社土壇の 100 ㎡について
判断保留。

〔加倉地区〕　調査期間：R4.1.17 ～ 25

NE-KK.B3
双葉郡浪江町加倉
字下加倉

7,400 840 18 315 4.3 埋設土器 縄文土器
NE-KK.B3 の一部を下加倉 C遺跡と
して新規登録。

〔川内地区〕　調査期間：R3.8.30 ～ 9.2

KU-SNM.B2
双葉郡川内村上川
内字太田

5,800 1,300 9 104.8 1.8 溝
土師器、須恵器、

刀子
KU-SMN.B2 の一部を遠上遺跡に変更
増補。

〔北移地区〕　調査期間：R3.11.1 ～ 4

下木戸遺跡
(54260084)

田村市船引町北移
字下木戸

310 0 4 18.2 5.9 なし なし

表12　農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）に係る試掘・確認調査一覧
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第２節　農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）

　本事業は福島県農林水産部の所管で、津波被災農地の再整備に加え、東京電力福島第一原子力発電所事故

発生以来作付けを休止したため荒廃が進んだ農地を再整備することにより、住民の帰還を促進する事業であ

る。合計 205,078 ㎡を対象に試掘・確認調査を実施し、12,190 ㎡の保存範囲を確認した。また、100 ㎡につ

いて取扱判断を保留した。

１　南相馬市南
みなみやかた

屋形地区

　南屋形地区は、南相馬市鹿島区に所在し、真
ま の

野川左岸に形成された谷底平野に位置する。南の低地に

田
たなかじょうあと

中城跡、北の丘陵上に石
いしのみや

宮古墳群、南屋形古墳群、南屋形横穴墓群、石
いしのみや

ノ宮製鉄遺跡、藤
ふじかなざわ

金沢製鉄遺跡、

阿
あ み だ じ た て あ と

弥陀寺館跡等が存在する。平成 27 年度に分布調査、平成 27 ～ 28 年度に試掘・確認調査を実施している。

（１）反
そ り ま ち

町遺跡（図 23）

所 在 地　南相馬市鹿島区南屋形字反町

調査対象面積　28 ㎡（トレンチ 5本、18.4 ㎡）  保 存 面 積　0㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 27 年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 27・28 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　反町遺跡は、南屋形地区の南辺を北西から南東に延びる自然堤防上に立地している。平成 27 年度の試掘・

確認調査で、古墳時代中期及び平安時代の遺構・遺物を確認したため埋蔵文化財包蔵地として新規登録し、

翌 28 年度の試掘・確認調査結果と合わせて、遺跡南西部の 18,500 ㎡を保存範囲とした（1,000 ㎡は一旦地

区から外れたが、今年度再編入予定となった）。今回、保存範囲内で集水枡５基の設置が計画されたため、

埋蔵文化財の確認調査を行った。調査対象地の現況は、田又は畑である。

　集水枡設置箇所に５本のトレンチを設定した。基本層序は、ＬⅠ：耕作土、ＬⅡ：褐灰色シルト、ＬⅢ：

明黄褐色粘土（地山）である。一部では、ＬⅡとＬⅢの間に、旧耕作土（黄灰色シルト）、旧盛土（黒褐色

シルト）と考えられる層が存在する。

遺構・遺物

　遺構、遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　今回の調査では保護が必要な埋蔵文化財は確認できなかったが、今後も既保存範囲については、工事等に

際して協議により埋蔵文化財の保護を図る必要がある。
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２　南相馬市西
に し ま の

真野地区　

　西真野地区は、南相馬市鹿島区に所在し、事業地北部が真野川右岸の谷底平野、同南部が潤
うるがい

谷川の開

析谷とそれに面した丘陵裾に位置する。事業地内に大
だいろくてん

六天遺跡、柚
ゆ は ら

原古墳群、熊
くまのまえ

野前遺跡、小
お し ま だ た て あ と

島田館跡、

新
しんじょうたてあと

城館跡、高
た か だ

田遺跡が存在するほか、隣接して天
てんじんざわ

神沢遺跡、大
おおくぼ

窪横穴墓群等多くの遺跡が存在する。平成

25 年度に分布調査、平成 27 年度から試掘・確認調査を実施している。

（１）小島田館跡（図 24・25、表 13、写真１）

所 在 地　南相馬市鹿島区小島田字東立谷

調査対象面積　16,780 ㎡（トレンチ 20 本、382 ㎡）  保 存 面 積　3,420 ㎡

検 出 遺 構　溝、小穴     出 土 遺 物　羽口

過年度調査歴　平成 25 年度　分布調査、試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 27 年度　試掘 ･確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

小島田館跡は、JR 常磐線鹿島駅の南東約 1.8km に位置し、真野川右岸に形成された自然堤防上に立地し

事業地外事業地外
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　図 23　反町遺跡のトレンチ配置



第２節　農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）

－ 29 －

ている。遺跡の北辺から西辺には流路跡が認められ、かつては真野川の流路を利用した館が存在したものと

推定されている。周辺には、小
お し ま だ き た だ

島田北田遺跡、熊野前遺跡等が存在する。

　小島田館跡では、平成 25 年度に遺跡南辺、平成 27 年度に遺跡西辺の試掘・確認調査を実施したが、遺構・

遺物は確認していない。今回の調査では、遺跡の北辺、東辺及び南辺を対象とした。調査対象地の現況は、

田及び畑（休耕中）である。

　トレンチは 20 本設定した（トレンチ番号は平成 27 年度調査からの連番）。基本層序は、微高地の東辺・

南辺と流路跡の北辺とで異なっている。

Ａ：東辺（4～ 10 Ｔ）・南辺（16 ～ 23 Ｔ）の基本層序

　ＬⅠ：表土・旧耕作土、ＬⅡ：盛土、ＬⅢ：青灰色シルト、ＬⅣ：黄褐色又はにぶい黄褐色ないし褐灰色

シルト、ＬⅤ：緑灰色シルトである。ＬⅡは主に東辺で認められ、南辺ではＬⅠ直下でＬⅢないしＬⅣとなる。

Ｂ：北辺（11 ～ 15 Ｔ）の基本層序

　ＬⅠ：表土・盛土・旧耕作土、ＬⅡ：明黄褐色又はにぶい黄橙色ないし緑灰色砂、ＬⅢ：褐灰色又は暗緑

灰色シルト ( 礫含む )、ＬⅣ：黒褐色シルト、ＬⅤ：緑黒色シルト、ＬⅥ：灰黄褐色砂、ＬⅦ：黒色シルト

(植物遺存体含む)である。砂及び礫混じりシルトが厚く堆積しており、安定した遺構面は認められなかった。

遺構・遺物

　遺跡南辺に設定した 20 Ｔ・21 Ｔ・23 Ｔにおいて、ＬⅢないしＬⅥ上面で溝及び小穴を検出した。溝は幅

40 ～ 160cm、深さ 25 ～ 40cm で、断面はＵ字ないし浅いＵ字形を呈する。内部の堆積土は暗灰色系ないし黄

褐色系シルトである。小穴は、径 20 ～ 50cm、深さ 15 ～ 45cm で、内部の堆積土は黒褐色シルトである。出

土遺物は、21 Ｔ - ＳＤ 03 から羽口が 1 点出土したのみであるが、遺構の特徴から中世以前に遡る可能性が

ある。
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　図 24　小島田館跡のトレンチ配置
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上記以外のトレンチで土師器の出土があったが、ＬⅠ・Ⅱまたは北辺の流路跡からであり、これらは本遺跡

に伴うものではないと判断した。

ま と め

　遺跡南辺の 20 Ｔ、21 Ｔ、23 Ｔで、中世以前に遡

る可能性のある遺構を確認した。よって、これらの

トレンチ周辺の 3,420 ㎡については、工事等に際し

て協議により埋蔵文化財の保護を図る必要がある。

（２）大六天遺跡・MSC-MN.B9（図 26・27、表 14、写真２）

所 在 地　南相馬市鹿島区江
えたり

垂字大六天、字堂前

調査対象面積　5,930 ㎡（トレンチ９本、86 ㎡）  保 存 面 積　3,900 ㎡

検 出 遺 構　溝、土坑、小穴    出 土 遺 物　土師器、須恵器

過年度調査歴　平成 25 年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 27 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）
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　図 25　小島田館跡の検出遺構・土層

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

20T 溝、小穴 30 ㎝ ○

21T 溝、小穴 30 ㎝ ○ 羽口

23T 溝 30 ㎝ ○

表13　小島田館跡のトレンチ一覧
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　　　　　　　平成 28 年度　試掘 ･確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　令和 3年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　大六天遺跡及び遺跡推定地 MSC-MN.B9 は、JR 常磐線鹿島駅の南南西 0.7km に位置し、真野川右岸に形成

された自然堤防上ないし谷底平野に立地する。南に接する丘陵上には、桜
さくらだやま

平山遺跡、新
しんじょう

城遺跡、新城館跡等

が存在する。

　大六天遺跡では、平成 18 年度以前に鹿島町教育委員会、南相馬市教育委員会による３度の発掘調査が行

われており、古墳時代から奈良・平安時代に継続して営まれた集落跡であることが確認されている。西真野

地区農地整備事業関連では、平成 25 年度に分布調査、平成 27・28 年度に試掘・確認調査を実施し、同時期

の遺構・遺物を確認している。今年度は、西真野地区編入箇所の分布調査を実施し、その一部が大六天遺跡

と重複することを確認するとともに、大六天遺跡の北及び東隣接地は埋蔵文化財の存在する可能性があるこ

とから遺跡推定地 MSC-MN.B9 を設定した。調査対象地の現況は、田又は畑である（一部休耕）。

　トレンチは、大六天遺跡に２本、MSC-MN.B9 に７本設定した（大六天遺跡のトレンチ番号は過年度調査か

らの連番）。基本層序は、ＬⅠ：表土・旧耕作土、ＬⅡ：褐灰色シルト ( 遺物包含層相当 )、ＬⅢ：にぶい

黄褐色シルト (遺構検出面 )である。

遺構・遺物

Ａ：大六天遺跡

　36 ＴのＬⅢ上面で溝１条、37 ＴのＬⅡ上面で溝１条と土坑２基を検出した。36 Ｔの溝は、南南東から北

北西に延びており、規模は幅 70 ～ 80cm、深さ 30cm である。溝内には、黒褐色シルトブロックを含む暗褐

色シルトが堆積している。遺物が出土していないため時期は不明であるが、古代以前に遡る可能性がある。

　37 Ｔの溝は、南南東から北北西に延びており、規模は幅 120cm 程度、深さ 50cm である。溝内には、黒褐

色シルトが堆積している。２基の土坑は、北壁断面で確認した。規模は、いずれも上面径 40 ～ 50cm、深さ

20cm で、内部には灰黄褐色シルトが堆積している。溝、土坑とも遺物が出土していないが、確認面がＬⅡ

であるため時期が下る可能性が高い。

　遺物は、36 ＴのＬⅡ及び 37 ＴのＬⅠから土師器の小片が出土したほか、36 Ｔ周辺の地表面に土師器の小

片が散布している状況を確認した。

Ｂ：MSC-MN.B9

　大六天遺跡北隣接地に設定したＲ３- １ＴのＬⅢ上面で土坑２基（SK01・02）、小穴５基（P01 ～ 05）、Ｒ

３-３Ｔ及びＲ３-５Ｔで遺物包含層を確認した。

　土坑 SK01 は、平面が長径 50cm 以上、短径 40cm の隅丸方形ないし楕円形を呈する。深さ 40cm で、内部に

は炭化物と焼土粒混じりの黒褐色シルトが堆積しており、堆積土中から内面を黒色処理された土師器が出土

した。土坑 SK02 は、平面が長径 180cm、短径 160cm の楕円形を呈する。一部掘り下げを行ったところ、堆

積土は２層の黒褐色シルト（ℓ 1・2）で、ℓ１から土師器の小片が出土した。時期は明確でないが、井戸の

可能性がある。

　小穴 P01 ～ 05 は、平面が径 20 ～ 40cm の円形で、内部には炭化物混じりの黒褐色土が堆積している。出

土遺物はなく、時期は不明である。

　Ｒ３- ３Ｔでは、ＬⅢ相当の層位から土師器甕の口縁部や底部の破片が出土しており、遺物包含層ないし
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遺構内堆積土の可能性がある。前者の場合、これまで確認されている遺物包含層（ＬⅡ相当）より層位が低

いので、部分的に遺構面が複数存在する可能性がある。

　Ｒ３- ５Ｔでは、ＬⅡから須恵器や内面を黒色処理された土師器が出土した。平成 28 年度の試掘・確認
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　図 26　大六天遺跡・MSC-MN.B9 のトレンチ配置
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調査で確認した遺物包含層 (ＬⅡ )と同じ特徴をもつ

ことから遺物包含層と判断した。

　大六天遺跡東隣接地に設定した６Ｔ、７Ｔでは遺構

は確認されなかった。６Ｔでは、ＬⅢ上面よりやや下

位で土師器の小片が出土したが、これらは耕作時の鋤

込みと考えられる。

ま と め

　大六天遺跡 36・37 Ｔ、MSC-MN.B9 北部のＲ３-１・３・５Ｔで埋蔵文化財を確認した。よって、大六天遺

跡北部 1,040 ㎡、およびその北に隣接する MSC-MN.B9 北部 2,860 ㎡については、工事等に際して協議により

埋蔵文化財の保護を図る必要がある。また、MSC-MN.B9 北部 2,860 ㎡については、大六天遺跡の範囲が拡大

しているものと判断し、埋蔵文化財包蔵地台帳の変更増補を行った。

　一方、大六天遺跡の東に隣接する MSC-MN.B9 東部 2,030 ㎡については、保護すべき埋蔵文化財が確認され

なかったことから遺跡として取り扱わない。

（３）新城館跡・天神沢遺跡・MSC-MN.B10（図 28）

所 在 地　南相馬市鹿島区江垂字天神沢

調査対象面積　18,800 ㎡（トレンチ 12 本、55 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 25 年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 27・28・31・令和元年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　令和３年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

新城館跡・天神沢遺跡・MSC-MN.B10 は、ＪＲ常磐線鹿島駅の南約 1.2 ㎞に位置する。真野川右岸にある

丘陵の北東方向に開けた谷の谷底平野に立地する。新城館跡の主体部は今回の対象地より北西に位置し、平

場、土塁、堀切が確認されており、平場では古代の竪穴住居跡、掘立柱建物跡等の遺構が確認され、瓦も出

土している。天神沢遺跡の主体部は今回の対象地の南側丘陵部であり、弥生時代の石器が多量に発見されて

いる。周辺には桜平山遺跡、山
やまのかみ

ノ神遺跡、大六天遺跡、真野古墳群等が所在する。調査対象地の現況は田で

ある。

調査対象地は遺跡として登録されているものの遺跡主体部に隣接する谷部であり、埋蔵文化財が存在す

る可能性は低いと見込まれた。また、現況が耕作中の水田であることも考慮し、土層観察を主とした小規模

なトレンチ調査とした。

トレンチは 12 本設定した。谷部ということもあり、基本土層はトレンチ毎に異なるが大きくとらえると、

①現耕作土②旧耕作土③盛土又は砂層④黒色系の粘土層⑤グライ化した自然堆積層又は泥炭である。⑤が上

流部、中流部、下流部で異なるため分けて記述する。

Ａ：上流部（１～５Ｔ）

ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：黄色灰色粘質シルト（旧耕作土か）、ＬⅢ：暗灰色粘質シルト主体の盛土、

ＬⅣ：オリーブ灰色粘土、ＬⅤ：灰色砂礫～砂質シルト

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

36T 溝 40 ㎝ ○ 土師器

37T 溝、土坑 30 ㎝ ○ 土師器

R3-1T 土坑、小穴 20 ㎝ ○ 土師器、須恵器

R3-3T 遺物包含層 20 ㎝ 土師器

R3-5T 遺物包含層 20 ㎝ 土師器、須恵器

表14　大六天遺跡・MSC-MN.B9のトレンチ一覧
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Ｂ：中流部（６～９Ｔ）

　ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：黄灰色粘質シルト（旧耕作土か）、ＬⅢ：灰色砂（６Ｔで確認）、ＬⅣ：

オリーブ灰色粘質シルト、ＬⅤ：灰色粘土

Ｃ：下流部（10 ～ 12 Ｔ）

　ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：黄灰色粘質シルト（旧耕作土か）、ＬⅢ：灰色～黒色粘土、ＬⅣ：褐色泥炭。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。また、MSC-MN.B10 は遺跡として取り扱わない。
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　図 28　新城館跡・MSC-MN.B10 のトレンチ配置
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（４）船
ふなちゃく

着横穴墓群（図 29）

所 在 地　南相馬市鹿島区塩崎字船着、江垂字塚田

調査対象面積　2,700 ㎡（トレンチ 3本、89 ㎡）  保 存 面 積　2,700 ㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 28 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　船着横穴墓群は、JR 常磐線鹿島駅の南約 2.2km に位置し、真野川水系潤谷川の左岸に張り出す丘陵の東

端に立地する。平成 28 年度、JR 常磐線の東側を遺跡推定地 MSC-MN.B8 として試掘・確認調査を行い、横穴

墓残欠と考えられる２基の遺構を確認したため、JR 常磐線西側の船着横穴群と一体の埋蔵文化財包蔵地と

して追加登録した。

　今回の調査は、平成 28 年度調査対象地に、既発見の２基以外の横穴墓が存在するか否かを確認し、本発

掘調査の必要性を判断するために実施した。調査地対象地の現況は、畑（休耕中）又は原野である。

　トレンチは、丘陵の南縁部に３本（４～６Ｔ）設定した。丘陵は、泥岩質の岩盤からなるが、３Ｔ（H28）

付近から４Ｔの方向に浅い谷が入っており、ここには岩石を多量に含む土が厚く堆積している。また、丘陵

の南面は崖になっており、崖面を西から東へ下る里道の下部も岩石を多量に含む土が堆積している。

遺構・遺物

　丘陵南面の崖を頂部（標高6.6ｍ）から里道の面まで調査したが、遺構・遺物ともに確認できなかった。また、

平成 28 年度調査で横穴墓残欠とされた２基のうち、１Ｔ（H28）の１号横穴は、奥壁にツルハシ状工具によ

ると思われる掘削痕が認められることから、近現代の所産とするのが妥当である。また、調査地南西隅の２

号横穴は、その形状から自然に形成

された岩盤の窪みの可能性が高い。

ま と め

　今回の調査では、保存を要する埋

蔵文化財は確認できなかった。平成

28 年度調査で横穴墓残欠とされた２

基も、古墳時代の遺構ではないと考

えられる。ただし、堆積土が厚く、

調査が困難であった調査地西部及び

丘陵南面の低位置に横穴墓が存在す

る可能性が皆無とはいえないことか

ら、この部分に工事が及ぶ際は対応

を協議する必要がある。

横穴墓 (?)横穴墓 (?)
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44
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55 66
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保存保存

　図 29　船着横穴墓群のトレンチ配置
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３　南相馬市高
たかひらちゅうぶ

平中部地区

　高平中部地区は、新
にいだ

田川によって形成された沖積地に位置する。事業地内には、沢
さわだたてあと

田舘跡はじめ天
て ん じ ん や ち

神谷地

遺跡、太
た い こ だ

鼓田Ａ・Ｂ遺跡等、事業地周辺には新
しんざんまえ

山前横穴墓群等の横穴墓群や、植
うえまつはいじ

松廃寺等多くの遺跡が所在

する。平成 28 年度に分布調査、平成 29・30 年度に試掘・確認調査、令和２年度に分布調査及び試掘・確認

調査を実施している。

（１）貝
かいもち

餅遺跡（図 30）

所 在 地　南相馬市原町区上北高平字貝餅

調査対象面積　1,300 ㎡（トレンチ３本、27 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 28 年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 29 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　貝餅遺跡は、南相馬市役所から新田川をはさみ北東約 2.4 ㎞に位置する。新田川左岸の谷底平野に立地す

る。貝餅遺跡については、平成 28 年度に分布調査、平成 29 年度に試掘・確認調査を実施している。今回、

新たに地区編入される範囲を対象に調査を実施した。現況は田（休耕）である。

　トレンチは３本設定した。トレンチ番号は、平成

29 年度調査番号に連続し 11 ～ 13 Ｔとした。基本層

序は、11 Ｔと 12・13 Ｔで異なるためそれぞれ記述す

る。

　11 Ｔ　ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：灰色粘土、ＬⅢ：

灰白色粘土、ＬⅣ：灰オリーブ色粘土

　12・13 Ｔ　ＬⅠａ：表土（現耕作土）、ＬⅠｂ：盛

土、ＬⅡ：黒色粘質シルト、ＬⅢ：灰色砂

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。

（２）MSC-TC.B9（図 31）

所 在 地　南相馬市原町区上北高平字曲田、字堂下

調査対象面積　18,230 ㎡（トレンチ 25 本、401.8 ㎡） 保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）
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　図 30　貝餅遺跡のトレンチ配置
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概 要 

　MSC-TC.B9 は、南相馬市役所から新田川をはさみ北東約３㎞に位置する。新田川左岸側の東西に延びる丘

陵南斜面に位置し、大部分は段丘、下端部は谷底平野に地形分類される。新たに地区編入される範囲を対象

に令和２年度に実施した分布調査により、南向きの斜面であることから遺跡推定地とした。現況はひな壇状

に造成された田、畑（休耕）、果樹園（休耕）である。

　トレンチは25本設定した。そのうち１Ｔは令和２年度に調査している。基本層序は、ＬⅠ：表土（現耕作土）、

ＬⅡ：盛土、ＬⅢ：暗オリーブ褐色砂質シルト（旧表土）、ＬⅣ：浅黄色砂質シルトである。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったことから、MSC-TC.B9 は遺跡として取り扱わない。

（３）MSC-TC.B12（図 32）

所 在 地　南相馬市原町区上北高平字貝餅

調査対象面積　1,000 ㎡（トレンチ２本、40 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要 

　MSC-TC.B12 は、南相馬市役所から新田川をはさみ北東約 2.4 ㎞に位置する。新田川左岸の谷底平野に立

地する。新たに地区編入される範囲を対象に令和２

年度に実施した分布調査により、貝餅遺跡に近接す

ることから遺跡推定地とした。現況は畑（休耕）で

ある。

　トレンチは２本設定した。基本層序は、ＬⅠ：表

土（現耕作土）、ＬⅡ：灰黄褐色シルト、ＬⅢ：褐灰

色シルト、ＬⅣａ：黒色シルト、ＬⅣｂ：にぶい黄

褐色シルト、ＬⅤ：にぶい黄橙色シルトである。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったこと

から、MSC-TC.B12 は遺跡として取り扱わない。

（４）MSC-TC.B13（図 33）

所 在 地　南相馬市原町区下北高平字杉内

調査対象面積　1,100 ㎡（トレンチ２本、40 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し
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　図 32　MSC-TC.B12 のトレンチ配置
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過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要 

　MSC-TC.B13 は、南相馬市役所から新田川をはさみ

北東約 2.7 ㎞に位置する。新田川左岸の谷底平野に立

地する。新たに地区編入される範囲を対象に令和２年

度に実施した分布調査により、杉
すぎうち

内遺跡に近接するこ

とから遺跡推定地とした。現況は田（休耕）である。

　トレンチは２本設定した。基本層序は、ＬⅠ：表土

（現耕作土）、ＬⅡ：盛土、ＬⅢ：灰色（7.5Y4/1）粘

質シルト（旧耕作土か）、ＬⅣ：にぶい黄橙色（10YR7/4）

砂質シルト、ＬⅤ：灰色（7.5Y7/1）砂礫である。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったことか

ら、MSC-TC.B13 は遺跡として取り扱わない。

４　浪江町浪
なみえみなみ

江南地区

　浪江南地区は、双葉郡浪江町川
かわぞえ

添、樋
ひわたし

渡に所在し、高
たかせ

瀬川左岸に形成された谷底平野に位置する。北西の

段丘上に上
うえのはら

ノ原古墳群、高
たかつか

塚古墳群、南
みなみおおさか

大坂遺跡、南大坂古墳群、北東に権
ごんげんどうじょうりせいあと

現堂条里制跡、東に樋
ひわたしたてあと

渡舘跡等

が存在する。また、地区内には近年まで条里型水田が展開していた。令和２年度に分布調査を実施し、遺跡

推定地６ヶ所を確認したため、今年度から試掘・確認調査を開始した。

（１）NE-NM.B1（図 34）

所 在 地　双葉郡浪江町川添字瀬田前

調査対象面積　6,400 ㎡（トレンチ 12 本、69.5 ㎡）

保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し

出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域

　　　　　　　復興基盤総合整備事業）

概 要 

　NE-NM.B1 は、浪江町役場の西南西約 2.2 ㎞に位置

し、請
うけど

戸川と高瀬川の間に形成された段丘の南裾に立

地している。令和２年度に分布調査を実施し、土器片

を採集したことから遺跡推定地とした。調査対象地の

現況は田（休耕中）である。
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　図 33　MSC-TC.B13 のトレンチ配置
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　トレンチは 12 本設定した。基本層序は、ＬⅠ：除染土及び耕作土、ＬⅡ a：黒褐色シルト（植物を多量

に含む泥炭層）、ＬⅡ b：灰褐色シルト（ＬⅡ aと同質）、ＬⅢ :灰色～オリーブ灰混砂シルトとなっており、

一部でＬⅢの下にＬⅡと同質の層が存在することを確認した。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったことから、NE-NM.B1 は遺跡として取り扱わない。

（２）NE-NM.B2（図 35）

所 在 地　双葉郡浪江町川添字二叉、樋渡字土渕川原

調査対象面積　100,800 ㎡（トレンチ 70 本、664.2 ㎡） 保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　NE-NM.B2 は、浪江町役場の南西約 2.2 ㎞に位置し、高瀬川北岸の谷底平野に立地している。遺跡推定地

の東辺から北辺にかけて流路跡が認められ、その北を通る町道沿いに自然堤防が形成されている。令和２年

度に分布調査を実施し、土器片を採集したことから遺跡推定地とした。調査対象地の現況は、田又は畑（休

耕中）である。

　トレンチは 70 本設定した。基本層序は、ＬⅠ：除染土及び耕作土、ＬⅡ：褐灰色系混砂シルトないし砂

（灰白色砂がラミナ状ないしブロック状に入る場合が多い）、ＬⅢ :灰白色砂ないし砂礫であるが、層の厚さ、

色調、粒径等は地点によってかなり異なっている。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったことから、NE-NM.B2 は遺跡として取り扱わない。

（３）NE-NM.B3（図 36）

所 在 地　双葉郡浪江町川添字中ノ目

調査対象面積　7,100 ㎡（トレンチ 10 本、135 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　NE-NM.B3 は、浪江町役場の西南西約 1.4 ㎞に位置し、高瀬川北岸に形成された谷底平野の北部に立地し

ている。令和２年度に分布調査を実施し、縄文土器片、土師器片を採集したため遺跡推定地とした。また、

遺跡推定地付近は、近年まで条里型水田が展開していた。調査対象地の現況は田（休耕中）である。

　トレンチは 10 本設定した。基本層序は、ＬⅠ：除染土及び現耕作土、ＬⅡ：褐灰色シルト（一部ではに

ぶい灰白色微砂が被る）、ＬⅢ : 灰白色微砂、ＬⅣ：黒色粘土（上部に褐灰色微砂ないしシルトがラミナ状
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に入る）、ＬⅤ：灰白色微砂である。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったこと

から、NE-NM.B3 は遺跡として取り扱わない。

（４）NE-NM.B5（図 37）

所 在 地　双葉郡浪江町樋渡字田
た わ つ だ

和津田

調査対象面積　6,600 ㎡（トレンチ 10 本、200 ㎡）

保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し

出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域

　　　　　　　復興基盤総合整備事業）

概 要 

　NE-NM.B5 は、浪江町役場から南西約 1.8 ㎞に位置する。高瀬川左岸に広がる谷底平野に立地する。令和

２年度に分布調査を実施した。今回調査対象とした箇所は、土師器を採集したことから遺跡推定地としたも

のである。遺跡の周辺には、樋渡舘跡、高瀬川の南

に三
さんだんばた

反畑遺跡、丈
じょうろく

六古墳群等が位置する。調査対象

地の現況は田及び畑である（休耕中）。

　トレンチは 10 本を設定した。基本層序は、ＬⅠａ：

表土（除染後の山砂）、ＬⅠｂ：表土（現耕作土）、

ＬⅡ：灰オリーブ褐色（5YR5/2）シルト、ＬⅢａ：

黄褐色（2.5Y5/3）砂質シルト（砂層が混じる）、Ｌ

Ⅲｂ：暗灰色（2.5Y5/2）シルト、ＬⅣａ：オリーブ

褐色（2.5Y4/3）砂、ＬⅣｂ：浅黄（2.5Y7/4）砂（径

10 ㎝以下の円礫が混じる）である。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかったこと

から、NE-NM.B5 は遺跡として取り扱わない。
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　図 36　NE-NM.B3 のトレンチ配置
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（５）NE-NM.B6（図 38）

所 在 地　双葉郡浪江町樋渡字舞
ぶたい

台

調査対象面積　4,800 ㎡（トレンチ 8本、147.2 ㎡）  保 存 面 積　０㎡（判断保留　100 ㎡）

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　NE-NM.B6 は、浪江町役場の南西約 1.5 ㎞に位置し、高瀬川北岸に形成された谷底平野の南部に立地して

いる。令和２年度に分布調査を実施し、土器片を採集したことから遺跡推定地とした。調査対象地の現況は、

大半が休耕田で、東寄りに旧磨
するすみ

墨神社（別名神馬明神）の土壇がある。

　トレンチは８本設定した。基本層序は、ＬⅠ：除染土及び現耕作土、ＬⅡ：灰黄褐色シルト（地点によっ

てはにぶい黄橙色微砂）、ＬⅢ : 灰白色砂ないし砂礫である。４Ｔ、５Ｔで磨墨神社土壇の裾を断ち割った

ところ、ＬⅡ上面が現水田面より高くなっていることが確認できた。このことから、土壇は、耕地化の過程

で周囲が削平されて形成されたものと考えられる。

遺構・遺物

　旧磨墨神社の土壇上は、樹木が繁茂していたため調

査ができなかった。それ以外の範囲では、遺構・遺物

ともに確認できなかった。

ま と め

　旧磨墨神社土壇を除く範囲については、保存を要す

る埋蔵文化財は確認できなかったことから遺跡として

取り扱わない。旧磨墨神社土壇は、積極的に埋蔵文化

財とする根拠はないが、この部分が土壇として残され、

神社の社地となった背景として、土壇上に何らかの遺

構（埋納遺構、埋葬遺構）が存在する可能性が考えら

れる。よって取り扱いの判断を保留し、旧磨墨神社土

壇が工事対象となる場合は、土壇上の遺構の有無を確

認することとした。

５　浪江町加
かくら

倉地区

　加倉地区は、浪江町役場から西に約 3.5 ㎞、請戸川右岸に広がる段丘に位置する。平成 30 年・令和２年

度に分布調査、令和２年度に試掘・確認調査を実施している。

（１）NE-KK.B3（下加倉Ｃ遺跡）（図 39・40・41、表 15、写真３・12）

所 在 地　双葉郡浪江町大字加倉字下加倉

調査対象面積　7,400 ㎡（トレンチ 18 本、315 ㎡）  保 存 面 積　840 ㎡

検 出 遺 構　埋設土器     出 土 遺 物　縄文土器
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　図 38　NE-NM.B6 のトレンチ配置
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過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　令和２年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　NE-KK.B3 は、浪江町役場から西約３㎞に位置する。請戸川右岸の段丘に立地する。令和２年度に分布調

査を実施し、土師器を採集したことから遺跡推定地とした。令和２年度に試掘・確認調査を実施し、古墳時

代の竪穴住居跡等を確認したことから、下加倉Ｂ遺跡として新規登録した。そのため、当初の遺跡推定地の

西側の調査が必要と判断し、今回調査を実施したものである。調査対象地の現況は田（休耕）、畑（休耕）、

山林である。

　トレンチは 18 本設定した。トレンチ番号は、令和２年度調査番号に連続している。対象地の状況は、南

部の斜面に造成された農地、北東部の緩やかな凹地状の農地、北西部の山林に分かれており基本層序もそれ

ぞれ異なっている。

Ａ　南部の基本層序（19 ～ 28 Ｔ）

　ＬⅠ：表土（現耕作土・盛土）、ＬⅡ：灰黄褐色シルト、ＬⅢ：黄橙色シルト～砂質シルト（一部で礫が混じる）

である。

2121
20201919

2222

2323

2424 2525
2626

2727
2828

1616

1717
1818

2929

30303232

3131

3333

1(R2)1(R2)
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3(R2)3(R2)

4(R2)4(R2)
5(R2)5(R2)

6(R2)6(R2)

7(R2)7(R2)

8(R2)8(R2)

9(R2)9(R2)

10(R2)10(R2)11(R2)11(R2)

12(R2)12(R2)

13(R2)13(R2)

14(R2)14(R2)

15(R2)15(R2)

0 100ｍ

（1/2,000）

下加倉Ｂ遺跡下加倉Ｂ遺跡

ＮE-KK.B3ＮE-KK.B3

保存保存下加倉Ｃ遺跡
（新規登録）
下加倉Ｃ遺跡
（新規登録）

事業地境事業地境

事業地外事業地外

事業地境事業地境

事業地外事業地外

事業地外事業地外

　図 39　NE-KK.B3 のトレンチ配置
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Ｂ　北東部の基本層序①（16 ～ 18T）

　ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：黒褐色シルト、ＬⅢ：暗褐色シルト、ＬⅣ：黒褐色粘質シルト、ＬⅤ：

暗褐色シルト、ＬⅥ：褐色粘質シルト（径 1 ～ 3 ㎝の礫が混じる）、ＬⅦ：にぶい黄褐色粘質シルト（径 10

～ 30 ㎝の礫が混じる）である。

Ｃ　北東部の基本層序②（29・30 Ｔ）

　ＬⅠ：表土（現耕作土）、ＬⅡ：暗褐色シルト、ＬⅢ：黒褐色シルト、ＬⅣ：明黄褐色シルト、ＬⅤ：黄

橙色シルトである。

Ｄ　北西部の基本層序（31 ～ 33 Ｔ）

　ＬⅠ：表土、ＬⅡ：暗褐色～褐色シルト、ＬⅢ：暗褐色～褐色シルト、ＬⅣ：褐色～黄褐色粘質シルトである。

遺構・遺物

　山林北部に設定した 33 Ｔでは、ＬⅢ・Ⅳから縄文土器が出土し、ＬⅣ上面で埋設土器１基を確認した。

埋設土器は 25 ㎝× 15 ㎝の範囲である。土器の周囲には 34 ㎝× 24 ㎝の範囲で堀形埋土とみられるにぶい黄

褐色土が分布する。埋設されている土器は掘りあげていないが、埋設土器付近の不安定な土器数点を取り上

げた。また、層位を確認して取り上げた土器の他、本来の層位が不明の土器がある。

　図 41 －１～４・６は埋設土器付近から取り上げた

土器である。１は深鉢形土器の頸部から口縁部の破片

で、口縁部は折り返される。口縁部外面と胴部に網目

状撚糸文が施文される。２～４は浅鉢形土器の体部と

みられ、２・３は沈線文が施される。５は、層位不明だが類似する資料である。２～５は外面が丁寧に磨かれ、

３・４は黒色の漆が塗布されているとみられる。６は網目状撚糸文が施文されており、層位不明の７・８も

同様である。９はＬⅢ出土で、口縁部が折り返され、外面には条線文が施される。10 はＬⅣ出土で、外面

に条線文が施され、内面は赤彩されている。11 ～ 14 は層位不明で、11 は条線文、12・13・14 は撚糸文（Ｒ）

が施される。13・14 は輪積み痕が残る。15・16 はＳ字状連続沈文と呼ばれる撚糸文が横走する。１～ 14 は

縄文時代晩期、15・16 は縄文時代前期（大木２ｂ式）に位置づけられる。

　それ以外のトレンチでは、土坑、溝跡、焼土等が確認されたものもあるが、時期不明のものであり、保存

を要しないと判断した。

A A’

A A’

ＬⅠａ ＬⅠｂ

ＬⅡ
ＬⅣＬⅢ

基本土層
ＬⅠａ　表土（山砂）
ＬⅠｂ　表土
ＬⅡ　　暗褐色シルト
ＬⅢ　　暗褐色シルト（遺物が混じる）
ＬⅣ　　褐色粘質シルト（遺物が混じる）

埋設土器土層
ℓ1　にぶい黄褐色シルト

ℓ1埋設土器

埋設土器

33号トレンチ

0 2ｍ

（1/100）

53㎝

52㎝

33㎝

35㎝

0 50㎝

（1/20）

　図 40　NE-KK.B3 の検出遺構・土層

表15　NE-KK.B3のトレンチ一覧

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

33T 埋設土器 18 ㎝ 縄文土器
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ま と め

　33 Ｔで縄文時代の遺構と遺物を確認したため、トレンチの周辺の面積 840 ㎡について埋蔵文化財の保護

を図る必要があり、開発等の計画にあたり保存のための協議が必要な範囲と判断した。今回確認した保存を

要する範囲については、下加倉Ｃ遺跡として新規登録した。

６　川内村川内地区（三
さんごうだ

合田・中
なかざと

里工区）

　川内地区三合田・中里工区は、双葉郡川内村上川内に所在し、木戸川とその支流によって形成された谷底

平野に位置している。地区周辺の丘陵には、三合田Ａ遺跡、三合田Ｂ遺跡、遠
とおがみ

上遺跡、台窪館跡等の遺跡が

存在する。平成 28 年度に分布調査、平成 29 年度に試掘・確認調査を実施し、令和元年度には追加の地区編

入に伴う分布調査を実施している。

（１）KU-SNM.B2（遠上遺跡）（図 42・43、表 16、写真４）

所 在 地　双葉郡川内村上川内字太田

調査対象面積　5,800 ㎡（トレンチ 9本、104.8 ㎡）  保 存 面 積　1,300 ㎡

検 出 遺 構　溝     出 土 遺 物　土師器、須恵器、刀子

過年度調査歴　平成 28 年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 29 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　令和元年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

0 10㎝

（1/3）

1　（埋設土器付近　ＬⅣ）
2　（埋設土器付近　ＬⅣ）

3　（埋設土器付近　ＬⅣ）

4　（埋設土器付近　ＬⅣ）

5　（不明）

6　（埋設土器付近　ＬⅣ）

7　（不明）
8　（不明）

9　（LⅢ） 10　（LⅣ）
11　（不明）

12　（不明）

13　（不明） 14　（不明） 16　（不明）15　（ＬⅣ）

　図 41　NE-KK.B3 の出土遺物
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概 要

　KU-SNM.B2 は、川内村役場の北東約 2.4km に位置し、木戸川左岸に形成された沖積地の北西端に立地して

いる。北西側は丘陵が迫り、KU-SNM.B2 に接して遠上遺跡が所在する。南東側は、平成 28 年度の分布調査

で遺跡推定地（KU-SNM.B1）とし、平成 29 年度に試掘・確認調査を行ったが、遺構・遺物ともに確認できな

かった。地区への追加編入に伴って令和元年度に分布調査を行い、遠上遺跡隣接地を KU-SNM.B2 として、試

掘・確認調査の対象とした。調査対象地は、北東部が丘陵から張り出す微高地、南西部が谷状地形となって

いる。現況は畑（休耕中）又は水田である。

　トレンチは９本設定した。基本層序は、ＬⅠ:耕作土、ＬⅡ:黒褐色シルト（造成土）、ＬⅢ:黒褐色シルト（造

成土）、ＬⅣ :黒褐色シルト（白色砂粒の混入顕著）、ＬⅤ :にぶい黄橙色シルト（地山）である。このうち、

ＬⅣが存在するのは２・５・９Ｔに限られる。

遺構・遺物

　２ＴのＬⅣ上面で、東西方向の溝を検出した。規模は、幅 4ｍ以上、深さ 0.5 ｍである。溝内は、底部と

－ 47 －

31(H29)31(H29)

29(H29)29(H29)

30(H29)30(H29)

32(H29)32(H29)
34(H29)34(H29)

35(H29)35(H29) 33(H29)33(H29)

38T

遠上遺跡遠上遺跡

KU-SNM.B2KU-SNM.B2

11

22

33

44

55

6677

88

99

保存保存

0 100ｍ

（1/2,000）

事
業
地
境

事業地外

事業地外

KU-SNM.B1KU-SNM.B1
除  外 

（H29)

　図 42　KU-SNM.B2 のトレンチ配置
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ℓ4

ℓ1ℓ3ℓ2ℓ4

LⅠ
LⅡ LⅢ

LⅣ
LⅤ

A A’

90cm 90cm115cm115cm80cm80cm
A A’

SDSD ＬⅤ

基本土層
ＬⅠ　耕作土
ＬⅡ　黒色混砂シルト
ＬⅢ　黒褐色混砂シルト
ＬⅣ　黒褐色混砂シルト
ＬⅤ　にぶい黄褐色砂

SD土層
ℓ0　黒褐色混砂シルト（土師器・刀子）
ℓ1　にぶい黄橙色シルト（土師器）
ℓ2　灰黄褐色砂（土師器）
ℓ3　明赤褐色砂
ℓ4　黒色混砂シルト

0 2ｍ

（1/100）

２号トレンチ

　図 43　KU-SNM.B2 の検出遺構・土層
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上部に黒色ないし黒褐色混砂シルトが堆積し、その間

に明赤褐色砂、にぶい黄橙色シルト等が堆積している。

上部の堆積土から平安時代の土師器、須恵器及び鉄製

刀子が出土した。

　１Ｔ、５Ｔ、９Ｔでも縄文土器、土師器、須恵器等が出土したが、耕作土ないし造成土からであり、これ

らは流れ込みとみられる。

ま と め

　微高地に設定した２Ｔで平安時代の遺構・遺物を確認し、その周辺で土器片、鉄滓等を採集したことから、

２Ｔと地形的に連続性のある範囲 1,300 ㎡については、工事等に際して協議により埋蔵文化財の保護を図る

必要がある。なお、保護が必要な範囲については、遠上遺跡の範囲が拡大しているものと判断し、埋蔵文化

財包蔵地台帳の変更増補を行った。

７　田村市北
きたうつし

移地区

　北移地区は、田村市役所から北西に約 10 ㎞、移
うつしがわ

川右岸の谷底平野に位置する。平成 29 年度に分布調査、

平成 30 年度と平成 31・令和元年度に試掘・確認調査を実施した。今回の調査は、工事の詳細が決定したこ

とによる下木戸遺跡の確認調査である。

（１）下
し も き ど

木戸遺跡（図 44）

所 在 地　田村市船
ふねひき

引町北移字下木戸

調査対象面積　310 ㎡（トレンチ４本、18.2 ㎡）

保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し

出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　 平成 29 年度　分布調査（農山村地域

　　　　　　　復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 30 年度　試掘・確認調査（農山

　　　　　　　村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 31・令和元年度　試掘・確認調

　　　　　　　査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　下木戸遺跡は、移川右岸の谷底平野に立地する。調

査対象地の現況は荒蕪地である。平成 30 年度に試掘・

確認調査を実施し、縄文時代の竪穴住居跡等を検出し

たため、32,200 ㎡を埋蔵文化財の保存を要する範囲

とした。平成 31・令和元年度に事業者から事業の計

画図が示され、排水路等により切土が予定される範囲 380 ㎡を対象として試掘・確認調査を実施したが、埋

蔵文化財は確認できなかったため、380 ㎡については保存を要しないとした。今回、造成の盛土が３ｍを超

今回の調査対象外だが、
調査結果を踏まえて保存
を要さないと判断した範
囲

4747

4646

4545

4444

41(R1)41(R1)

42(R1)42(R1)

43(R1)43(R1)
36(H30)36(H30)

37(H30)37(H30)

3(H30)3(H30)

4(H30)4(H30)

24(H30)24(H30)

32(H30)32(H30)25(H30)25(H30)

26(H30)26(H30)

保存保存

下木戸遺跡下木戸遺跡

29(H30)29(H30)

0 100ｍ

（1/2,000）

　図 44　下木戸遺跡のトレンチ配置

表16　KU-SNM.B2のトレンチ一覧

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

2T 溝 50 ㎝ ○
土師器、須恵器、
刀子
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える範囲 310 ㎡を対象に試掘・確認調査を実施した。

　基本層序は、ＬⅠ：表土、ＬⅡ：黒褐色を主体とするシルト、ＬⅢ：にぶい黄色シルト質砂、ＬⅣ：砂礫

である。平成 30 年度調査では、縄文時代の遺物包含層が確認されているが、今回の調査では対応する層は

確認できなかった。

遺構・遺物

　埋蔵文化財は確認できなかった。

ま と め

　埋蔵文化財は確認できなかった。また、調査対象地と移川の間の 60 ㎡については、調査結果及び地形か

ら埋蔵文化財が存在する可能性は低いと判断した。そのため、平成 30 年度と平成 31・令和元年度の調査結

果により保存を要するとした 31,820 ㎡から今回調査面積 310 ㎡と調査対象地に隣接する 60 ㎡を減ずること

とし、面積 31,450 ㎡について、工事等を行う際は、協議により埋蔵文化財の保存を図る必要がある。

第３節　主要地方道原町川俣線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、南相馬インターチェンジから市街地やロボットテストフィールド、復興

工業団地、主要観光地にアクセスする道路整備事業である。相双建設事務所管内で１工区、面積 20,900 ㎡

を対象に試掘・確認調査を実施した。

１　南相馬市下高平工区

　下高平工区は、南相馬市原町区長野字杢
もくしょうち

正内を起点として、新
に い だ

田川を挟み、下高平字谷
や な か

中に至る全長約

4.8km の工区である。令和元年度に分布調査、令和２年度から試掘・確認調査を実施している。

（１）天
て ん じ ん や ち

神谷地遺跡（図 45・46、表 18、写真５）

所 在 地　南相馬市原町区上北高平字貝餅、字天神谷地

調査対象面積　1,800 ㎡（トレンチ４本、75.6 ㎡）

保 存 面 積　1,800 ㎡

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔下高平工区〕　調査期間：R3.5.24 ～ 28、11.8 ～ 15、R4.1.27 ～ 2.1

天神谷地遺跡
(21250161)

南相馬市原町区上
北高平字貝餅、字
天神谷地

1,800 1,800 4 75.6 4.2 土坑、小穴 縄文土器

MSC-SK.B1
南相馬市原町区北
長野字南原田

5,300 0 4 63 1.2 なし なし

MSC-SK.B2
南相馬市北新田字
五反田

9,200 0 9 61 0.7 なし なし

北新田本町遺跡
(21250408)

南相馬市原町区北
新田字本町

4,600 0 7 99 2.2 なし なし

表17　主要地方道原町川俣線整備事業に係る試掘・確認調査一覧
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検 出 遺 構　土坑、小穴

出 土 遺 物　縄文土器

過年度調査歴　令和元年度　分布調査（主要地方道原町川俣線整備事業）

　　　　　　　令和２年度　試掘・確認調査（主要地方道原町川俣線整備事業）

概 要

　天神谷地遺跡は、南相馬市役所の北東約３km に位置し、新
にいだ

田川左岸の谷底平野に立地している。周辺には、

太
た い こ だ

鼓田Ａ遺跡、貝
かいもち

餅遺跡、杉
すぎうち

内遺跡、谷
やなか

中遺跡等が存在する。令和２年度の試掘・確認調査で遺構・遺物が

確認されたことから、本発掘調査実施に備えてより詳細な情報を得るため、保存が必要とした範囲内で追加

調査を実施した。

　トレンチは、令和２年度の５・７Ｔを拡張するとともに、５Ｔと７Ｔとの間に 10 Ｔ、７Ｔの西に 11 Ｔを

設定した。

　５Ｔの西半から７Ｔにかけては、耕作土（ＬⅠ）・盛土（ＬⅡ）の下に、縄文時代後・晩期の遺物包含層

（ＬⅣ：令和２年度調査のＬⅢ～ＬⅤに対応）が存在する。遺物包含層の厚さは、５Ｔから７Ｔ東部では 20

～ 30cm であるが、７Ｔ西部では複数層に分かれて約 70cm に達する。遺物包含層の下には、黒褐色系シルト

（ＬⅤ：令和 2年度調査のＬⅥに対応）、黄褐色系シルト（ＬⅥ：令和 2年度調査のＬⅦに対応）が続き、こ

れらの層の上面で土坑、小穴等を検出した。

５Ｔ東部では、ＬⅥの上に礫を多量に含む黒褐色系シルト（ＬⅢ）が複数層堆積しており、遺物包含層

堆積後に形成された浅い流路の可能性がある。11 Ｔでは、７Ｔ以東に対応する遺物包含層や遺構面は確認

できなかった。

遺構・遺物

　５・７・10 ＴのＬⅤ及びＬⅥ上面で、土坑、小穴を 25 基検出した。調査面積に比して遺構密度はかなり

高いといえる。５Ｔ -SK4 は検出面の直径 1.5 ｍ、深さ 0.5 ｍの円形土坑である。内部には灰黄褐色系シル

トが３層堆積しており、遺構の性格及び当時の環境分析のため土壌分析を行った（本章付節参照）。
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　図 45　天神谷地遺跡のトレンチ配置
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　遺物はＬⅣを中心としてコンテナ１箱分が出土し

た。縄文後・晩期の深鉢が大半を占めている。

ま と め

　５Ｔから７Ｔまでは遺物包含層とともに遺構がかな

りの密度で存在し、11 Ｔにおいても少量ながら遺物

の出土が確認できた。工事等に際しては、これらを前提に埋蔵文化財の保護を図る必要がある。
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　図 46　天神谷地遺跡の検出遺構・土層

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

5T 土坑、小穴 40 ㎝ 縄文土器

7T 土坑、小穴 25 ㎝ 縄文土器

10T 土坑、小穴 20 ㎝ 縄文土器

表18　天神谷地遺跡のトレンチ一覧
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（２）MSC-SK.B1（図 47）

所 在 地　南相馬市原町区北長野字南原田

調査対象面積　5,300 ㎡（トレンチ４本、63 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和元年度　分布調査（主要地方道原町川俣線整備事業）

概 要

　MSC-SK.B1 は、南相馬市役所の北西約 2.1 ㎞に位置し、新田川右岸に形成された谷底平野中の微高地に立

地する。令和元年度に分布調査を実施し、土器を採集したことから遺跡推定地とした。周辺には、北
きたはらだ

原田Ａ

遺跡、五
ご た ん だ

反田遺跡、長
ながのみなみはら

野南原遺跡が存在する。調査対象地の現況は畑（休耕中）又は宅地である。

　トレンチは４本設定した。基本層序は、ＬⅠ：現耕作土、ＬⅡ：灰黄褐色シルトと明黄褐色シルトの混合

層（造成土）、ＬⅢ：浅黄橙色混礫シルト（地山）である。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財を確認できなかったことから、MSC-SK.B1 は遺跡として取り扱わない。

11

22

33

44

MSC-SK.B1MSC-SK.B1

事業地境
事業地境

0 100ｍ

（1/2,000）

　図 47　MSC-SK.B1 のトレンチ配置
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（２）MSC-SK.B2（図 48）

所 在 地　南相馬市原町区北新田字五反田

調査対象面積　9,200 ㎡（トレンチ９本、61 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和元年度　分布調査（主要地方道原町川俣線整備事業）

概 要

　MSC-SK.B2 は、南相馬市役所の北西約 1.6 ㎞に位置し、新田川右岸に形成された谷底平野に立地している。

令和元年度に分布調査を実施し、土師器・須恵器・羽口等を採集したため遺跡推定地とした。周辺には、北

に隣接して五反田遺跡が存在する。調査対象地の現況は田、畑又は宅地である。

　トレンチは９本設定した。基本層序は、ＬⅠ：現耕作土、ＬⅡ：灰黄褐色混礫シルト（造成土）、ＬⅢ：

褐灰色シルト（旧耕作土）、ＬⅣ：明黄褐色砂礫ないし浅黄橙色混礫シルトまたは黒褐色シルトないし黄灰

色微砂である。

遺構・遺物

　遺構・遺物ともに確認できなかった。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財を確認できなかったことから、MSC-SK.B2 は遺跡として取り扱わない。

第３節　主要地方道原町川俣線整備事業

五反田遺跡五反田遺跡

MSC-SK.B2MSC-SK.B2
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33

4455
66

77
88

99

事業地境事業地境

事業地境事業地境

0 100ｍ

（1/3,000）

　図 48　MSC-SK.B2 のトレンチ配置
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（４）北
きたにいだほんまち

新田本町遺跡（図 49）

所 在 地　南相馬市原町区北新田字本町

調査対象面積　4,600 ㎡（トレンチ７本、99 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和元年度　分布調査（主要地方道原町川俣線整備事業）

概 要

　北新田本町遺跡は、南相馬市役所の北約 1.2 ㎞に位置し、新田川右岸に形成された谷底平野の東部に立地

している。令和元年度に分布調査を実施し、事業地が本遺跡と重複していることを確認した。調査対象地の

現況は、水田、畑または宅地である。

　トレンチは７本を設定した。基本層序は、ＬⅠ：現耕作土、ＬⅡ：灰黄褐色混礫シルト（造成土）、ＬⅢ

: 黄橙色～にぶい黄色シルトないし砂（地山）である。ＬⅢ上面は緩い起伏があり、低い部分には旧表土の

可能性のある黒褐色シルト、旧耕作土の可能性のある褐灰色シルトが存在する。

遺構・遺物

　近年の耕作に伴う土坑、溝以外に遺構は確認できなかった。遺物は縄文土器、古代の瓦・土師器が出土し

たが、いずれも近年の耕作に伴う層からである。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。

11 22
33

77

北新田本町遺跡北新田本町遺跡

44 55 66

0 100ｍ

（1/2,000）

事業地境

　図 49　北新田本町遺跡のトレンチ配置
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第４節　一般県道広野小高線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、広野町を起点とし、南相馬市小高区に至る延長 55km に及ぶ幹線道路の

整備事業である。相双建設事務所管内で２工区、面積 11,160 ㎡を対象に試掘・確認調査を実施した。

１　南相馬市角
つのべうち

部内工区

　角部内工区は、南相馬市小高区東部に所在し、小高川右岸の谷底平野及びその南の段丘・丘陵上に位置す

る。平成 30 年度に分布調査を実施し、事業地が角
つのべうちきただい

部内北台遺跡、角
つのべうちみなみだい

部内南台遺跡の一部と重複し、それぞ

れの遺跡の隣接地に遺跡推定地を確認している。

（１）角部内北台遺跡・MSC-HO.B2（図 50）

所 在 地　南相馬市小高区角部内字市ノ谷

調査対象面積　2,000 ㎡（トレンチ３本、38 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 26 年度　分布調査（農山漁村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 28 年度　試掘・確認調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

　　　　　　　平成 30 年度　分布調査（一般県道広野小高線整備事業）

概 要

　角部内北台遺跡及び MSC-HO.B2 は、JR 常磐線小高駅の南東約 2.9km に位置する。小高川右岸の谷底平野

を北に望む段丘に立地しており、事業地は遺跡西端の北に開く谷部に当たっている。平成 30 年度に分布調

査を実施し、事業地が本遺跡と重複（750 ㎡）していることを確認し、その隣接地を遺跡推定地（1,250 ㎡）

として試掘・確認調査の対象とした。調査対象地の現況は畑（一部休耕）である。

　平成 28 年度、農地整備事業小高東部地区に伴って、今回の調査対象地の北隣接地の試掘・確認調査を行

ったが、この調査では埋蔵文化財は確認していない。また、周辺には、角部内貝塚、角部内南台遺跡、権
ごんげん

現

山
やまつか

塚、村
むらかみじょうあと

上城跡等が存在する。

　トレンチは MSC-HO.B2 に２本、角部内北台遺跡に１本設定した。基本層序は、ＬⅠ：現耕作土、ＬⅡ：明

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔角部内工区〕　調査期間：R3.11.17 ～ 25

角部内北台遺跡
(21250593)
MSC-HO.B2

南相馬市小高区角
部内字市ノ谷

2,000 0 3 38 1.9 なし なし

角部内南台遺跡
(21250543)
MSC-HO.B3

南相馬市小高区角
部内字南台

3,200 0 7 35.6 1.1 なし なし

〔浦尻工区〕　調査期間：R3.7.19 ～ 8.6

北原貝塚
(21250503)
MSC-HO.B6

南相馬市小高区浦
尻字北原

3,990 1,360 20 116.1 1.9 土坑、小穴
縄文土器、弥生
土器、石器

表19　一般県道広野小高線整備事業に係る試掘・確認調査一覧
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黄褐色あるいは灰黄褐色砂ないし砂質シルトからなる造成土、ＬⅢ：明黄褐色砂（地山）である。ＬⅡは、

１Ｔ・３Ｔでは 30 ～ 40cm であるが、谷部に当たる２Ｔでは１ｍ以上に達する。なお、１ＴにおいてＬⅢは

薄い礫層を挟んで地表下 1.4 ｍまで続き、以下は青灰色砂となることを確認している。

遺構・遺物

　遺構・遺物は確認できなかった。

ま と め

　今回の調査では保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。MSC-HO.B2 は、遺跡として取り扱わない。

（２）角部内南台遺跡・MSC-HO.B3（図 51）

所 在 地　南相馬市小高区角部内字南台

調査対象面積　3,200 ㎡（トレンチ７本、35.6 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成 30 年度　分布調査（一般県道広野小高線整備事業）

概 要

　角部内南台遺跡及び MSC-HO.B3 は、JR 常磐線小高駅の南東約 3km に位置し、小高川右岸の谷底平野を北

に望む段丘上に立地している。平成 30 年度に分布調査を実施し、事業地が本遺跡と重複（1,100 ㎡）して

いることを確認し、その隣接地を遺跡推定地（2,100 ㎡）として試掘・確認調査の対象とした。調査対象地

の現況は、植林地又は山林である。
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　平成 11 年度に、今回の調査地の東隣接地を、民間の施設建設に伴って小高町教育委員会が発掘調査を行

っており、奈良・平安時代の遺構が確認されている。また、周辺には角部内貝塚、角部内北台遺跡、村上城

跡等が存在する。

　トレンチは、MSC-HO.B3 に６本、角部内南台遺跡に１本設定した。基本層序は、ＬⅠ：表土、ＬⅡ：灰黄

褐色～暗褐色シルト（造成土）、ＬⅢ：明黄褐色シルト（地山）である。ＬⅡは丘陵頂部では 10 ～ 20cm と

薄いが、斜面を造成した部分では 45 ～ 90cm に達する。

遺構・遺物

　遺構、遺物包含層等は確認できなかった。１～３Ｔ及び６Ｔで須恵器、土師器が出土したが、いずれも表

土又は造成土からであり、これらは混入したものとみられる。平成 11 年度調査の報告（『小高町文化財調査

報告書第３集　角部内南台遺跡』小高町教育委員会　平成 13 年３月）では、「段丘平坦面では削平が行われ

ており、遺構・遺物が検出されなかった」（５頁）とされており、今回の調査でも同様の所見を得ることが

できた。

ま と め

　今回の調査では保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。MSC-HO.B3 は、遺跡として取り扱わない。
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　図 51　角部内南台遺跡・MSC-HO.B3 のトレンチ配置
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２　南相馬市浦
うらじり

尻工区

　浦尻工区は、南相馬市小高総合支所の南東約 6.5 ㎞に位置し、旧井
い だ が わ う ら

田川浦南側の段丘に立地する。平成

30 年度、令和２年度に分布調査を実施し、令和２・３年度に試掘・確認調査を実施した。

（１）北
きたはら

原貝塚・MSC-HO.B6（図 52 ～ 57、表 20、写真６・12 ～ 17）

所 在 地　南相馬市小高区浦尻字北原

調査対象面積　5,960 ㎡（トレンチ 20 本、116.1 ㎡） 保 存 面 積　1,360 ㎡

検 出 遺 構　土坑、小穴    出 土 遺 物　縄文土器、弥生土器、石器

過年度調査歴　平成 30 年度　分布調査（一般県道広野小高線整備事業）

　　　　　　　令和２年度　分布調査（一般県道広野小高線整備事業）

概 要

　北原貝塚は、旧井田川浦南側の段丘に立地し、北西には国指定史跡浦尻貝塚が所在する。北原貝塚は縄文

早期から前期を主体とする貝塚であり、縄文土器、石器、骨角器等が出土している。一部は南相馬市史跡に

指定されている。調査対象地は、今後道路整備を計画するにあたり検討の対象とする範囲であり、調査成果

を踏まえ道路線形を具体的に検討することになる予定である。調査対象地のうち、承諾を得られた範囲につ

いて令和２年度に 1,970 ㎡、令和３年度に 3,990 ㎡、合計 5,960 ㎡の調査を実施した。現況は山林である。

　トレンチは 20 本設定した。基本層序はＬⅠ：表土、ＬⅡ：造成土又は暗褐色シルトは共通するが、ＬⅢ

以下の土層は地点により異なり６大別される。

①７・９・10・15・16 Ｔ　旧表土以下の層が存在するが遺物包含層は形成されない。

　ＬⅢ：黒褐色～暗褐色シルト（造成前の旧表土）、ＬⅣ：暗褐色～褐色シルト、ＬⅤ：黄褐色シルト、ＬⅥ：

明黄褐色極粗粒砂

② 17 Ｔ　水成堆積の痕跡が顕著で遺物包含層が複数形成される。

　ＬⅢ：黒褐色粘質シルト（遺物包含層）、ＬⅣ：褐灰色粗～中粒砂、ＬⅤ：黒色シルト質粘土（遺物包含層）、

ＬⅥ：黒褐色砂質粘土（遺物包含層）、ＬⅦ：灰黄褐色粘土

③３・18 Ｔ　遺物包含層が形成される。

　ＬⅢ：黒褐色粘質シルト（遺物包含層）、ＬⅣ：褐色シルト質粘土（遺物包含層）

④１・２・８・11 ～ 14 Ｔ　ＬⅠ・Ⅱの直下が黄褐色シルトとなり、本来存在したとみられる黒褐色系の土

層が存在せず、造成による削平を受けているとみられる。

⑤４・５・６Ｔ　ＬⅡの下に砂層があり、遺物包含層は形成されない。

　ＬⅢ：灰白色中粒砂、ＬⅣ：にぶい黄褐色シルト

⑥ 20 Ｔ　北原貝塚の南に隣接する MSC-HO.B6 の基本土層。

　ＬⅢ：にぶい黄褐色シルト、ＬⅣ：灰黄褐色シルト、ＬⅤ：にぶい黄褐色シルト、ＬⅥ：にぶい黄褐色シ

ルト、ＬⅦ：黄褐色シルト

遺構・遺物

　段丘上の平坦地に設定したトレンチでは、過去に造成を受けた痕跡が認められ、貝層や遺物包含層は確認

できなかった。しかし、北東部に設けた 12 Ｔでは、ＬⅤとした黄褐色シルト上面で土坑、小穴が確認された。
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10 Ｔでは縄文土器が少量ながら出土し、９ＴではＬⅡの造成土中に貝が混入していた。これらのことから、

段丘上の平坦地には縄文時代の生活痕跡があり、その後かなり改変されていることが考えられる。

　西向きの斜面部に設けた 17 Ｔでは、縄文時代の遺物包含層がＬⅢ・Ⅴ・Ⅵの３層確認された。水成堆積

の痕跡が顕著であり調査時に湧水が認められたことから、元は沢状の地形であり埋没した可能性が考えられ

る。ＬⅥ上面で変色した部分が１基確認され、土坑として記録したが、湧水の影響による可能性も否定でき

ない。

　18 Ｔでは、ＬⅢ上面で土坑１基が確認された。トレンチ内では一部が確認されるが、規模は長さ約 120

㎝以上、幅約 50 ㎝以上である。堆積土からは縄文土器が出土した。また、遺物包含層（縄文時代）はＬⅢ・

Ⅳの２枚が確認されるが、その下層は掘り下げていない。
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ＬⅠ

ＬⅣ
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　図 53　北原貝塚の検出遺構・土層
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　３Ｔでは、ＬⅢ・Ⅳの２枚の遺物包含層（縄文時代）が確認された。

　また、北原貝塚の南側にある MSC-HO.B6 では、遺構・遺物ともに確認できなかった。

　これらの結果から、北西側の斜面には縄文時代の遺物包含層が形成されており、場所によっては良好に残

存していると考えられる。ただし、４～６Ｔを設定した範囲は沢状に窪んだ地形であり、調査でも砂の堆積

が確認できたことから、遺構の存在の可能性は低いと判断される。なお、令和３年度内に南相馬市教育委員

会により、追加の試掘・確認調査が北原貝塚・MSC-HO.B5 において行われた。

　今回の調査で出土した遺物についての所見は以下のとおりである。

７Ｔ出土遺物（図 57- １）

　敲石であり、長軸の両端部と片縁に敲打痕がある。

９Ｔ出土遺物（図 54- １～５、図 56-23）

　１～３は口縁部であり、１は縄文原体端部の押圧、３は羽状縄文が施文される。２は、口唇部付近に細か

い刺突、その下に押し引きによる沈線、その下に蛇行沈線が施文される。４は網目状撚糸文、５は蛇行する

櫛歯状沈線文である。図 56-23 は二次加工のある剥片である。

10 Ｔ出土遺物（図 54- ６・７）

　６は縄文、７はいわゆる葺瓦状撚糸文が施文される。

11 Ｔ出土遺物（図 54- ８）

　８は網目状撚糸文が施文される。

15 Ｔ出土遺物（図 54- ９～ 15）

　９はＬⅡから出土したもので、口縁部に隆線がある。10 ～ 15 はＬⅢから出土したものである。10・11 は

縄文が施文され、10 は浅い沈線文が加わる。12 は波状口縁とみられ、浅い櫛歯状沈線文が施文される。13

は隆線の上下に矢羽根状の沈線文が施される。隆線上には押し引き状の圧痕がある。14 は沈線と網目状撚

糸文、15 は縄文原体の押圧とみられる。

17 Ｔ出土遺物（図 54-16 ～ 29、図 55- １～ 12、図 56-24，図 57- ２・３）

　図 54-16 ～ 26 はＬⅢから出土したものである。16 は口縁部に斜めの刻みが施され、その下は縄文が施文

される。17 は波状口縁とみられ、隆線と連続する刺突文が施される。18 は口縁部が屈曲しており、３段の

刺突文と縄文が施文される。19 は大きめの刺突文が施文される。20・21 は無文の口縁部であり、21 は厚手

で鉢状の器形が想定される。22 は小さい刺突文が施文される。23 は撚糸文、24 は条線文、25 は縄文が施文

される。26 はいわゆる磨消縄文の土器であり、他の土器とは異なり縄文後期に所属する。

　図 54-27 ～ 29、図 55- １～ 10 はＬⅤから出土したものである。図 54-27・28 は刺突文が施される。29 は

隆線に刻みが施され、隆線に平行して押し引き状の沈線文がある。図 55- １は隆線に浅い刻みが施される。

２は押し引き状の沈線文が縦と斜めに施文される。３は２条が並行する沈線文、４は沈線文が施文される。

５はいわゆるＳ字状連続沈文と呼ばれる撚糸文が施文される。６～９は縄文が施文される。10は沈線文の他、

組紐文の可能性がある。図 55-11・12 はＬⅥから出土したものである。11 は口縁部に縦の連続する沈線文

が施され、その下には横走する刺突文が施文される。図 56-24 はＬⅤから出土した二次加工のある剥片であ

る。図 57- ２はＬⅢから出土した凹＋磨石である。表裏に凹みがあるが、敲打痕は明瞭でない。表裏に磨面

がある。３はＬⅤから出土した敲石である。縁部片端に敲打痕がある。



第２章　試掘・確認調査

－ 62 －

18 Ｔ出土遺物（図 55-13 ～図 56- １～ 19）

　図 55-13 ～ 18 はＬⅡから出土したものである。13・14 はともに連続する縦の沈線の下に横走する並行沈

線が施される。13 はさらに無節の縄文が施文される。15・17・18 は縄文が施文され、16 は文様不明である。

図 55-19 ～ 24 はＬⅢから出土したものである。19 は浅くやや幅の広い沈線文が斜めに施文される。20・21

は縄文が施文される。22 ～ 24 は撚糸文が施文される。図 56- １～ 10 は土坑堆積土ℓ１・２から出土したも

のである。１は屈曲する頸部付近の破片と考えられ、横走する沈線に挟まれ矢羽根状の沈線文が施される。

土器端部の内面側に刻みがあり、土器が破損した後に加工されたものとみられる。２は刺突文が施される。

３は横位の沈線文、縦位の隆線、縄文が施文される。４は浅い櫛歯状沈線が平行して施文される。５はＳ字

状の沈線文が横位に施文される。６は網目状撚糸文が施文される。７～ 10 は縄文が施文される土器であり、

10 は平底の底部である。図 56-11 ～ 19 は土坑堆積土３層から出土したものである。11 は上部には並行する

沈線文の間に竹管を用いたとみられる円形刺突文が施され、下部にはいわゆるＳ字状連続沈文と呼ばれる撚

糸文が施される。12・13 はＳ字状連続沈文が施文される。14 は網目状撚糸文が施文される。15 は強い屈曲

があるため底部と推定したものである。いわゆる葺瓦状撚糸文が施文される。16～ 19は縄文が施文される。

図 56-20 は層が不明の遺物である。縄文が施文される。

19 Ｔ出土遺物（図 56-21・22）

　図 56-21 はＬⅡから出土したものであり、撚糸文が施文される。22 はカクランから出土したものである。

口縁部は内側から連続して押すことにより波状に成形している。文様は並行する沈線を波状に施している。

土器の所属時期

　９・10・11・15・17・18 Ｔ出土の大半の土器は、縄文時代前期の大木１～３式の特徴をもつものが含ま

れていることから、おおむね縄文時代前期前葉に所属するものと考えられる。19 Ｔ出土の土器は、弥生時

代に所属するものと考えられる。

ま と め

　今回の調査により埋蔵文化財を確認した範囲の面積 1,360 ㎡については、工事等を行う際は、協議により

埋蔵文化財の保護を図る必要がある。埋蔵文化財を確認できなかったMSC-HO.B6は遺跡として取り扱わない。

未調査の範囲については、今後調査を行う必要がある。

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

３T 遺物包含層 50 ㎝ 縄文土器

10T 30 ㎝ 縄文土器

12T 土坑、小穴 35 ㎝ 縄文土器

15T 30 ㎝ 縄文土器

17T
遺物包含層・土
坑？

35 ㎝ 縄文土器・石器

18T
土坑・遺物包含
層

30 ㎝ ○ 縄文土器

表20　北原貝塚のトレンチ一覧
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0 5㎝

（1/2）

3　（９Ｔ　層不明ＬⅡか）

1　（９Ｔ　ＬⅡ）
2　（９Ｔ　ＬⅡ）

4　（９Ｔ　ＬⅡ）

5　（９Ｔ　ＬⅡ）

6　（10Ｔ　ＬⅡ）
7　（10Ｔ　ＬⅡ）

8　（11Ｔ　ＬⅡ）

9　（15Ｔ　ＬⅡ）

10　（15Ｔ　ＬⅢ） 11　（15Ｔ　ＬⅢ）

12　（15Ｔ　ＬⅢ）

13　（15Ｔ　ＬⅢ）
14　（15Ｔ　ＬⅢ）

15　（15Ｔ　ＬⅢ）

17　（17Ｔ　ＬⅢ）

16　（17Ｔ　ＬⅢ）

26　（17Ｔ　ＬⅢ）

18　（17Ｔ　ＬⅢ）

23　（17Ｔ　ＬⅢ）

21　（17Ｔ　ＬⅢ）

20　（17Ｔ　ＬⅢ）

25　（17Ｔ　ＬⅢ）

19　（17Ｔ　ＬⅢ）

24　（17Ｔ　ＬⅢ）

22　（17Ｔ　ＬⅢ）

27　（17Ｔ　ＬⅤ） 28　（17Ｔ　ＬⅤ）

29　（17Ｔ　ＬⅤ）

：胎土に繊維が混じるもの

　図 54　北原貝塚の出土遺物 (1)
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0 5㎝

（1/2）

3　（17Ｔ　ＬⅤ） 4　（17Ｔ　ＬⅤ）

1　（17Ｔ　ＬⅤ）

7　（17Ｔ　ＬⅤ）

5　（17Ｔ　ＬⅤ）

10　（17Ｔ　ＬⅤ）

6　（17Ｔ　ＬⅤ）

2　（17Ｔ　ＬⅤ）

8　（17Ｔ　ＬⅤ） 9　（17Ｔ　ＬⅤ）

11　（17Ｔ　ＬⅥ） 12　（17Ｔ　ＬⅥ）
13　（18Ｔ　ＬⅡ） 14　（18Ｔ　ＬⅡ）

15　（18Ｔ　ＬⅡ）

16　（18Ｔ　ＬⅡ） 17　（18Ｔ　ＬⅡ）

18　（18Ｔ　ＬⅡ）

19　（18Ｔ　ＬⅢ）

24　（18Ｔ　ＬⅢ）

20　（18Ｔ　ＬⅢ）

21　（18Ｔ　ＬⅢ）

22　（18Ｔ　ＬⅢ）

23　（18Ｔ　ＬⅢ）

　図 55　北原貝塚の出土遺物 (2)
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0 5㎝

（1/2）

1　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）

2　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）
3　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）

4　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）

6　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）5　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2） 7　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2） 8　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）

9　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2） 10　（18Ｔ　土坑　ℓ1・2）

11　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

12　（18Ｔ　土坑　ℓ3） 13　（18Ｔ　土坑　ℓ3） 14　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

15　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

16　（18Ｔ　土坑　ℓ3） 17　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

18　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

19　（18Ｔ　土坑　ℓ3）

20　（18Ｔ　層不明）

21　（19Ｔ　ＬⅡ） 22　（19Ｔ　カクラン）

23　（9Ｔ　ＬⅡ）
長：4.8 ㎝
幅：3.4 ㎝
厚：1.0 ㎝
重：20ｇ
石材：流紋岩

24　（17Ｔ　ＬⅤ）
長：6.3 ㎝　　重：72ｇ
幅：5.5 ㎝　　石材：流紋岩
厚：1.2 ㎝

　図 56　北原貝塚の出土遺物 (3)
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0 5㎝

（1/2）

1　（7Ｔ　ＬⅡ）
長：9.0 ㎝
幅：6.6 ㎝
厚：4.5 ㎝
重：436ｇ
石材：安山岩？

2　（17Ｔ　ＬⅢ）
長：13.8 ㎝
幅：9.6 ㎝
厚：4.0 ㎝
重：990ｇ
石材：安山岩？

3　（17Ｔ　ＬⅤ）
長：7.0 ㎝
幅：6.8 ㎝
厚：3.0 ㎝
重：200ｇ
石材：（火成岩）

　図 57　北原貝塚の出土遺物 (4)
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第５節　一般県道浪江鹿島線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、浪江町大字権
ごんげんどう

現堂から南相馬市鹿島区横手までの延長 28.6 ㎞を結ぶ県

道浪江鹿島線の改良事業である。相双建設事務所管内で１工区、面積 480 ㎡を対象に試掘・確認調査を実施

した。

１　浪江町西
にしだい

台工区

　西台工区は、浪江町権現堂から西台にかけての工区である。令和２年度に分布調査を実施し、土師器、須

恵器、弥生土器等が散布する範囲を確認したため遺跡推定地として試掘・確認調査の対象とした。

（１）NE-NK.B1（図 58・59・60、表 22、写真７・18）

所 在 地　双葉郡浪江町西台字谷地

調査対象面積　480 ㎡（トレンチ６本、80.8 ㎡）  保 存 面 積　保留

検 出 遺 構　竪穴住居、溝    出 土 遺 物　土師器、須恵器、弥生土器

過年度調査歴　令和２年度　分布調査（農山村地域復興基盤総合整備事業）

概 要

　NE-NK.B1 は浪江町役場の北西約 1.7 ㎞に位置し、請
う け ど

戸川の北側に広がる段丘に立地する。令和２年度の

分布調査において、土師器、須恵器、弥生土器が採集されたため、遺跡推定地とした。周辺には観
かんのんまえ

音前遺跡、

西台遺跡、台
だい

遺跡等が所在する。現況は畑、宅地、雑種地である。今回は、地権者の了解が得られた一部の

範囲を対象とし、残りについては次年度調査を実施することとした。

　トレンチは６本設定した。基本層序は、ＬⅠ：表土、ＬⅡ：黒褐色シルト、ＬⅢ：褐色シルト、ＬⅣ：明

黄褐色シルトである。１～３Ｔを設定した畑は、ＬⅠの下がＬⅣであり、過去に造成されたことがうかがえ

る。４Ｔ付近は北側の畑、南側の宅地に比べ高く、ＬⅠ・Ⅲ・Ⅳが存在する。６ＴではＬⅠ～Ⅳが存在する。

遺構・遺物

　NE-NK.B1 の西端に設けた１ＴのＬⅣ上面で、竪穴住居跡１棟、溝１条を確認した。竪穴住居跡は角部が

確認され、トレンチ内の規模は長さ約 260 ㎝、幅約 80 ㎝である。一部を掘り込んだところ、床面までの深

さは約 40 ㎝で壁沿いはさらに約 15 ㎝下がり、周溝とみられる。堆積土から土師器（非ロクロ）が少量出土

した。溝は南北方向で、最大長約 130 ㎝、幅約 80 ㎝である。一部を掘り込んだところ、底面までの深さは

約 70 ㎝でＶ字状の断面形である。堆積土から土師器（非ロクロ）、須恵器が少量出土した。

　周辺より高い部分に設定した４Ｔでは、造成の痕跡は見られずＬⅢから土師器（非ロクロ）、弥生土器が

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔西台工区〕　調査期間：R4.1.12 ～ 14

NE-NK.B1
双葉郡浪江町西台
字谷地

480 保留 6 80.8 16.8 竪穴住居、溝
土師器、須恵器、

弥生土器
保存面積は次年度調査結果と合わ
せて判断

表21　一般県道浪江鹿島線整備事業に係る試掘・確認調査一覧
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少量出土した。図60-１はＬⅢ出土の弥生土器である。

外面に縄文が施文される。４Ｔの南東の宅地はＬⅣま

で切土されているが、さらに南東に設定した６Ｔでは

ＬⅠ～Ⅳの基本土層が残っており、ＬⅢから弥生土器

が出土している。図 60- ２は台付土器の台部とみられ

るが、赤彩の可能性（分析未実施）があることから、別器種となる可能性がある。下端部に沈線の痕跡があ

り、外面には撚糸文が施文される。図 60- ３は、底部の破片で、外面に布の圧痕がある。

　１～３Ｔを設けた畑の全体に、土師器、須恵器、弥生土器、陶磁器が散布している。

NE-NK.B1NE-NK.B1

11

22

33

44
5西5西

5東5東

66

0 100ｍ

（1/2,000）

　図 58　NE-NK.B1 のトレンチ配置

1号トレンチ

40㎝

30㎝

25㎝

Ａ

Ａ’

ＢＢ’
Ａ Ａ’

ＳＩ

ＳＤ

カクラン

Ｂ Ｂ’

基本土層
ＬⅠ　表土
ＬⅡ 　黒褐色シルト
ＬⅢ　褐色シルト
ＬⅣ　明黄褐色シルト

ＬⅠ
ℓ1

ℓ2
ℓ3

ℓ4

ＬⅣ
ＬⅠ
カクラン

ℓ1

ℓ2
ℓ3ℓ4

ℓ5
ℓ4

４Ｔ

ＬⅠ

ＬⅣ

0 2ｍ

（1/100）

ＬⅢ

６Ｔ

ＬⅡ

ＬⅠ

ＬⅢ

ＬⅣ

0.5
（ｍ）

0

0.5
（ｍ）

0 ＳＩ土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2   にぶい黄褐色シルト
　　　（焼土が混じる）
ℓ3　褐灰色シルト
ℓ4　ℓ3に褐色シルトが混じる

ＳＤ土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2   灰黄褐色シルト
　　　（ℓ3ブロックが混じる）
ℓ3　にぶい黄褐色シルト
ℓ4　ℓ3にＬⅣブロックが混じる
ℓ5　暗褐色シルト

　図 59　NE-NK.B1 の検出遺構・土層

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

１T 竪穴住居、溝 22 ㎝ 土師器、須恵器

４T 40 ㎝ 弥生土器

６T 30 ㎝ 弥生土器

表22　NE-NK.B1のトレンチ一覧
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ま と め

　１Ｔで古墳～古代に属するとみられる竪穴住居、溝が確認された。それ以外のトレンチでも遺物を包含す

る基本土層が残るものもあり、調査対象地の周辺で遺物が採集されることから、NE-NK.B1 の一部について、

工事等を行う際は協議により埋蔵文化財の保護を図る必要がある範囲と考えられる。ただ、今回の調査は対

象地全体の一部にとどまっていることから、次年度、残る部分の調査を行った結果を踏まえて、保存が必要

な範囲を決定する。

第６節　一般県道長
ながつかうけどなみえ

塚請戸浪江線整備事業

　本事業は福島県土木部の所管で、双葉町長塚を起点とし、浪江町請戸を経て同町幾世橋に至る一般県道の

整備事業である。相双建設事務所管内で１工区、面積 270 ㎡を対象に試掘・確認調査を実施した。

１　浪江町幾
き よ は し

世橋工区

　幾世橋工区は、浪江町幾世橋に所在し、請戸川右岸の谷底平野に位置する。令和３年度に分布調査を実施

し、事業地が辻
つじまえ

前遺跡と重複することを確認している。

（１）辻前遺跡（図 61）

所 在 地　双葉郡浪江町幾世橋字辻前

調査対象面積　260 ㎡（トレンチ 1本、5.6 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

0 10㎝

（1/3）

1　（４Ｔ　ＬⅢ）

2　（６Ｔ　ＬⅢ）
最大径：（11）㎝
最大高：（8.7）㎝

赤彩の可能性

外面 内面

3　（６Ｔ　ＬⅢ）
底径：（９）㎝

　図 60　NE-NK.B1 の出土遺物

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔幾世橋工区〕　調査期間：R4.1.26

辻前遺跡
(54770107)

双葉郡浪江町幾世
橋字辻前

260 0 1 5.6 2.2 なし なし

表23　一般県道長塚請戸浪江線整備事業に係る試掘・確認調査一覧
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検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　令和３年度　分布調査（一般県道長塚請戸浪江線整備事業）

概 要

　辻前遺跡は、浪江町役場の東約 600 ｍに位置し、請戸川右岸の谷底平野に立地している。令和３年度に

分布調査を実施し、事業地が本遺跡と重複していることを確認したことから試掘・確認調査の対象とした。

調査対象地の現況は宅地である。周辺には、請戸川の左岸に泉
いずみだふるたてあと

田古館跡、その北の段丘縁辺に藤
ふじはしたてあと

橋館跡、

本
もとやしき

屋敷遺跡、本屋敷古墳群、渋
しぶい

井遺跡等が存在する。

　トレンチは調査対象地の中央部に１本設定した。基本層序は、表層の砕石以下、ＬⅠ：旧建築の撹乱土（コ

ンクリート片等含む）、ＬⅡ：にぶい黄褐色砂質シルト、ＬⅢ：にぶい黄褐色砂である。

遺構・遺物

　遺構・遺物は確認できなかった。

ま と め

　今回の調査では保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。

辻前遺跡辻前遺跡

11

0 50ｍ

（1/1,000）

　図 61　辻前遺跡のトレンチ配置
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第７節　常磐自動車道整備事業

　本事業は、NEXCO 東日本（東日本高速道路株式会社）が事業主体で、常磐自動車道の小高スマートインタ

ーチェンジ（以下「小高スマートＩＣ」）を整備する事業である。南相馬市内で面積 5,860 ㎡を対象に試掘・

確認調査を実施した。

１　小高スマートＩＣ

　小高スマートＩＣ整備事業地は、南相馬市小高区に所在し、上り線側が広
ひ ろ や ち

谷地遺跡、下り線側が四
よ つ ぐ り

ツ栗遺

跡と重複する。常磐自動車道本線整備に伴い、平成９年度に分布調査、平成 16 ～ 20 年度に試掘・確認調査

および本発掘調査が実施されている。

（１）四ツ栗遺跡（図 62・63、表 25、写真８）

所 在 地　南相馬市小高区川
かわふさ

房字四ツ栗

調査対象面積　5,300 ㎡（トレンチ 6本、180 ㎡）  保 存 面 積　5,300 ㎡（取扱い要協議）

検 出 遺 構　木炭焼成土坑    出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成９年度　分布調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 16 年度　試掘・確認調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 17 年度　本発掘調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 18 年度　試掘・確認調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 20 年度　本発掘調査（常磐自動車道建設事業）

概 要

　四ツ栗遺跡は、南相馬市小高区南西部に位置し、小高川の支流である川房川の南岸に形成された段丘上に

立地している。本遺跡は昭和 63 年度の相双地区遺跡分布調査で発見され、平成９年度の常磐自動車道延伸

に伴う分布調査で大幅に面積が拡大した。平成 16 ～ 20 年度にかけて常磐自動車道工区内の試掘調査・本調

査が行われ、今回の調査対象地に隣接するⅠ区およびⅢ区で平安時代の木炭焼成土坑と考えられる遺構が検

出されている。

　今回は、常磐自動車道小高スマートＩＣの下り線側事業地のうち、条件の整った 5,300 ㎡について試掘・

確認調査を実施した。調査対象地の現況は、畑（休耕中）又は宅地である。

　トレンチは６本設定した（１本は地権者の了解のもと事業地外に設定）。基本層序は、上からＬⅠ：表土（２

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔小高スマートＩＣ〕　調査期間：R3.7.12 ～ 14、8.2 ～ 4

四ツ栗遺跡
(21250544)

南相馬市小高区川
房字四ツ栗

5,300 5,300 6 180 3.4 木炭焼成土坑 なし 取扱い要協議

広谷地遺跡
(21250596)

南相馬市小高区川
房字広谷地

560 0 2 33 5.9 なし なし

表24　常磐自動車道整備事業に係る試掘・確認調査一覧
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第２章　試掘・確認調査

～３層の耕作土）、ＬⅡ：褐色シルト、ＬⅢ：黄褐色シルト（地山）である。ＬⅡとＬⅢの境界は不明瞭で、

ＬⅡは開墾前の旧表土層の可能性がある。

遺構・遺物

　１Ｔで土坑２基、３Ｔと６Ｔでそれぞれ土坑１基を検出した。検出面はいずれもＬⅡ上面である。土坑

は長方形平面もの（１Ｔ・３Ｔ）と円形平面のもの（６Ｔ）があり、規模は前者が長辺 1.2 ～ 1.3 ｍ、短辺

0.9 ～ 1.0 ｍ、後者は直径 0.9 ｍである。検出面からの深さは 0.2 ～ 0.4 ｍで、側壁は急角度で掘り込まれ

ており、部分的にオーバーハングする。底面はほぼ平坦である。出土遺物はなく年代は明らかでないが、堆

積土中に炭が混じることから、古代の木炭焼成土坑と考えられる。

ま と め

　１・３・６Ｔで木炭焼成土坑と考えられる遺構を

検出したことから、調査地内に同様な遺構が存在し

ている可能性がある。よって、工事等が行われる際は、

その取扱について協議が必要である。また、遺構が遺

跡の西方まで広がる可能性が考えられるため、事業地

事業地境事業地境

66

11

33

22

44 55

四ツ栗遺跡四ツ栗遺跡

MSC-OS.B1MSC-OS.B1

0 100ｍ

（1/2,000）

本調査 (H20)本調査 (H20)

保存

　図 62　四ツ栗遺跡のトレンチ配置

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

１T 土坑 20 ㎝ ○

３T 土坑 15 ㎝ ○

６T 土坑 18 ㎝ ○

表25　四ツ栗遺跡のトレンチ一覧
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の西端部に遺跡推定地 MSC-OS.B1（1,950 ㎡）を設定した。当該地については、遺跡内の未調査地（2,950 ㎡）

とともに、条件が整うのを待って試掘・確認調査を実施する必要がある。

１T-SK１土層断面

LⅠa LⅠb

LⅢ
LⅡ

ℓ２

ℓ３

ℓ1撹乱

A B
0

0.5
（ｍ）

１T基本土層
ＬⅠa  灰黄褐色シルト（焼土多量に含む） 
ＬⅠb  灰黄褐色シルト
ＬⅡ　褐色シルト
ＬⅢ　にぶい黄橙色シルト

SK土層
ℓ1　黒褐色シルト（炭含む）
ℓ2　にぶい黄褐色シルト（炭含む）
ℓ3　黒褐色シルト（炭多量に含む）

１T-SK２土層断面

LⅢ

C D

LⅢ
ℓ1’

LⅠa

ℓ１

ℓ3
ℓ2

LⅠb

0

0.5
（ｍ）

ℓ1　にぶい黄褐色シルト（炭含む）
ℓ1’   にぶい黄褐色シルト（焼土含む）
ℓ2　にぶい黄褐色シルト（焼土多量に含む）
ℓ3　黒色シルト（炭多量に含む）

３T-SK１土層断面
E F

ℓ1
0

0.3
（ｍ）

ℓ1　暗褐色シルト（炭含む）

６T-SK１土層断面
G K

ℓ1 ℓ2
ℓ3

0

0.3
（ｍ）

ℓ1　暗褐色シルト（炭含む）
ℓ2　黄褐色シルト
ℓ3　暗褐色シルト（炭含む）

D
C

A
B

40
cm

40
cm

38
cm

38
cm

１号トレンチ

１T-SK１

１T-SK２

E

65
cm

67
cm

60
cm

62
cm

３号トレンチ

F

３T-SK１

６号トレンチ

６T-SK１

G K

30
cm

30
cm

38
cm

38
cm

0 2ｍ

（1/100）

　図 63　四ツ栗遺跡の検出遺構・土層
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（２）広谷地遺跡（図 64）

所 在 地　南相馬市小高区川房字広谷地

調査対象面積　560 ㎡（トレンチ 2本、33 ㎡）  保 存 面 積　０㎡

検 出 遺 構　な　し     出 土 遺 物　な　し

過年度調査歴　平成９年度　分布調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 16・18 年度　試掘・確認調査（常磐自動車道建設事業）

　　　　　　　平成 18・19 年度　本発掘調査（常磐自動車道建設事業）

概 要

　広谷地遺跡は、南相馬市小高区南西部に位置し、小高川の支流である川房川の南岸に形成された段丘上に

立地している。南に隣接する四ツ栗遺跡との間は、わずかに残る高位段丘で隔てられている。本遺跡は平成

９年度の常磐自動車道延伸に伴う分布調査で確認さ

れ、平成 16・18 年度の試掘調査により、今回の調査

地の周囲 7,300 ㎡が保存範囲とされた。平成 18・19

年度には本発掘調査が行われ、縄文時代の住居跡・

土坑・焼土遺構、平安時代の住居跡・道路遺構・土

坑等の遺構が検出されている。

　今回、未調査で残っていた範囲が小高スマートＩ

Ｃ上り線側事業地に含まれることとなったため、試

掘・確認調査を実施した。調査対象地の現況は、未

供用の道路用地である。

　トレンチは２本設定した。基本層序は、上から常

磐道整備時の造成土、ＬⅠ：黒褐色土、ＬⅡ：暗褐

色土、ＬⅢ：黒褐色土、ＬⅣ：褐色土であり、ＬⅠ

以下は平成 19 年度の本発掘調査地区と同一である。

遺構・遺物

　遺構は確認できなかった。遺物はＬⅡから少量の

土師器片が出土したが、これらは流れ込みとみられ

る。

ま と め

　保存を要する埋蔵文化財は確認できなかった。

団体営農道小森・

ツ
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地
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0 50ｍ

（1/2,000）
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　図 64　広谷地遺跡のトレンチ配置
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第８節　東北東京間連系線事業

　本事業は東北電力ネットワーク株式会社が事業主体で、東北電力管内と東京電力管内における電力融通を

目的に、50万ボルト地域間連系送電線を新設する事業である。川内村内で１地区、面積3,680㎡を対象に試掘・

確認調査を実施した。

１　相馬双葉幹線接続変更

　相馬双葉幹線接続変更の事業地は、田村市、大熊町、富岡町、川内村にまたがる。平成 31・令和元年度、

令和２・３年度に分布調査を実施し、令和２年度に試掘・確認調査を実施している。

（１）KU-KR.B3（図 65・66・67、表 27、写真９・19）

所 在 地　双葉郡川内村大字下川内字糠
ぬかづか

塚

調査対象面積　3,680 ㎡（トレンチ 16 本、165.3 ㎡） 保 存 面 積　930 ㎡

検 出 遺 構　竪穴住居、木炭窯、土坑、廃滓場  出 土 遺 物　縄文土器、土師器、羽口

過年度調査歴　令和３年度　分布調査（東北東京間連系線事業）

概 要

　KU-KR.B3 は、川内村役場から北東約８㎞に位置し、

大川原川上流の阿武隈山地東縁起伏帯の一般斜面に立

地する。標高は 530 ～ 560 ｍである。

　令和３年度に実施した分布調査において、鉄滓の分

布を確認したため遺跡推定地とした。現況は山林、林

道である。

　トレンチは 16 本設定した。基本層序は、ＬⅠ：表土、

ＬⅡ：黒褐色シルト、ＬⅢ：灰黄褐色シルト、ＬⅣ：

明黄褐色シルトである。

遺構・遺物

　調査対象地のうち最も標高の高い２Ｔから竪穴住居

跡１軒が確認された。検出面の把握を誤り重機で掘り

すぎてしまった。また、住居跡はトレンチの外に広が

るため、住居跡の規模は明らかにできない。判明する

遺跡名
（遺跡番号）

所在地

試掘・
確認調
査面積
(㎡ )

保存
面積
（㎡）

試掘トレンチ

遺構 遺物 備考
本数　
（本）

面積　
（㎡）

割合　
（％）

〔相馬双葉幹線接続変更〕　調査期間：R3.8.18 ～ 24

KU-KR.B3
（狐窪製鉄跡）

双葉郡川内村下川
内字糠塚

3,680 930 16 165.3 4.5
竪穴住居、木炭窯、
土坑、廃滓場

縄文土器、土師
器、羽口

狐窪製鉄跡の位置と範囲を変更

表26　東北東京間連系線事業に係る試掘・確認調査一覧

22

11

33
66

44

55

77
88

99

1111
1010

1212

1313

161614141515

保存保存

狐窪製鉄跡（変更増補）狐窪製鉄跡（変更増補）

保存保存

廃滓場廃滓場 KU-KR.B3KU-KR.B3

0 50ｍ

（1/2,000）

　図 65　KU ｰ KR.B3 のトレンチ配置
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68㎝

70㎝ 70㎝

68㎝ B

B’

A A’

A A’ B B’

0 2ｍ

（1/100）
ＬⅣ

ℓ1

カクラン

ℓ3ℓ5

ℓ2 ℓ4

ℓ2

カクラン
ℓ1
ℓ3

ℓ4
ℓ6
ℓ8ℓ7

ＬⅠ カクラン
ＬⅠ ＬⅡａ

ＬⅡｂＬⅡｃ

ＬⅢａ
ＬⅢｂ
ＬⅣ

基本土層
ＬⅠ　　表土
ＬⅡａ　黒褐色シルト
ＬⅡｂ　灰黄褐色シルト
ＬⅡｃ　褐灰色シルト
ＬⅢａ　褐灰色シルト
ＬⅢｂ　灰黄褐色シルト
ＬⅣ　　明黄褐色シルト

ＳＩ

ＳＩ土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2　褐灰色シルト　焼土わずかに混じる
ℓ3　にぶい黄褐色シルト
ℓ4　灰黄褐色シルト　焼土及びＬⅣブロック混じる
ℓ5　灰黄褐色シルト　炭化物及びＬⅣブロック混じる
ℓ6　灰黄褐色シルト
ℓ7　黒褐色シルト　炭化物が多く混じる（床面直上層）
ℓ8　明黄褐色シルトに褐灰色シルトブロックが混在（堀方埋土）

２号トレンチ

A A’
9号トレンチ

70㎝
130㎝

60㎝

55㎝

20㎝

木炭窯跡

A A’ＬⅠ

ℓ1

ＬⅡ

ＬⅢａ

ＬⅢｂ

ＬⅢａ

ℓ3 ℓ5
ℓ3

ℓ2 ℓ6 ℓ5 ℓ4
0 2ｍ

（1/100）

基本土層
ＬⅠ　　表土
ＬⅡ　　黒褐色シルト
ＬⅢａ　褐灰色シルト
ＬⅢｂ　灰黄褐色シルト

木炭窯跡土層
ℓ1　褐灰色シルト（流入土）
ℓ2　褐灰色シルト（流入土）
ℓ3　橙色及び明黄褐色シルト（天井崩落土）
ℓ4　灰白色シルト（天井崩落土）
ℓ5　炭化物
ℓ6　明黄褐色シルト（窯壁）

11号トレンチ
A A’

100㎝

80㎝ 45㎝

45㎝

木炭窯跡

A A’

ＬⅢａ ℓ1
ＬⅢｂ

ＬⅠＬⅡａ
ＬⅡｂ
ＬⅡｃ ＬⅡｂ

ℓ5 ℓ3 ℓ2 ℓ4

基本土層
ＬⅠ　　表土
ＬⅡａ　にぶい黄褐色シルト
ＬⅡｂ　にぶい黄褐色シルト
ＬⅡｃ　暗褐色シルト
ＬⅢａ　黒褐色シルト
ＬⅢｂ　灰黄褐色シルト

木炭窯跡土層
ℓ1　暗褐色シルト（流入土）
ℓ2　褐灰色シルト（流入土）
ℓ3　にぶい黄褐色シルト（流入土）
ℓ4　赤褐色シルト（天井崩落土）
ℓ5　にぶい黄褐色シルト

0 2ｍ

（1/100）

14号トレンチ

40㎝

45㎝48㎝

20㎝

80㎝
ＳＫカクラン

A A’

A A’ＬⅠ

ℓ1ＬⅣ

ＬⅡ
ＬⅢａ

ＬⅢｂ

0 2ｍ

（1/100）

基本土層
ＬⅠ　　表土
ＬⅡ　　灰黄褐色シルト
ＬⅢａ　黒褐色シルト
ＬⅢｂ　灰黄褐色シルト
ＬⅣ　　にぶい黄橙色シルト

ＳＫ土層
ℓ1　褐灰色シルト（炭化物が混じる）

焼土

15号トレンチ A A’

30㎝ 30㎝

15㎝ 15㎝

A A’

ℓ1

ＬⅠ

ＳＫ

ℓ2

ＬⅡ
ＬⅢＬⅣ 0 2ｍ

（1/100）

基本土層
ＬⅠ　表土
ＬⅡ　褐灰色シルト
ＬⅢ　黒色シルト
ＬⅣ　灰黄褐色シルト

ＳＫ土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2　橙色シルト（焼土）

　図 66　KU-KR.B3 の検出遺構・土層
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範囲では、南北２ｍ以上、東西

1.5 ｍ以上、深さ 0.6 ｍである。

壁面の土層では、急傾斜で掘り

下げられた壁と床面とみられる

水平の堆積層、堀方埋土とみら

れるブロック状の土層等が確認

される。遺構堆積土から少量の

土師器が出土している。摩滅に

よりロクロを使用しているかどうか不明である。

　８Ｔと９Ｔの間の林道法面で廃滓場を確認した。長さ約 17 ｍの規模で鉄滓が散布している。９Ｔから約

13 ｍまでの間が特に多く、大きく２か所の高まりがある。羽口１点（図 67- １）を採集した。

　９・11 Ｔでそれぞれ木炭窯跡を確認した。９Ｔでは、現況で斜面に沿って延びる凹地が認められること

から凹地を横断するようにトレンチを設定した。木炭窯跡は幅 2.1 ｍであり、一部で木炭を確認した。出土

遺物はない。11 Ｔでは現況の地形では確認できないが、トンレチ調査で焼土、炭等の堆積を確認し、幅 2.4

ｍ以上の遺構と考えられる。出土遺物はない。

　14 Ｔでは土坑１基を確認した。最大長 1.8 ｍ、最大幅 0.6 ｍで、壁の一部が焼けている。出土遺物はない。

　15 Ｔは林道の法面に設定したが、壁面で土坑１基を確認した。幅 70 ㎝、深さ 15 ㎝で、底面に焼土が堆

積する。出土遺物はない。

　５ＴのＬⅢから縄文早期に属する土器１点（図 67- ２）が出土した。胎土に繊維が混じる。

ま と め

　２Ｔで土師器を出土する竪穴住居跡、９・11 Ｔで

木炭窯跡、14・15 Ｔで土坑、その他に廃滓場を確認

した。所属時期を明らかにする遺物は少ないものの、

概ね古墳・奈良・平安時代の集落跡、製鉄遺跡と判断

されるため、周辺の地形を踏まえて面積 3,600 ㎡につ

いて埋蔵文化財の保護を図る必要があり、開発等の計

画にあたり保存のための協議が必要な範囲と判断した。今回の事業範囲のうち、保存のために協議が必要な

範囲の面積は 930 ㎡である。今回確認した保存を要する範囲については、周知の埋蔵文化財包蔵地である狐
きつね

窪
くぼ

製鉄跡の位置と範囲を変更して登録した。

0 10㎝

（1/3）

1　（廃滓場）
残存長：（6.6）㎝
推定外径：（10）㎝
推定内径：（5）㎝

2　（５Ｔ　ＬⅢ）

溶着滓

　図 67　KU-KR.B3 の出土遺物

ﾄﾚﾝﾁ
番号

検出遺構・遺物包含層
出土遺物

種類（時代）
確認面までの

深さ
遺構内掘込み

２T 竪穴住居 10 ㎝ ○ 土師器

９T 木炭窯 20 ㎝

11T 木炭窯 15 ㎝

14T 土坑 15 ㎝

15T 土坑 20 ㎝

表27　KU-KR.B3のトレンチ一覧
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　　　　　　付節　天神谷地遺跡の自然科学分析 （註１）

パリノ・サーヴェイ株式会社 

 

はじめに 

天神谷地遺跡は、福島県南相馬市に所在し、新田川左岸の沖積低地に所在する。試掘・確認調査では、縄

文時代晩期の土坑が確認された。 

本報告では、検出された土坑の性格を確認することを目的として、珪藻分析、花粉分析、植物珪酸体分析、

微細物分析を実施する。 

 

1.試料 

分析に供された試料は、5Tおよび 5T拡の土坑(SK)から採取された l1層の 2点(サンプル A と A')、l2層の

1 点(サンプル B)、l3 層の 1 点の、計 4 点である。この 4 点全点について、珪藻分析、花粉分析、植物珪酸体

分析、微細物分析を実施する。 

 

2.分析方法 

(1)珪藻分析 

湿重約 5g をビーカーに計り取り、過酸化水素水と塩酸を加えて試料の泥化と有機物の分解・漂白を行う。

次に、分散剤を加えた後、蒸留水を満たし放置する。その後、上澄み液中に浮遊した粘土分を除去し、珪藻殻

の濃縮を行う。この操作を 4～5 回繰り返す。次に、自然沈降法による砂質分の除去を行い、検鏡し易い濃度

に希釈し、カバ－ガラス上に滴下して乾燥させる。乾燥した試料上に封入剤のプリュウラックスを滴下し、スライ

ドガラスに貼り付け永久プレパラ－トを作製する。 

検鏡は、油浸 600 倍または 1000 倍で行い、メカニカルステ－ジを用い任意に出現する珪藻化石が 200 個

体以上になるまで同定・計数する(化石の少ない場合は、この限りではない)。なお、原則として、珪藻殻が半分

以上破損したものについては、誤同定を避けるため同定・計数は行わない。200 個体が検出できた後は、示準

種などの重要な種類の見落としがないように、全体を精査し、含まれる種群すべてが把握できるように努める。 

(2)花粉分析 

試料約 10g について、水酸化カリウムによる泥化、篩別、重液(臭化亜鉛，比重 2.2)による有機物の分離、フ

ッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシス(無水酢酸 9：濃硫酸 1 の混合液)処理による植物遺体中のセル

ロースの分解を行い、物理・化学的処理を施して花粉を濃集する。残渣をグリセリンで封入してプレパラートを

作製し、400 倍の光学顕微鏡下でプレパラート全面を走査し、出現する全ての種類について同定・計数する。

同定は、当社保有の現生標本や島倉(1973)、中村(1980)、三好ほか(2011)等を参考にする。 

結果は同定・計数結果の一覧表として表示する。表中で複数の種類をハイフォンで結んだものは、種類間の

区別が困難なものを示す。 

(3)植物珪酸体分析 

各試料について過酸化水素水・塩酸処理、沈定法、重液分離法(ポリタングステン酸ナトリウム，比重 2.5)の

順に物理・化学処理を行い、植物珪酸体を分離・濃集する。これをカバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、

プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。400 倍の光学顕微鏡下で全面を走査し、その間に出現す

るイネ科葉部(葉身と葉鞘)の葉部短細胞に由来した植物珪酸体(以下、短細胞珪酸体と呼ぶ)および葉身機動

細胞に由来した植物珪酸体(以下、機動細胞珪酸体と呼ぶ)を、近藤(2010)の分類を参考に同定し、計数する。 
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分析の際には、分析試料の乾燥重量、プレパラート作成に用いた分析残渣量を正確に計量し、乾土 1g あた

りの植物珪酸体含量(同定した数を乾土 1g あたりの個数に換算)を求める。 

結果は、植物珪酸体含量の一覧表で示す。各分類群の含量は 10 の位で丸め(100 単位にする)、合計は各

分類群の丸めない数字を合計した後に丸めている。また、各分類群の植物珪酸体含量を図示する。 

(4)微細物分析 

試料 1kg を量り、肉眼観察で確認された炭化物や土器片等の遺物を抽出後、常温乾燥させる。水を満たし

た容器内に、乾燥後試料を投入し、容器を傾けて浮いた炭化物を粒径 0.5mm の篩に回収する。容器内の残土

に水を入れて軽く攪拌し、容器を傾けて炭化物を回収する作業を炭化物が浮かなくなるまで繰り返す（約 20

回）。残土を粒径 0.5mm の篩を通して水洗する。水洗後、水に浮いた試料(炭化物主体)と水に沈んだ試料(岩

片主体)を、それぞれ粒径 4mm、2mm、1mm、0.5mm の篩に通し、粒径別に常温乾燥させる。 

水洗･乾燥後の炭化物主体試料･岩片主体試料を、大きな粒径から順に双眼実体顕微鏡下で観察し、ピンセ

ットを用いて、同定が可能な炭化種実や主に 2mm 以上の炭化材、土器片などの遺物を抽出する。 

炭化種実の同定は、現生標本や石川(1994)、中山ほか(2010)、鈴木ほか(2018)等を参考に実施し、部位別

の個数、重量、最大径を計測して、結果を一覧表で示す。炭化材は粒径別重量と最大径、土器片は個数、重

量と最大径、岩片主体は粒径別重量、植物片は重量を一覧表に併記する。分析後は、抽出物と残渣を容器に

入れて保管する。 

 

3.結果 

(1)珪藻分析 

4 点の試料について分析した結果、いずれの試料においても珪藻化石は 1 個体も産出しなかった。 

(2)花粉分析 

結果を表 1 に示す。分析した 4 試料からは

花粉化石がほとんど検出されず、l2 層サンプ

ル B からセリ科が、l3 層からイネ科が、わず

かに確認された程度である。 

(3)植物珪酸体分析 

結果を表 2、図 1 に示す。各試料からは植

物珪酸体が検出されるものの、保存状態が

悪く、表面に多数の小孔(溶食痕)が認められ

る。 

分析した 4 試料は、いずれも同様な植物

珪酸体の産状がみられ、クマザサ属を含むタケ亜科、ヨシ属、ススキ属、イチゴツナギ亜科などが認められる。

また、栽培植物を含む分類群であるコムギ連が、l3 層を除いた 3 試料から産出する。 

その他では、イネ科起源の棒状珪酸体、長細胞起源、毛細胞起源も検出されるが、分類群の特定には至ら

ない。 

(4)微細物分析 

結果を表 3 に示す。4 試料、計 4kg を洗い出した結果、炭化種実 615 個 1.48g、炭化材 0.42g(最大 6.6mm：

5T SK l1 層 サンプル A')、炭化材主体 2.97g、土器片 4 個 16.29g(最大 3.3cm：5T SK l1 層 サンプル A)が検出

された。分析残渣は岩片を主体とし、1.12kg を量る。その他、混入と考えられる炭化していない植物片 0.45g と 

表1.　花粉分析結果
5T 5T 5T拡 5T

種　　類 SK SK SK SK
l1層 A  l1層 A' l2層 B l3層

草本花粉
イネ科 - - - 4
セリ科 - - 1 -

不明花粉
不明花粉 - - 1 -

合　計
木本花粉 0 0 0 0
草本花粉 0 0 1 4
不明花粉 0 0 1 0
シダ類胞子 0 0 0 0
合計(不明を除く) 0 0 1 4



第２章　試掘・確認調査

－ 80 －

 

 - 3 -  

スギナ類地下茎 1 個 0.05g が検出された。以下、試料各 1kg の検出状況を記す。 

・5T SK l1 層 サンプル A 

炭化種実 108 個 0.14g、炭化材 0.09g(最大 5.4mm)、炭化材主体 0.46g、土器片 3 個 15.71g(最大 3.3cm)、岩

片主体 229.34g、植物片 0.04g が検出された。 

・5T SK l1 層 サンプル A' 

炭化種実 174 個 0.43g、炭化材 0.14g(最大 6.6mm)、炭化材主体 1.0g、土器片 1 個 0.58g(最大 1.6cm)、岩片

主体 187.57g、植物片 0.05g が検出された。 

・5T 拡 SK l2 層 サンプル B 

炭化種実 257 個 0.78g、炭化材 0.16g(最大 6.3mm)、炭化材主体 1.21g、岩片主体 264.41g、植物片 0.05g が

検出された。炭化種実、炭化材が 4 試料中最も多い。 

・5T SK l3 層 

炭化種実 76 個 0.13g、炭化材 0.03g(最大 5.3mm)、炭化材主体 0.3g、岩片主体 435.2g、植物片 0.32g、スギ

ナ類地下茎 1 個 0.05g が検出された。炭化種実、炭化材は 4 試料中最も少ない一方、岩片主体と植物片は最

も多い。 

炭化種実を同定した結果、落葉広葉樹で高木になるオニグルミ(?含む)の核 44 個 0.54g、クリの果実 10 個

0.13g、子葉 13 個 0.12g、トチノキ(?含む)の種子 54 個 0.07g の、合計 121 個 0.75g が同定された。全て堅果類

から成り、破片の状態で、保存状態も不良である。なお、上記堅果類の同定根拠が確認できない微細片 494

個 0.73g を、不明(堅果類主体)としている。 

 

表2.　植物珪酸体含量 (個/g)
5T 5T 5T拡 5T

分　類　群 SK SK SK SK
l1層 A  l1層 A' l2層 B l3層

イネ科葉部短細胞珪酸体
クマザサ属 900 900 600 200
タケ亜科 1,200 1,800 1,600 800
ヨシ属 700 500 400 400
ススキ属 400 500 400 200
コムギ連 600 200 500 -
イチゴツナギ亜科 1,100 1,200 1,000 100
不明 5,500 4,900 2,900 1,600

イネ科葉身機動細胞珪酸体
クマザサ属 1,400 700 600 100
タケ亜科 700 1,000 800 600
ヨシ属 700 400 400 300
ススキ属 200 200 100 <100
不明 900 900 600 800

合　計

イネ科葉部短細胞珪酸体 10,400 10,000 7,400 3,300

イネ科葉身機動細胞珪酸体 3,900 3,200 2,500 1,800

植物珪酸体含量 14,300 13,200 9,900 5,100

イネ科起源(その他)

棒状珪酸体 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊

長細胞起源 ＊ ＊ ＊ ＊

毛細胞起源 ＊＊ ＊ ＊ ＊

1)含量は、10の位で丸めている(100単位にする)。

2)合計は各分類群の丸めない数字を合計した後に丸めている。

3)＊：含有、＊＊：多い。  
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表3.　微細物分析結果

分類群 部位・状態･粒径 備考

炭化種実

オニグルミ 核 破片 - - - 12 0.19 10.86 19 0.29 11.84 12 0.05 5.86

オニグルミ? 核? 破片 1 0.003 3.25 - - - - - - - - -

クリ 果実(基部) 破片 - - - 2 0.01 4.39 - - - - - -

果実 破片 - - - 4 0.004 2.66 4 0.004 3.02 - - -

子葉 破片 1 0.003 2.46 - - - 7 0.10 6.9 5 0.01 2.82

トチノキ 種子 破片 - - - 6 0.02 5.27 2 0.003 2.74 - - -

トチノキ? 種子? 破片 5 0.01 2.67 24 0.03 5.01 12 0.02 5.02 5 0.004 3.6

不明(堅果類主体) 破片 101 0.12 - 126 0.18 - 213 0.37 - 54 0.06 -

合計 108 0.14 - 174 0.43 - 257 0.78 - 76 0.13 -

炭化材 >4mm - - - - 0.04 6.64 - - - - - -

4-2mm - 0.09 5.40 - 0.10 - - 0.16 6.32 - 0.03 5.29

炭化材主体 2-1mm - 0.19 - - 0.23 - - 0.34 - - 0.12 -

1-0.5mm - 0.27 - - 0.76 - - 0.87 - - 0.18 -

土器片 3 15.71 33.31 1 0.58 10.51 - - - - - -

岩片主体 >8mm - 99.87 - - 50.99 - - 136.56 - - 301.52 -

8-4mm - 40.46 - - 36.79 - - 34.34 - - 35.53 -

4-2mm - 24.33 - - 21.44 - - 20.59 - - 25.05 -

2-1mm - 29.66 - - 39.42 - - 31.83 - - 34.41 -

1-0.5mm - 35.03 - - 38.94 - - 41.10 - - 38.70 - 植物片含む

植物片 - 0.04 - - 0.05 - - 0.05 - - 0.32 - 混入の可能性

スギナ類 地下茎 - - - - - - - - - 1 0.05 -

分析量 - 1000 - - 1000 - - 1000 - - 1000 -

表示単位 (個) (g) (mm) (個) (g) (mm) (個) (g) (mm) (個) (g) (mm)

サンプルA

l1層

SK

5T

l3層

SK

5T

サンプルA'

l1層

SK

5T

サンプルB

l2層

SK

5T拡

 

 

4.考察 

5Tおよび 5T拡で検出された土坑(SK)の性格を確認するため、l1層サンプル A、サンプル A'、l2層サンプル

B、l3層の 4点について自然科学分析を実施した。 

まず、珪藻分析の結果からは、いずれの試料からも珪藻化石が産出しなかったため、珪藻化石の生態性や

群集の生育特性による、直接的な堆積環境の推定は困難である。経験的には、堆積後に好気的環境下で大

気に曝されると、短期間に分解消失することがわかっている。今回確認された土坑は、いずれの層準において
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も珪藻化石が検出されなかったことから、埋積時に珪藻が取り込まれるような環境でなかった、わずかに取り

込まれたとしても、その後の好気的環境下で珪藻化石が分解・消失した可能性が高い。 

次に花粉分析の結果からも、花粉化石の産状が悪い。一般的に花粉やシダ類胞子も、堆積した場所が常に

酸化状態にあるような場合、花粉は酸化や土壌微生物によって分解・消失するとされている(中村,1967;徳永・

山内,1971;三宅・中越,1998 など)。そのため、珪藻化石と同様に埋積時に取り込まれにくかった、あるいは埋積

後の経年変化により分解・消失した可能性が考えられる。 

一方、植物珪酸体分析の結果をみると、5T および 5T拡の土坑覆土からは植物珪酸体が多産し、土坑が埋

積する過程で周辺にクマザサ属を含むタケ亜科、ヨシ属、ススキ属、イチゴツナギ亜科などのイネ科が生育し

ていたと考えられる。このうちヨシ属は湿潤な場所に生育し、ススキ属は乾いた草地に生育することを考慮すれ

ば、調査区の周辺には湿潤な場所と乾いた場所が存在していたことがうかがえる。花粉化石で認められたイネ

科、セリ科にも、湿潤な場所や乾いた場所に生育する種が含まれる。これは新田川左岸の沖積低地に立地す

る本遺跡の環境とも矛盾しない。なお、l1 層や l2 層では栽培種のムギ類を含むコムギ連も産出したことから、

これらが埋積した頃の周辺でムギ栽培が行われていた可能性も想定される。 

最後に微細物分析の結果をみると、落葉広葉樹のオニグルミ、クリ、トチノキからなる炭化種実群の他、炭

化材、土器片などの遺物が検出された。炭化種実が確認されたオニグルミ、トチノキは河畔林要素で、クリは

二次林要素である。これらの分類群は、現在の本地域にも分布しており、当時の遺跡周辺域の落葉樹林に生

育していたと考えられる。 

堅果類のオニグルミ、クリは、果実内の子葉が食用可能であり、トチノキはあく抜きをすることで種子内部の

子葉が食用可能となる。可食部であるクリの子葉を除いて、出土炭化オニグルミ核片、クリ果皮片、トチノキ種

皮片は、周辺の落葉樹林から持ち込まれ、食用のために中の子葉を取り出した後の食糧残滓と示唆され、火

を受けたとみなされる。 

以上のことをまとめると、土坑(SK)は好気的環境に曝されるような乾いた場所に位置し、オニグルミ、クリ、ト

チノキなどの炭化種実が検出されたが可食部は少なかったことから、貯蔵穴ではなく食糧残滓を廃棄したゴミ

穴の可能性が高い。また、l1 層や l2 層が埋積した頃の周辺で、ムギ栽培が行われていた可能性も想定される。 
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図版1　珪藻分析の状況・花粉分析の状況･植物珪酸体

 1. 珪藻分析の状況(5T SK;l1層 A)  2. 珪藻分析の状況(5T SK;l2層 B)
 3. 花粉分析の状況(5T拡 SK;l2層 B)  4. 花粉分析の状況(5T SK;l3層)
 5. コムギ連短細胞珪酸体(5T SK;l1層 A)  6. クマザサ属短細胞珪酸体(5T SK;l3層)
 7. ヨシ属短細胞珪酸体(5T SK;l1層 A)  8. ススキ属短細胞珪酸体(5T SK;l1層 A')
 9. クマザサ属機動細胞珪酸体(5T SK;l3層) 10. ヨシ属機動細胞珪酸体(5T SK;l1層 A)
11. ススキ属機動細胞珪酸体(5T SK;l1層 A')  

1 2

3 4

5 6 7 8 9

10 11

(3,4)

50μm
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20μm
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図版2　炭化種実

 1. オニグルミ 核(5T拡 SK;l2層 B)  2. オニグルミ 核(5T SK;l1層 A')
 3. クリ 果実(基部)(5T SK;l1層 A')  4. クリ 果実(5T拡 SK;l2層 B)
 5. クリ 子葉(5T拡 SK;l2層 B)  6. トチノキ 種子(5T SK;l1層 A')
 7. トチノキ 種子(5T SK;l1層 A')  
 

1a 1b 2a 2b

3a 3b

7b

4a
4b

5a
5b

6a 6b

7a (3,4,7)

2mm
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2mm

(6)

1mm
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第３章　工事立会

第１節　令和３年度実施の工事立会（表28・29）

　令和３年度の工事立会は、農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）、一般県道広野小高線整備事業、

主要地方道小野富岡線整備事業、共用送電線網整備事業、中間貯蔵土壌貯蔵施設等（中間貯蔵施設）建設事

業の５事業について実施した。

事業名
遺跡名

遺跡推定地名
所在地

立会
面積

工事
内容

立会結果

実施日 遺構 遺物 備考

農山村地域
復興基盤

総合整備事業

反町遺跡 南相馬市鹿島区 南屋形字反町 2,187 ㎡ 抜根
令和４年３
月 15 日～
16 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

熊野前遺跡 南相馬市鹿島区
小島田字後藤
内、字北畑

36,100
㎡

田面工、水
路工

令和３年９
月６日～令
和４年１月
25日の間で
12 日間

なし 土師器
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

台畑遺跡 南相馬市鹿島区 岡和田字台畑 7,200 ㎡
田面工、水
路工

令和３年４
月 22 日～
23 日、５月
10 日、７月
26 日

なし
土師器、
須恵器、
陶磁器

工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

竹ノ内遺跡 南相馬市鹿島区
牛河内字竹ノ
内

25,130
㎡

田面工、道
路工、水路
工

令和３年９
月７日～令
和４年１月
27日の間で
８日間

なし 土師器
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

昆木内遺跡 南相馬市鹿島区
牛河内字昆木
内

6,500 ㎡
田面工、水
路工

令和３年９
月 29 日、
12 月６日、
令和４年１
月 31 日

なし 土師器
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

与手五郎内遺
跡

南相馬市鹿島区
牛河内字昆木
内

3,650 ㎡ 田面工

令和３年
12 月 22 日、
令和４年
１月 11 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

岡和田館跡 南相馬市鹿島区
岡和田字久保
畑

11,600
㎡

水路工

令和４年１
月７日、11
日、12 日、
31 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

五畝田・犬這
遺跡

南相馬市原町区 雫字五畝田 4,425 ㎡ 水路工
令和４年１
月 21 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

八重草遺跡 南相馬市原町区
中太田字八重
草

17,000
㎡

田面工、水
路工

令和４年３
月 24 日、
28 日、29
日

なし 土師器

工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。次年度に
継続。

塚田Ｂ遺跡 南相馬市原町区 下太田字塚田
56,000

㎡

田面工、水
路工、道路
工

令和４年２
月７日～３
月 29 日の
間で７日間

なし
土師器、
陶磁器、

瓦

工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

与太郎内古墳
群

南相馬市原町区
中太田字与太
郎内

40 ㎡ 水路工
令和３年 12
月 10 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

下太田高田遺
跡

南相馬市原町区 下太田字高田
14,440

㎡

田面工、水
路工、道路
工

令和３年８　
月 30 日～
令和４年１
月 20 日の
間で 11 日
間

住居跡
土師器、
須恵器、
鉄滓

確認した遺構はその場
で記録を作成した。

歩代田遺跡 田村市常葉町 西向字歩代田 5,570 ㎡ 田面工

令和３年７
月 19 日～
20 日、８月
４日

土坑？ なし
確認した遺構はその場
で記録を作成した。

表28　令和３年度工事立会結果一覧（1）



第３章　工事立会

－ 86 －

第２節　工事立会で確認した遺構・遺物

　工事立会で遺構、遺物等埋蔵文化財を確認した場合は、その場で記録を作成した。本節ではその主なもの

を掲載する。なお、一部は過年度に実施した工事立会で確認したものである。

１　下太田高田遺跡（図 68・69、写真 20）

所 在 地　南相馬市原町区下太田字高田

事 業 名　農山村地域復興基盤総合整備事業（太田地区）

遺構・遺物　　

　太田地区農地整備事業に伴い、下太田高田遺跡の工事立会を実施した。しかし、表土すき取り工について、

事業者からの連絡がないまま施工が開始され、一部範囲では計画深度より深い掘削が行われた。工事途中で

現地を確認したところ、保存を要する深度より深く掘削された範囲では、焼土・炭の広がりが７か所で確認

され、３か所では大型の土器破片が確認された。事業者に対しては、遺構が確認された面には保護層を設け

たうえで盛土工事を再開するよう指示した。

　大型遺物の確認地点は平面図（図 68）の１・２・８である。１・８は土師器甕が地面に埋まっている。

２は非ロクロ土師器甕の底部である。３～７・９・10 は焼土・炭が広がる地点であり、土師器・須恵器片

が出土している。９は住居跡のカマドの可能性が考えられる。

　図 69- １は３地点で出土した内面が黒色処理された土師器杯である。図 69- ２は４地点で出土した須恵器

甕である。

表29　令和３年度工事立会結果一覧（2）

事業名
遺跡名

遺跡推定地名
所在地

立会
面積

工事
内容

立会結果

実施日 遺構 遺物 備考

県道広野小高
線整備事業

赤坂Ｄ遺跡 双葉郡浪江町 棚塩字赤坂 248 ㎡
擁壁工、盛
土工、抜根、
土壌改良

令和３年４
月 19 日～
７月 15 日
の間で６日
間

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

県道小野富岡
線整備事業

日南郷遺跡 双葉郡富岡町 上手岡字後田 130 ㎡ 道路工
令和３年４
月９日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

高津戸遺跡 双葉郡富岡町
上手岡字高津
戸

200 ㎡
配管工、抜
根

令和４年２
月 16 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

共用送電線網
整備事業

木取場Ｂ遺跡 双葉郡葛尾村 落合字大笹 90 ㎡
送電線埋設
工

令和３年４
月 21 日～
23 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。

中間貯蔵土壌
貯蔵施設等
建設事業

南沢遺跡 双葉郡大熊町 小入野字向畑 741 ㎡
家屋等撤去
工

令和３年 11
月 15 日～
17 日

なし なし
工事内容が埋蔵文化財
に影響を与えないこと
を確認した。
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下太田高田遺跡下太田高田遺跡

事業地境事業地境

事業地外事業地外

事業
地境

事業
地境

事業地外事業地外

1010
11

22

33

44
55
66

77

88

99

大型の遺物破片大型の遺物破片
焼土・炭の分布焼土・炭の分布

工事立会範囲工事立会範囲

0 100ｍ

（1/2,000）

　図 68　下太田高田遺跡全体図

0 10㎝

（1/3）

1　（３地点）
口径：（15）㎝
器高：（4.5）㎝

2　（４地点）

　図 69　下太田高田遺跡の立会時出土遺物
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２　五
ご せ た

畝田・犬
いぬばい

這遺跡（図 70・71・72）

所 在 地　南相馬市原町区雫
しどけ

字五畝田

事 業 名　農山村地域復興基盤総合整備事業（原町東地区）

遺構・遺物

　原町東地区農地整備事業に伴い、五畝田・犬這遺跡の工事立会を実施した。水路工の掘削工事の際、土坑

４基、溝跡１条、小穴１基を確認した。平成 27 年度に本発掘調査を実施しており、工事立会箇所は調査１

区の南側にあたる。掘削幅は約１ｍと狭小であるため、遺構は一部が検出されたのみである。事業者と協議

し、遺構検出面は掘り下げないよう設計変更することとしたため、遺構は掘り込んでいない。基本土層ＬⅡ

ａ及びＳＫ４堆積土から縄文土器が１点ずつ出土している。保護のため遺構検出面に山砂を敷いた後、工事

を継続した。

五畝田・犬這遺跡五畝田・犬這遺跡

Ｈ27調査１区Ｈ27調査１区

工事立会範囲工事立会範囲

Ｈ27調査２区Ｈ27調査２区 Ｈ26調査区Ｈ26調査区

Ｈ５南相馬市調査区Ｈ５南相馬市調査区

0 200ｍ

（1/5,000）

　図 70　五畝田・犬這遺跡の立会位置
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SK07SK07

SI08SI08

SK04SK04 H27調査１区H27調査１区

工事立会範囲工事立会範囲

0 10ｍ

（1/400）

　図 71　五畝田・犬這遺跡の遺構配置

Ａ Ａ’

Ａ Ａ’

ＳＫ４ ＳＫ３
Ｐ ＳＫ１

ＳＫ２

ＳＤ１
カクラン

カクランＬⅡａ
ＬⅠ ＬⅠ ＬⅠ

ＬⅡａ

ＬⅢＬⅢ
ℓ1

ℓ2

ℓ1 ＬⅢ ℓ1

ℓ2
ℓ1 ℓ1

ＬⅡａ

ＬⅡａ

ＬⅡｂ
ＬⅢ

ＬⅢ ＬⅢ

0 2ｍ

（1/100）

基本土層
ＬⅠ　　表土
ＬⅡａ　にぶい黄褐色（10YR5/3）シルト
ＬⅡｂ　にぶい黄褐色（10YR4/3）シルト
ＬⅢ　　明黄褐色シルト

SK１土層
ℓ1　褐色シルト

SK２土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2　黒褐色シルト（ＬⅢブロックが混じる）

SK３土層
ℓ1　褐色シルト

SK４土層
ℓ1　黒褐色シルト
ℓ2　黒褐色シルト（ＬⅢブロックが混じる）

SD１土層
ℓ1　黒褐色シルト

　図 72　五畝田・犬這遺跡の立会時検出遺構・土層
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３　竹
たけはな

花遺跡、八
はちりゅうまち

龍町遺跡（図 73・74・75、写真 21）

所 在 地　南相馬市鹿島区北右田字竹花、字八龍町

事 業 名　農山村地域復興基盤総合整備事業（右田・海老地区）

遺構・遺物

　右
み ぎ た

田・海
え び

老地区農地整備事業に伴い、平成 31・令和元年度に竹花遺跡及び八龍町遺跡の工事立会を実施

した。表土すき取り工と暗渠工の工事立会を実施したが、その際に出土した遺物を掲載する。

　図 73- １は竹花遺跡出土の須恵器𤭯である。暗渠工の際に出土した。体部と頸部は接合しないが図上で合

成した。注口部周辺は剥離している。また、頸部の割れ口は研磨されており、口縁部が欠損した後に再加工

されたものと推測される。

　図 73- ２～４は八龍町遺跡出土遺物であり、２・３は暗渠工、４は表土すき取り工の際に出土した。２は

美濃産の陶器であり、志野丸皿である。内外面に長石釉が施釉され、高台の畳付は釉が削られ平滑である。

見込みに目跡がある。17 世紀前葉頃のものとみられる。３はロクロ成形のかわらけである。４は磁器碗で

あり、全体に白色で口縁部に緑色の線が二重に引かれ、底面に「岐 1056」と記されている。アジア太平洋

戦争時の戦時経済統制下に生産されたいわゆる統制陶磁器である。

0 10㎝

（1/3）

1　（竹花遺跡）
（暗渠工　西から２本目）
体部最大径：10.2 ㎝
残存高：（10.2）㎝

2　（八龍町遺跡）
（暗渠工　東から４本目）
口径：（11.2）㎝
底径：（6.4）㎝
器高：2.2 ㎝

3　（八龍町遺跡）
（暗渠工　東から６本目）
口径：9.2 ㎝
底径：6.4 ㎝
器高：2.2 ㎝

4　（八龍町遺跡　ＬⅠ）
口径：11.2 ㎝
底径：5.0 ㎝
器高：5.5 ㎝

　図 73　竹花遺跡、八龍町遺跡の立会時出土遺物
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　図 74　竹花遺跡の立会位置
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　図 75　八龍町遺跡の立会位置
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第４章　ま と め

第１節　分布調査

　令和３年度は、南相馬市、田村市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村、川内村で８事業、計

541,915 ㎡を対象に分布調査を実施した。令和２年度に実施した分布調査の総面積は 3,550,024 ㎡で、前年

度比 15.3％となった。

第２節　試掘・確認調査

　令和３年度は、南相馬市、田村市、浪江町、大熊町、川内村で８事業、計 249,288 ㎡を対象に試掘・確認

調査を実施した。令和２年度に実施した試掘・確認調査の総面積は160,010㎡で、前年度比155.8％となった。

第３節　工事立会

　令和３年度は、南相馬市、田村市、浪江町、大熊町、富岡町、葛尾村で５事業、計 191,251 ㎡を対象に工

事立会を実施した。令和２年度に実施した工事立会の総面積は 38,132 ㎡で前年度比 501.5％となった。

第４節　新規登録・範囲変更した遺跡（表 30）

　令和３年度に実施した南相馬市、浪江町、川内村における分布調査及び試掘・確認調査によって、１件の

埋蔵文化財包蔵地を新規に登録し、４件の周知の埋蔵文化財包蔵地について範囲の変更を行った。

１　南相馬市の遺跡（図 76・77）

　大六天遺跡（南相馬市鹿島区江垂字大六天・堂前）

　西真野地区の農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）に伴い遺跡推定地 MSC-MN.B9 の試掘・確認調

査を実施した。その結果、大六天遺跡の北に接する谷底平野で古代の土坑、小穴等の遺構及び遺物包含層を

確認したため、周知の埋蔵文化財包蔵地を拡大した。変更後の面積は、96,650 ㎡である。

遺跡番号 遺跡名 所在地 登録概要 種別 時代 面積 備考

2125 0043 大六天遺跡
南相馬市鹿島区江垂字大六天、
字堂前

範囲変更
散布地・
集落跡

古墳・奈良・
平安

96,650 ㎡
試掘・確認調査で土坑等を確認
したことにより拡大。

2125 0568
川脇・半谷

遺跡
南相馬市小高区蛯沢字川脇、字
半谷

範囲変更
その他生
産遺跡

近世 10,850 ㎡
分布調査でかん水槽が登録範囲
外に分布していることを確認し
たことにより位置を変更。

5477 0153 下加倉Ｃ遺跡 双葉郡浪江町加倉字下加倉 新規登録 散布地 縄文 840 ㎡
試掘・確認調査で埋設土器を確
認したことにより新規登録。

5440 0029 狐窪製鉄跡 双葉郡川内村下川内字狐窪 範囲変更
製鉄跡・
集落

縄文・古墳・
奈良・平安

3,600 ㎡
試掘・確認調査で竪穴住居等を
確認したことにより位置を変更。

5440 0024 遠上遺跡 双葉郡川内村上川内字太田 範囲変更 散布地 縄文・平安 17,000 ㎡
試掘・確認調査で溝等を確認し
たことにより拡大。

表30　令和３年度埋蔵文化財包蔵地新規登録・範囲変更一覧
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　川脇・半谷遺跡（南相馬市小高区蛯沢字川脇、字半谷）

　井田川地区の農山村地域復興基盤整備事業（農地整備）に伴い事業地の分布調査を実施した。その際、か

ん水槽が川脇・半谷遺跡の登録範囲外に分布していることを確認したことから、南相馬市教育委員会と協議

の上、登録範囲をかん水槽が分布している丘陵裾部に変更した。変更後の面積は 10,850 ㎡である。

２　浪江町の遺跡（図 78）

　下加倉Ｃ遺跡（双葉郡浪江町大字加倉字下加倉）

　加倉地区の農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）に伴い NE-KK.B3 の試掘・確認調査を実施した。

その結果、縄文時代の埋設土器を確認したため、周知の埋蔵文化財包蔵地として新たに登録した。面積は

840 ㎡である。

大六天遺跡大六天遺跡

新城館跡新城館跡 0 200ｍ

（1/10,000）

拡大範囲拡大範囲

　図 76　大六天遺跡の範囲
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下加倉Ｂ遺跡下加倉Ｂ遺跡

　図 78　下加倉Ｃ遺跡の範囲
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　図 77　川脇・半谷遺跡の範囲
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３　川内村の遺跡（図 79・80）

　狐窪製鉄跡（双葉郡川内村大字下川内字糠塚）

　川内村の東北東京間連系線事業に伴いKU-KR.B3の試掘・確認調査を実施した。その結果、竪穴住居跡、土坑、

木炭窯跡、廃滓場等の遺構を確認した。埋蔵文化財登録台帳では、KU-KR.B3 の南東に狐窪製鉄跡とされる

範囲がしめされているものの、台帳では地点・範囲とも確認できないとの記載があることから、今回調査し

た KU-KR.B3 付近を狐窪製鉄跡の位置と範囲を変更して取り扱うこととした。面積は 3,600 ㎡である。

　遠上遺跡（川内村大字上川内字太田）

　川内村川内地区の農山村地域復興基盤総合整備事業（農地整備）に伴い遺跡推定地 KU-SNM.B2 の試掘・確

認調査を実施した。その結果、遠上遺跡から続く微高地で平安時代の溝を確認したため、周知の埋蔵文化財

包蔵地を拡大した。変更後の面積は、17,000 ㎡である。

狐窪製鉄跡狐窪製鉄跡

変更前の位置変更前の位置

0 100ｍ

（1/4,000）

　図 79　狐窪製鉄跡の範囲

0 200ｍ

（1/10,000）

遠上遺跡遠上遺跡

経王塚経王塚

拡大範囲

　図 80　遠上遺跡の範囲
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１　西真野地区　小島田館跡

２　西真野地区　大六天遺跡・MSC-MN.B9 

ａ　20Ｔ・21Ｔ設定地近景（南から） ｂ　21Ｔ全景（南から）

ｃ　23Ｔ全景（南から） ｄ　23Ｔ-SD2付近土層（北西から）

ｅ　大六天遺跡調査地遠景（東から） ｆ　R3-１Ｔ遺構検出状況（西から）

ｇ　36Ｔ溝検出状況（西から） ｈ　37Ｔ溝検出状況（西から）　

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ
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４　川内地区　KU-SNM.B2（遠上遺跡） ｅ　調査対象地東部全景（南東から）　ｆ　２Ｔ溝検出状況（南東から）

ｇ　２Ｔ溝中央部土層（北東から）　　ｈ　２Ｔ溝刀子出土状況（南東から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ

３　加倉地区　NE-KK.B3（下加倉Ｃ遺跡） ａ　33Ｔ設定地近景（南東から） ｂ　33Ｔ全景（南から）

ｃ　埋設土器検出状況（南から） ｄ　33Ｔ土層断面（東から）
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５　原町川俣線　天神谷地遺跡 ａ　全景（東から）  ｂ　５Ｔ西部遺構検出状況（南東から）

ｃ　５ＴSK4土層（南から）  ｄ　７Ｔ東端遺構検出状況（東から）

ｅ　７Ｔ東端北壁土層（南から） ｆ　７Ｔ西端北壁土層（南東から）

ｇ　10Ｔ遺構検出状況（南東から） ｈ　11Ｔ北壁土層（東から）

ａａ bb

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ
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６　広野小高線　北原貝塚 ａ　遠景（北西から） ｂ　12Ｔ全景（東から）

ｃ　12Ｔ土層（南から） ｄ　12Ｔ-Ｐ１土層（南から）

ｅ　17Ｔ全景（西から） ｆ　17Ｔ土層（西から）

ｇ　18Ｔ全景（東から） ｈ　18Ｔ土層（北から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ



－ 101 －

７　浪江鹿島線　NE-NK.B1 ａ　全景（南東から） ｂ　１Ｔ全景（南東から）

ｃ　１Ｔ竪穴住居検出状況（南西から） ｄ　１Ｔ竪穴住居土層（北西から）

ｅ　４Ｔ全景（北西から） ｆ　４Ｔ土層（南西から）

ｇ　６Ｔ全景（西から） ｈ　６Ｔ土層（西から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ
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８　小高スマートＩＣ　四ツ栗遺跡 ａ　調査対象地全景（南から）  ｂ　１Ｔ全景（東から）

ｃ　１Ｔ-SK１（南から）  ｄ　１Ｔ-SK２（南から）

ｅ　３Ｔ土坑検出状況（南から） ｆ　３Ｔ-SK１（南から）

ｇ　６Ｔ全景（南南から）  ｈ　６Ｔ-SK１（西から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ
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９　東北東京間連系線　KU-KR.B3（狐窪製鉄跡） ａ　遠景（西から） ｂ　２Ｔ竪穴住居検出状況（東から）

ｃ　９Ｔ木炭窯検出状況（南東から） ｄ　11Ｔ木炭窯検出状況（南東から）

ｅ　14Ｔ全景（南西から） ｆ　15Ｔ全景（東から）

ｇ　廃滓場全景（北東から） ｈ　排滓場鉄滓廃棄状況（南東から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ
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11　原町東地区　五畝田・犬這遺跡 ｅ　水路掘削状況（北西から） ｆ　SK4検出状況（西から）

ｇ　SK3検出状況（北東から） ｈ　SK1・SK2・SD1検出状況（北西から）

ａａ ｂｂ

ｃｃ ｄｄ

ｅｅ ｆｆ

ｇｇ ｈｈ

10　太田地区　下太田高田遺跡 ａ　１地点土器出土状況（南から） ｂ　３地点土器出土状況（南から）

ｃ　８地点土器出土状況（南から） ｄ　９地点焼土検出状況（南から）
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１（埋設土器付近　ＬⅣ）１（埋設土器付近　ＬⅣ）

NE-KK.B3（下加倉Ｃ遺跡）　33Ｔ出土遺物NE-KK.B3（下加倉Ｃ遺跡）　33Ｔ出土遺物

縮尺約1/2縮尺約1/2

２（埋設土器付近　ＬⅣ）２（埋設土器付近　ＬⅣ）

３（埋設土器付近　ＬⅣ）３（埋設土器付近　ＬⅣ）

４（埋設土器付近　ＬⅣ）４（埋設土器付近　ＬⅣ）

５（不明）５（不明）

６（埋設土器付近　ＬⅣ）６（埋設土器付近　ＬⅣ）

７（不明）７（不明） ８（不明）８（不明）

９（ＬⅢ）９（ＬⅢ）

10ａ10ａ 10ｂ（ＬⅣ）10ｂ（ＬⅣ）
11（不明）11（不明）

12（不明）12（不明）

13（不明）13（不明） 14（不明）14（不明） 15（ＬⅣ）15（ＬⅣ）
16（不明）16（不明）

12　NE-KK.B3（下加倉Ｃ遺跡）出土遺物　　＊番号は図41と対応
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13（15Ｔ　ＬⅡ）13（15Ｔ　ＬⅡ） 14（15Ｔ　ＬⅡ）14（15Ｔ　ＬⅡ）

15（15Ｔ　ＬⅡ）15（15Ｔ　ＬⅡ）

１（９Ｔ　ＬⅡ）１（９Ｔ　ＬⅡ）

縮尺約1/2縮尺約1/2

2（９Ｔ　ＬⅡ）2（９Ｔ　ＬⅡ）
3（９Ｔ　ＬⅡ）3（９Ｔ　ＬⅡ）

4（９Ｔ　ＬⅡ）4（９Ｔ　ＬⅡ）

5（９Ｔ　ＬⅡ）5（９Ｔ　ＬⅡ）
6（10Ｔ　ＬⅡ）6（10Ｔ　ＬⅡ）

7（10Ｔ　ＬⅡ）7（10Ｔ　ＬⅡ） 8（11Ｔ　ＬⅡ）8（11Ｔ　ＬⅡ） 9（15Ｔ　ＬⅡ）9（15Ｔ　ＬⅡ）

10（15Ｔ　ＬⅡ）10（15Ｔ　ＬⅡ）11（15Ｔ　ＬⅡ）11（15Ｔ　ＬⅡ）

12（15Ｔ　ＬⅡ）12（15Ｔ　ＬⅡ）

16（17Ｔ　ＬⅢ）16（17Ｔ　ＬⅢ）
17（17Ｔ　ＬⅢ）17（17Ｔ　ＬⅢ）

18（17Ｔ　ＬⅢ）18（17Ｔ　ＬⅢ）

19（17Ｔ　ＬⅢ）19（17Ｔ　ＬⅢ） 20（17Ｔ　ＬⅢ）20（17Ｔ　ＬⅢ）
21（17Ｔ　ＬⅢ）21（17Ｔ　ＬⅢ）

22（17Ｔ　ＬⅢ）22（17Ｔ　ＬⅢ）
23（17Ｔ　ＬⅢ）23（17Ｔ　ＬⅢ）

24（17Ｔ　ＬⅢ）24（17Ｔ　ＬⅢ）
25（17Ｔ　ＬⅢ）25（17Ｔ　ＬⅢ）

26（17Ｔ　ＬⅢ）26（17Ｔ　ＬⅢ）

27（17Ｔ　ＬⅤ）27（17Ｔ　ＬⅤ） 28（17Ｔ　ＬⅤ）28（17Ｔ　ＬⅤ）
29（17Ｔ　ＬⅤ）29（17Ｔ　ＬⅤ）

13　北原貝塚出土遺物(1)　　＊番号は図54と対応
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2（17Ｔ　ＬⅤ）2（17Ｔ　ＬⅤ）

縮尺約1/2縮尺約1/2

3（17Ｔ　ＬⅤ）3（17Ｔ　ＬⅤ） 4（17Ｔ　ＬⅤ）4（17Ｔ　ＬⅤ）

5（17Ｔ　ＬⅤ）5（17Ｔ　ＬⅤ）

6（17Ｔ　ＬⅤ）6（17Ｔ　ＬⅤ）

7（17Ｔ　ＬⅤ）7（17Ｔ　ＬⅤ）

8（17Ｔ　ＬⅤ）8（17Ｔ　ＬⅤ）
9（17Ｔ　ＬⅤ）9（17Ｔ　ＬⅤ）

10（17Ｔ　ＬⅤ）10（17Ｔ　ＬⅤ） 11（17Ｔ　ＬⅤ）11（17Ｔ　ＬⅤ）

12（17Ｔ　ＬⅤ）12（17Ｔ　ＬⅤ）

13（18Ｔ　ＬⅡ）13（18Ｔ　ＬⅡ）

14（18Ｔ　ＬⅡ）14（18Ｔ　ＬⅡ）

15（18Ｔ　ＬⅡ）15（18Ｔ　ＬⅡ）

16（18Ｔ　ＬⅡ）16（18Ｔ　ＬⅡ）

17（18Ｔ　ＬⅡ）17（18Ｔ　ＬⅡ）

18（18Ｔ　ＬⅡ）18（18Ｔ　ＬⅡ）
19（18Ｔ　ＬⅢ）19（18Ｔ　ＬⅢ） 20（18Ｔ　ＬⅢ）20（18Ｔ　ＬⅢ）

21（18Ｔ　ＬⅢ）21（18Ｔ　ＬⅢ） 22（18Ｔ　ＬⅢ）22（18Ｔ　ＬⅢ） 23（18Ｔ　ＬⅢ）23（18Ｔ　ＬⅢ） 24（18Ｔ　ＬⅢ）24（18Ｔ　ＬⅢ）

１（17Ｔ　ＬⅤ）１（17Ｔ　ＬⅤ）

14　北原貝塚出土遺物(2)　　＊番号は図55と対応
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－ 108 －

１b１b

縮尺約1/2縮尺約1/2

2（18Ｔ　土坑ℓ1・2）2（18Ｔ　土坑ℓ1・2）
3（18Ｔ　土坑ℓ1・2）3（18Ｔ　土坑ℓ1・2）

4（18Ｔ　土坑ℓ1・2）4（18Ｔ　土坑ℓ1・2） 5（18Ｔ　土坑ℓ1・2）5（18Ｔ　土坑ℓ1・2） 6（18Ｔ　土坑ℓ1・2）6（18Ｔ　土坑ℓ1・2） 7（18Ｔ　土坑ℓ1・2）7（18Ｔ　土坑ℓ1・2）

8（18Ｔ　土坑ℓ1・2）8（18Ｔ　土坑ℓ1・2） 9（18Ｔ　土坑ℓ1・2）9（18Ｔ　土坑ℓ1・2） 10（18Ｔ　土坑ℓ1・2）10（18Ｔ　土坑ℓ1・2）

11（18Ｔ　土坑ℓ3）11（18Ｔ　土坑ℓ3）

12（18Ｔ　土坑ℓ3）12（18Ｔ　土坑ℓ3） 13（18Ｔ　土坑ℓ3）13（18Ｔ　土坑ℓ3） 14（18Ｔ　土坑ℓ3）14（18Ｔ　土坑ℓ3）

15（18Ｔ　土坑ℓ3）15（18Ｔ　土坑ℓ3）
16（18Ｔ　土坑ℓ3）16（18Ｔ　土坑ℓ3）

17（18Ｔ　土坑ℓ3）17（18Ｔ　土坑ℓ3）

１a（18Ｔ　土坑ℓ1・2）１a（18Ｔ　土坑ℓ1・2）

18（18Ｔ　土坑ℓ3）18（18Ｔ　土坑ℓ3）
19（18Ｔ　土坑ℓ3）19（18Ｔ　土坑ℓ3）

20（18Ｔ　層不明）20（18Ｔ　層不明）

21（19Ｔ　ＬⅡ）21（19Ｔ　ＬⅡ）

22ａ（19Ｔ　カクラン）22ａ（19Ｔ　カクラン） 22b22b

23（9Ｔ　ＬⅡ）23（9Ｔ　ＬⅡ）

24（17Ｔ　ＬⅤ）24（17Ｔ　ＬⅤ）

15　北原貝塚出土遺物(3)　　＊番号は図56と対応
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縮尺約1/2縮尺約1/2

１（7Ｔ　ＬⅡ）１（7Ｔ　ＬⅡ）

3（17Ｔ　ＬⅢ）3（17Ｔ　ＬⅢ）

2（17Ｔ　ＬⅤ）2（17Ｔ　ＬⅤ）

16　北原貝塚出土遺物(4)　　＊番号は図57と対応
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－ 110 －

北原貝塚　9Ｔ出土遺物北原貝塚　9Ｔ出土遺物

１（9Ｔ　ＬⅡ）１（9Ｔ　ＬⅡ）17　北原貝塚出土遺物(5)　９Ｔ出土貝殻

３ａ（６Ｔ　ＬⅢ）３ａ（６Ｔ　ＬⅢ）

１（４Ｔ　ＬⅢ）１（４Ｔ　ＬⅢ）

NE-NK.B1NE-NK.B1

縮尺約1/2縮尺約1/2

２ａ（６Ｔ　ＬⅢ）２ａ（６Ｔ　ＬⅢ）
２ｂ２ｂ ２ｃ２ｃ

３ｂ３ｂ

18　NE-NK.B1出土遺物　　＊番号は図60と対応
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１ｂ（廃滓場）１ｂ（廃滓場）

KU-KR.B3（狐窪製鉄跡）KU-KR.B3（狐窪製鉄跡）

縮尺約1/2縮尺約1/2

２（５Ｔ　ＬⅢ）２（５Ｔ　ＬⅢ）

１ａ１ａ

19　KU-KR.B3（狐窪製鉄跡）出土遺物　　＊番号は図67と対応

２（４地点）２（４地点）

１（３地点）１（３地点）

下太田高田遺跡下太田高田遺跡

１：縮尺約1/2
２：縮尺約1/3
１：縮尺約1/2
２：縮尺約1/3

20　下太田高田遺跡出土遺物　　＊番号は図69と対応
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21　竹花遺跡、八龍町遺跡出土遺物　　＊番号は図73と対応

１a１a

竹花遺跡・八龍町遺跡竹花遺跡・八龍町遺跡

縮尺約1/2
４ｃのみほぼ原寸
縮尺約1/2
４ｃのみほぼ原寸

２ａ２ａ

１ｂ（暗渠工　西から４本目）１ｂ（暗渠工　西から４本目）

２ｂ（暗渠工　東から４本目）２ｂ（暗渠工　東から４本目）

３ａ３ａ

３ｂ（暗渠工　東から６本目）３ｂ（暗渠工　東から６本目）

４ａ４ａ

４ｂ（ＬⅠ）４ｂ（ＬⅠ）

４ｃ４ｃ

１：竹花遺跡、２～４：八龍町遺跡１：竹花遺跡、２～４：八龍町遺跡
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書　　　　名  東日本大震災復興関連遺跡調査報告９

シリーズ名  福島県文化財調査報告書

シリーズ番号  第 561 集

編 著 者 名  木村 直之・岡部 睦美・入倉 徳裕・渡部 紀・大栗 行貴・安藤 淳

編 集 機 関
 福島県教育委員会

 〒 960-8688　福島県福島市杉妻町２－ 16　TEL 024 － 521 － 1111

発行年月日  2023 年 3 月 8 日

所収遺跡名 所在地
コード 北　緯 東　経

調査期間 調査面積 調査原因
市町村 遺跡番号 ° ′ ″ ° ′ ″

 小島田館跡
ほか

南相馬市鹿島区小島田

字東立谷ほか

2125
ほか

00074
ほか

37° 41′ 23″
ほか

140° 59′ 02″
ほか

 20210701 ～
 16 ほか

 16,780 ㎡
 ほか

農山村地域復興

基盤総合整備事

業（農地整備）

ほか

所収遺跡名 種　類 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

小島田館跡
 ほか

城館跡ほ

か
中世ほか 溝、小穴ほか 羽口ほか

小島田館跡の試掘・確認調査を実施した結果、中世以前にさ

かのぼる可能性がある溝、小穴、羽口等を確認し、3,420 ㎡

について協議が必要であると判断した。

要　約

　福島県教育委員会が令和３年度に実施した、東日本大震災に係る災害復興関連事業地内における埋蔵文化財分布調査、並び

に同事業地内の遺跡及び遺跡推定地を対象とする試掘・確認調査の報告書である。541,915 ㎡を対象とした分布調査、249,288

㎡ を対象とした試掘・確認調査の結果、遺跡 10 箇所、合計 21,550 ㎡について協議が必要であると判断した。また、５件の埋

蔵文化財包蔵地について新規登録ないし範囲変更した。

　福島県文化財調査報告書第 561 集

東日本大震災復興関連遺跡調査報告９

令和 5年 3月 8日発行

　　編集・発行　福 島 県 教 育 委 員 会

　　　　　　　　　　　　〠 960-8688　福島市杉妻町２-16

　　印　　　刷　八 幡 印 刷 株 式 会 社

　　　　　　　　　　　　〠 970-8026　いわき市平字田町 82-13
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